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訃報

第 3代会長寺尾俊彦先生は

平成24年10月21日ご逝去されました。

ここに謹んで哀悼の意を捧げます。
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巻頭言

静岡県母性衛生学会

会長西口富三

巻頭にあたり 、平成24年10月21日、第三代会長・寺尾俊彦先生がご逝去されましたことをご報告申し

上げます。先生には設立当初より本学会の発展に多大なる御尽力を賜わってまいりました。先生の御功

績に深謝申し上げますとともに、謹んで哀悼の意を捧げます。

さて、この 1年を振り返ってみますと、風疹の流行や非侵製的出生前辿伝子的検査 (NIPT)の実施

など、幾つかの話題がありました。また、つい最近では、生殖補助医療に対する補助金の年齢制限が提

案されました。時代の流れに応じて、求められる医療も変化するのが常であり、周産期医療も決して例

外ではありません。本学会は、周産期医療に携わる医師、助産師 ・看設師、保健師、栄養士、教員、そ

して、未来を担う学生等で構成されており、本会の有する意義、そして、その使命は今後益々高まって

いくといえます。職種間の垣根を越えて互いに顔のみえる交流のなかで、一致団結して周産期医療に対

応していければと願います。

今回の学術雑誌第三巻では、総説3編のほか、原著論文4編、報告 1編、そして、‘‘第3回羽衣セミナー'’

を特集として取り上げました。総説については、創刊号では、母体救急救命病態である“肺血栓塞栓症＂

対策を浜松医療センター院長の小林隆夫先生に、第二巻では“妊産婦の心肺蘇生＂を埼玉医科大学総合

医療センター麻酔科准教授の照井克生先生にお顆いしました。本巻では、 0歳児虐待問題対策の一環と

して、浜松医科大学児童青年期精神医学講座教授の杉山登志郎先生に“発達障害とこども虐待”につい

ての総説をお願いしました。また、授乳期のトラブルの一つである乳腺炎への対応について、この領域

を専門とされている神崎外科クリニックの神崎正夫先生に、そして、アクテイブバース（フリースタイ

ル）について、その推進に携わっているめぐみ助産院の岩田塔子先生にお願いしました。また、原著論

文、報告では、助産師の実態調査のほか、倫理教育や助産外来能力育成などの看談教育システムに関す

る研究、育児支援の在り方、胎児先天性心疾患症例の管理状況など、多岐にわたり盛りだくさんな内容

となっています。日常の臨床に即応用できる内容もたくさん掲載されていますので、会員の皆様にとっ

て有益なものであることを期待いたします。

本学術雑誌は今回で第三巻の発刊に至りました。投稿論文も増えるなど、会員をはじめ、多くの方々

のご支援ならびにご協力の賜物といえます。今後さらなる充実を図っていきたいと思います。学術論文

の作成に不慣れな方々もいらっしゃるかと思いますが、できうる限りサポートしていきますので、多く

の方々からの御投稿をお待ちいたします。

最後に、会員の皆様の益々のご健勝を祈願し、巻頭の辞といたします。
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ー総説一

発達障害と子ども虐待

杉山蓋志郎

Toshiro Sugiyama, M.D. 

浜松医科大学児童冑年期精神医学講座

1. 子ども虐待のいま

先日、 2012年度の全国の児童相談所に通報され

た子 ども虐待の件数が、 6万件を超えたことが報

道された。様々な努力にもかかわらず、残念なが

らわが国の子ども虐待の現状は、改善したとまと

めることが困難である。「子ども虐待のいま」を

述べておきたい。

第一に特筆すべきは、子ども虐待の件数が疫学

的統計の常識を覆す増加を今も続けていることで

ある。2012年の虐待通報件数は66,807件であった。

これは統計が取られ始めた1990年の約60倍 ！であ

る。急増に対し対応が後手に回って追いつかない

状況が、実にこの20年間一貫して継続しているの

である。現場の専門家によれば、実数はそこまで

行かないのではないかという 。グレーゾーン症例

は存在するが、わが国において、極端な言い方を

すれば、子どもを虐待する家庭と、虐待をしない

家庭とに二極化しており 、虐待する家庭は一つの

家族の中に何人もの被虐待児が存在し、 一家庭が

10件20件という虐待通報件数をはじき出すからで

ある。 しかしそれにしても、急激な増加というわ

が国の実態が変わるものでは無い。市町村もほぼ

同数の子ども虐待に関する通報を受けており 、重

複があるものの、両者を単純に足せば既に十万件

を超えている。さらに後述すように性的虐待の把

握が未だに不十分であり 、これから子ども虐待の

実数はさらに増えるのではないかと予測される。

こうして対応が後手に回った時に起きる最も深刻

なのは子どもの虐待死である。周知のように、そ

の痛ましい報道は途切れることなく続いており、

わが国において、子ども虐待への対応に未だに大

きな課題があることを端的に示している。

もう一つの大きな問題は、先に触れたように、

わが国において性的虐待が未だに十分に把握され

ていないことだ。公的な通報件数において、性的

虐待は一貫して全体の 3％程度に過ぎない。これ

は明らかに実態から乖離している。子ども虐待専

門外来を持つ、あいち小児保健医療総合センター

（以下、あいち小児センター）における、子ども

虐待の症例1,110件の統計では、性的虐待は全体

の約17％であった。恐らく、この割合の方が実態

に近いのではないかと考える。性的虐待において

は、後逍症はより重症であり、また他の虐待とは

異なった対応を必要とする。性的虐待とその後迫

症への処遇は、わが国においては完全にまだこれ

からの課題なのである。

もちろん深刻な後辿症ば性的虐待にとどまらな

い。子ども慮待によって引き起こされる様々な後

追症について、いまだに十分に理解されていない

と筆者には感じられる。このことこそが、わが国

において子ども虐待への処遇システムの構築を

誤った最大の要因であると思う 。これは中核的な

問題である。一例のみをとりあげれば、被虐待児

に対し、未だに一般的なカウンセリングが行われ

ていることである。被虐待児の深い病理を理解せ

ずに行われる心理治療は悪化のみをもたらし、行

動の改善は得られない。普通のカウンセリングは

被虐待児に歯が立たない。世界レベルでは常識で

あるこの程度の知識すら、これまでどの程度、虐

待のケアに当たる人々に受け止められて来たのだ

ろうか。

もう 一つ大きな問題は、わが国における社会的

養謹 （家族に代わって子どもを育てる）システム

である。端的に言えば、わが国の社会的壺護は既

に破綻している。 しかしそのことが限られた人以

外には知られていない。わが国において子ども虐

待の実数ば急増した。 しかしそれに見あった社会

的養護の枠は増えなかった。そしても っと根深い
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問題がある。わが国で社会的整護の中核を占めて

きた児童養設施設は、被虐待児のケアを目的とし

て作られたものではない。これまでも圧倒的な人

手不足の中で運営されてきた。そこに重症の後辿

症を抱える被虐待児が大集合し、施設の中で虐待

的な行動の再現を繰り返したため、せっかく保設

をされた子どもたちの碁本的な安全の確保すら危

機にさらされる状況が続いている。特に深刻なの

は、性的虐待の既往の把握がなされないままに保

護をされた児童を中心に、児童相互間（時として

職員児童間）の性的加害、被害の連鎖が生じてい

ることである。これはわが国の社会的養護が普遍

的に抱える問題になりつつある。そもそも社会的

養設を（多人数の子どもが同室に寝起きする）大

舎制の児童施設で行った時、子ども達において後

年に深刻な後追症が生じることは20年以上前から

示されており 、それ故に、わが国以外の先進国で

は子ども虐待のケアの中核を児童蓑護施設で行う

ことは既に廃止されているのだ。被虐待児の社会

的養設はなんといっても里親養育がよい。だが里

親養育にしても 、被虐待児へのケアは困難な作業

であり 、十分なバックアップの体制がとられなけ

れば、 2010年に東京で起きた痛ましい事件のよう

に、容易に事故が起きる可能性がある。

もう 一つ、わが国の社会的養設が行き詰まった

背後には、子ども虐待によって社会的にどのよう

なコス トが生じるのかという福祉経済学の立ち遅

れがある。子ども虐待は、うつ病や解離性障害な

ど後年の精神科疾患、非行や犯罪などの触法行為、

配偶者間暴力、そして子ども虐待の連鎖など、長

年にわたって大きなマイナスの遺産をつくる。こ

れらまで考慮に入れた長期的なコスト計算を行わ

ないと、今、お金をかけて対応を組む意義が理解

されない。一方、信じがたいことに、用いられた

社会的予算に関する評価もまた行われていない。

児童養護施設には一人の子どもあたり年間百万円

から数百万円のお金が提供されている。その費用

に見あった効果がもたらされているのかという検

証もまた必要とされる。

最後に、 子ども虐待と発達障害とが複雑に絡み

合うという事実への認識が未だに十分ではない。

2 子ども虐待と発達障害

表 1は、先に触れたあいち小児センターを受診

した子ども虐待の症例千百名あまりに対して精神

医学的に診断を行った一覧表である。診断はこれ

までの国際的な診断基準に準拠している。それぞ

れについてミニマムな発達障害の解説を行う 。

自閉症スペクトラム障害 （アスペルガー症候群 ・

自閉症を含む）（ASD) 

自閑症は、①社会性の障害、②想像力の障害及

びそれに基づくこだわり行動、の二つの基本症状

からなる生来の「社会性の発達の遅れ」を持つ発

達障害である。これらの問題は、重度なものから

極めて正常に近い レベルまでの連続体（スペク ト

ラム）であると考えられている。これまで「広汎

性発達障害」と呼ばれてきたが、最新の診断基

準で、上記を踏まえ、 自閉症スペク トラム障害

(ASD)と呼ばれるようになった。知的障害を伴

わないグループを「高機能群Jと呼んでいる。知

的な能力とはある程度独立した、社会性の障害こ

そ、自閉症スペク トラムの中心の問題である。感

情や体験の共有が困難で、他者と関わるスキルを

獲得しにくく 、他者の感情を理解したり共感した

りすることが難しい。知覚過敏を伴う場合も多く、

特定の音や接触を著しく姫う場合もある。ごく当

然に理解できると考えられることが理解できてい

なかったりやれなかったりする。人から孤立する

タイプの他に、他者からの指示には受身的に従う

タイプ（だが実は状況判断ができていない場合が

ある）や、自分から積極的に人に関わろうとする

ものの関わり方が一方的だったり奇妙だったりす

るタイプもある。特に 3つめのタイプは多動を伴

表 1 あいち小児センターを受診した子どもの虐待症例

子ども虐待の精神医学的診断(N=1110)

併存症 男性 女性 合計 ％ 

自閉症スベクトラム障害 233 90 323 291 

注意欠陥多動性障害 146 28 174 15 7 

知的障害 49 46 95 8.6 

反応性愛沼障害 256 197 453 40 8 

解離性障害 272 251 523 47 1 

PTSD 153 205 358 32 3 

反抗挑戦性障害 139 79 218 19 6 

行為障害（非行） 168 113 281 25 3 
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い、対人関係でのトラブルを起こしやすい。だが、

特に知的障害を伴わない高機能群は発達障害では

なく「わがままな子」とみなされやすいため、未

診断の場合には子ども虐待を招きやすい。

表 lをご甕いただきたい。実に 3割近くの被虐

待児がASDを基盤にしている。 これらの児童の

内、9割までが知的な障害を伴わない高機能群で

あった。これはいかにこの群が虐待の高 リスクに

なるのかを示しているが、実はもう一つの要素が

ある。それはASDの親の側に、診断基準に満た

ない、軽度の自閉症スペクトラムがしばしば認め

られるのである。子どもの側に社会性の発達の

遅れがあっても、親の側にASD傾向があっても 、

ともに子どもの側の社会的な発達、何よりも愛着

形成（後述）には遅れが生じ、これが子ども虐待

の高リスクになるのである。

注意欠陥多動性障害 (ADHD)

落ち着きがなくじっとしていられない（多動）．

注意を適切に媒中させることが難しい（不注意） ．

気になったらすぐ体が動いてしまうなど行動の統

制が利きにくい（衝動性）のいずれかまたは複数

の症状を示す児童である。このような多動性行動

障害は、突っ走って トラブルを起こす、ものを投

げて人に当たるなど、周囲から叱責を受ける言動

が多くなり、当然ながら叱責やさらに体罰を招き

やすい。それがエスカレートすれば虐待につなが

ることになる。また「いつも叱られてばかりのダ

メな自分」という否定的な自己イメージを持ちゃ

すく、年齢が上がるにつれ、周囲への反抗（反抗

挑戦性障害）や非行（行為障害）になりやすい。

ADHDを単独で持つケースもあるが、自閉症ス

ペクトラム障害や学習障害などに併存するケース

も少なくない。後述するように、虐待を受けた児

も多動性行動障害を示すことが多く、虐待による

多動なのか、もともとのADHDなのかという鑑

別は非常に困難で、両者がかけ算になっていると

考えられるケースも多い。

知的障害

知的障害とは、知的認知機能の発達の遅れであ

り、一般に知能指数70未満をいう 。他の発達障害

や精神疾患と併存することが多い。併存がない知

的障害は、乳幼児期に全体的な発達の遅れとして

現われる。軽度知的障害 (IQ50-69)の場合には、

就学時になって初めてわかることも少なくない。

他の発達障害との併存がない場合には、子どもの

能力に見あった教育 （特別支援教育）を受けるこ

とができれば、大きな問題を生じずに成長するこ

とが可能である。子ども虐待が絡む場合とは、親

が子どものハンディキャップに気づかない、ある

いは気づいていても認めずに子どもに無理をしい

ている場合が多い。また親子ともに知的障害があ

り、意図せずネグレクトなど、不適切な養育を行っ

ていることもある。

最新の診断甚準では、自閉症スペクトラム障害

と注意欠陥多動性障害 (ADHD) は併存が認め

られているが、表 1ではこれまでの診断基準に従

い、前者の診断に合致するものはADHDから除

外している。同様に自閉症スペクトラム障害と

ADHDが認められた場合には知的障害があって

も知的障害から除外しているので、それぞれの重

複はない。この 3者を足してみると 、全体の53%

に達する。つまり過半数である。われわれがこの

ような事実を指摘するまで、子ども虐待の中に多

くの発達障害診断が可能な児童が含まれているこ

とにはほとんど注目されてこなかった。この過半

数という数字は、子ども虐待のケアに当たって、

発達障害に関する知識と対応経験が必要であるこ

とを如実に示している。

発達障害を巡ってはさらに複雑な事情がある。

それは、子ども虐待によってもたらされる後辿症

が発達障害に非常に類似した臨床像を呈するから

である。その説明のために、表 lの残りの診断名

の紹介を同じくミニマムに行う 。

3. 子ども虐待の後遺症

子ども虐待とは圧縮すれば、愛着障害と慢性の

トラウマである。ここで言うトラウマは犯罪被害

や震災被害の様な 1回だけのトラウマでは無く 、

反復して トラウマに晒されるという複雑性トラウ

マである。 トラウマを心の骨折に喩えることがあ

る。その言い方を用いれば、心の複雑骨折である。

表 1の発達障害の次の三つ、愛着障害、解離性障

害、PTSDは子ども虐待の後迫症に相当する病態

であり、同時に、子ども虐待の多彩な症状の中核
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をなすものである。

反応性愛藩障害

愛着の形成は、乳幼児期の最も大切な発達課題

である。乳児期後半になると赤ちゃんは人見知り

を示すようになって、知らない人が来たときに怯

え、泣いたり親にしがみついたりする行動が見ら

れるようになる。それだけでなく、いつも親の方

に視線を向けていて、親といるときに一番リラッ

クスしている。そして不安に駆られたときに、泣

いて親に信号を出す、さらに不安な時や親が離れ

ようとした時に、にじり寄ってくつつこうとする。

これらの一連の行動が愛着行動である。 1歳を過

ぎると、外の世界への好奇心で一杯になって遊ん

でいた赤ちゃんが、はっと親の不在に気付き、親

のもとに駆け寄り、ひとしきりくっついていて、

しばらくするとまた親から離れて探索に行く 。あ

たかも親にくつつくことでエネルギーを補充して

いるかのようだ。これが繰り返される過程で、徐々

に子どもは、親から離れることが出来るようにな

る。この接近、接触、再分離を繰り返すうちに、

目の前にいなくとも、そこにいる親のイメージを

思い浮かべることが出来るようになり、思い浮か

べるだけで、エネルギー切れが起きなくなる。っ

まり子どもの中に親が内在化される。これが愛着

の形成である。愛浩の形成は対人関係の基本であ

るだけでなく、情動コントロールの基盤でもある。

愛着行動は、子どもが怯えたときに養育者によ っ

て不安をなだめてもらう行動である。愛着の未形

成は、自らをなだめることが困難になってしまう 。

また愛着は社会性の核になるものである。子ども

が何か禁じられていることを行うとき、親が思い

浮かびそれが歯止めになる。愛稽はまた、 トラウ

マからの防波堤でもある。われわれが辛い体験を

したときどのようにそれを乗り越えるのか考えて

みると良い、親、配偶者、恋人、子ども、そして

大切なペットなど愛着を持つものの存在を支えと

して乗り越え様とするではないか。つまり愛着は

トラウマの防波堤を果たすのである。

子ども虐待において、この愛着はどうなるのだ

ろう。子どもの側からすると 、整育者と一緒にい

るときとは、リラックスではなく、いつ暴力が降

りかかってくるのか、緊張の中に過ごすことにな

る。その結果、虐待の中に暮らす子ども達は、常

に警戒野報が出っぱなしの状態を強いられる。つ

まり過剰な覚醒状態が続く 。これが被虐待児に普

遍的に認められる生理的な緊張状態とハイテン

ションの基盤になる。重要なことは、子どもは養

育者との間に何らかの愛着を作らずには生きるこ

とが出来ないという事実である。それでもごくご

く希に、極めつきに劣悪なネグレクトの中に育っ

たときに、周りに全く無関心になってしまうこと

が生じる。つまり重度の自閉症の様な状態になっ

てしまうことがある。一方、それ程ひどい放置で

はない時には、この緊張と瞥戒の状態の中で、誰

彼かまわず人にくつつく子どもが生まれる。特に

学童期には、落ち珀きのなさや集中困難として

現れるので、 ADHDに非常によく似た状態を呈

する。愛着障害を呈する児童は、半数近くに上

る。少し煩雑な議論になるが、これまで診断基準

では自閉症スペクトラム障害が認められる場合に

は、反応性愛着障害の診断を除外していた。それ

はASDがあれば愛滸が遅れるからである。だが

ASDにおいて、愛着は形成されないのではなく、

一般的な幼児期から学童へとその形成が遅れるだ

けである。しかしここに子ども虐待が加尊すると、

重複愛着障害とでも言うべき問題が起きてくるの

で、この除外規定は臨床的には明らかに問題があ

る。ASDと愛着障害を足すと全体の 7割になる。

つまり何らかの愛着の問題を抱える被虐待児がそ

れだけ多いということである。

愛着を巡り、もう 一つ重要な後遺症が生じる。

養育者との間に形成される歪んだ愛着である。被

虐待児にとっては、親といるときのリラックスし

た安心感の代わりに、 ドキドキする緊張、父親の

アルコールくさい息、殴られる時のしびれ、口に

広がる血の味、こういったものが対人関係の基盤

を作る記憶になってゆく 。この歪んだ愛着を、虐

待的絆と呼ぶ。父親のDVなど、暴力が常在化し

た家庭に育った娘が、その家庭を憎み鎌い、高校

を卒業と同時に家出のように家から遠く離れ、仕

事につき、そこで結婚をすると、かつての父親の

ような暴力的な夫となぜか一緒になっている。こ

の反復が起きる理由こそ虐待的絆に他ならない。

いくら忌避される記憶であっても 、子ども達には
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それこそが生きる基盤になっているからなのだ。

歪んだ愛着の修復とは、ゼロからの出発ではない。

マイナスからの出発である。だからこそ大変なの

だ。子ども虐待に育った子ども達は、支配ヰ皮支

配という虐待的対人関係を反復する。人との関係

は、常に緊張の中に展開する。愛着が新たに作ら

れたとき、しきりに挑発が生じ、あたかもわざと

殴られようとしているかのような行動が延々と繰

り返される。この虐待の再現という現象はフラッ

シュバックとも呼ばれ、虐待を巡るもう一つの特

徴でもある。フラッシュバックは解離性障害の症

状として生じることが多い。

解離性障害

解離とは、心身の統一がバラバラになる現象で

ある。非常に苦痛を伴う体験をしたとき 、心のサー

キットブレーカーが落ちてしまうかのように、意

識を体から切り離す安全装置が働くことが元々の

基盤になっている。この意識の切り離しは場合に

よっては、体から離れて、外から見ていると いう

幽体離脱体験に発展することもある。例えば性的

虐待で、性交を強いられている自分を、天井から

眺めていたり、ベッドの下に潜り込んで見上げて

いたりという経験をしている被虐待児は少なくな

い。意識を体から切り離してしまえば、苦痛を感

じなくてすむからに他ならない。愛着障害と解離

が一緒に起きるのは理由がある。自己意識は自分

だけでは作れない。人の自己意識がきちんと芽生

えるためには、そこに自分の鏡となる安定した他

者が必要なのだ。その他者からの働きかけや言葉

掛けによって、子どもたちは自分の名前を知り、

自分という存在を知る。この鏡となるべき他者が

激しい変化を繰り返していたり、自分に対して暴

力的な侵襲を繰り返していたりしたら、それぞれ

の変化する親に対応した、とても不安定なばらば

らの自分が成立をしてしまう。自己の核に相当す

るものが、不確かな状態がこうして作られる。

解離によってトラウマ記憶はしばしば健忘を残

す。その一方で、 トラウマ記憶は、フラッシュ

バックという形で突然の想起を引き起こす。この

フラッシュバックは、従来考えられていたよりも

広い範囲で生じることにわれわれは気付いた。た

とえば、言語的フラッシュバックとは、虐待者か

ら言われたことのフラッシュバックで、子どもが

些細なことから切れて、 急に目つきが鋭くなり低

い声で 「殺してやる」と言う現象である。認知・

思考的フラッシュバックも、虐待者に押しつけら

れた考えの再生で「自分は生きる価値がない」な

どの考えが繰り返し浮かぶ。行動的フラッシュ

バックとは、俗に言う切れる状態で、急に暴れ出

す、殴りかかるなど虐待場面の再現である。生理

的フラッシュバックとは、子どもが首を絞められ

た時のことを語っている時に、首の周りに首を絞

められた手の跡が浮かぶといった不思議な現象で

ある。解離性幻覚は、辛い体験を切り離したとき、

そこにフラッシュバックが起きると、外から聞こ

えたり、外に見えたりすることになる。この解離

性幻覚 （われわれはお化けの声、お化けの姿と呼

んでいる）が被虐待児にしばしば認められる現象

であり、統合失調症と誤診されることも多い。解

離性障害は単純な健忘から、多重人格まで様々で

あるが、それらを全て含めると、被虐待児の実に

半数に達するのである。

PTSD（外傷後ストレス障害）

トラウマにさらされた後に、過覚醒や脈拍の充

進など生理的な不安定が継続し、フラッシュバッ

クが絶えず生じ、さらにそのトラウマとなった出

来事を思い起こさせる場所や状況を避けるという

回避反応が生じる。このような一連の反応を呈す

る状態を（心的）外協後ストレス障害 (PTSD)

という 。表 lでは約 3割の児童にPTSDがみられ

たのみであるが、この一連の反応は、現在進行形

で トラウマに晒されている状況では生じず、安心

した環境に移されて初めて生じることが可能にな

るからこの程度の割合になるのである。

反抗挑戦性障害と行為障害

次の二つ、反抗挑戦l•生障害と行為障害は非行に

関連した問題である。反抗挑戦性障害とは、大人

にわざと逆らったり、周囲をわざといらだたせた

りする行動を繰り返す行動を言う。行為障害はほ

ぽ非行と同義と考えて良い。大多数の症例は自然

治癒してしまうのであるが、ここに子ども虐待が

加わると 、非常に嵩率に年齢が上がると非行に変

わってゆく 。診断基準では行為障害が生 じたら、

反抗挑戦性障害から除外をするので、この両者の
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重複はない。この二つを合わせると46％になる。

非行の影に虐待ありとは以前から言われてきたこ

とではあった。だがこうして大人数の臨床データ

をまとめてみると 、その深刻さに驚かずにはいら

れない。

4. 子ども虐待の長期的経過

表1の割合を足すと 、幾つかの診断において、

除外診断によって併存診断を避けているにもかか

わらず100％を遥かに超える。つまり 一人の子ど

もが複数の診断基準を満たすのである。これだけ

深刻な状況が、子ども虐待への対応でこれまで認

識されていたのだろうか。このことはわが国に留

まらない。愛着障害の診断名である反応性愛着障

害はこれまでは滅多に起きないと考えられてき

た。他者に少しでも関心が起きるレベルの愛着が

あれば愛着障害という診断を避けていたのであ

る。するとこの子ども達はADHDという診断に

なる。この様に、虐待の結果生じる愛着障害の諸

症状においては、発達障害に非常に類似した臨床

像が含まれ、ニワ トリタマゴ渾然として分からな

いものも多い。

しかし、われわれは次第に違った視点から子ど

も虐待と発達障害の絡み合いを見るようになっ

た。年齢と精神医学的診断との関係を見ると、愛

着障害の様に幼児期早期から認められるものと、

解離性障害、行為障害（非行）の様に、幼児期に

は非常に少なく 、学童期の後半から青年期におい

て急に増加するものとが認められる。数百名以上

の被虐待児の診療を続ける内に、この様な一人の

子どもが沢山の診断基準を満たすこと、さらに異

なる診断を年齢に沿って移行してゆくことこそ、

子ども虐待における大きな特徴であることに気付

いた。 1人の子どもが異なった診断を年齢が上が

るに連れ変えて行くことを、正式には異型連続性

と呼ぶ。今世紀になって、脳画像診断の発展と共

に、子ども虐待が脳に様々なダメージを生 じると

いう証拠が次々に明らかになった。その最新の知

識は、この本にまとめている。最新の脳科学によっ

て提示されている、子ども虐待の脳への影響は、

一般的な発達障害に認められるものよりも遥かに

甚大で、かつ広範である。前頭葉、脳梁、大脳辺

愛着障害

→多動性行動障害

→解離性障害→多重人格など

→非行→触法行為・薬物依存

図1 子ども唐待の臨床的推移

縁系、後頭葉に至るまで、機能的、器質的変化が

報告されている。

臨床の上ではどのような変化になるのだろう

か。

前著でわれわれは次のような子 ども達の臨床像

の変化をまとめた（図 l)。幼児期には反応性愛

着障害、学童期には多動性行動障害に、そして青

年期には、一群は解離性障害その一部は多重人格

に、また一群は行為障害から触法行為や薬物依存

に展開すると。これをわれわれは第四の発達障害

と呼び、その背後に子ども虐待によって引き起こ

される脳の変化があることを指摘し、被虐待児が

示す、よく似た雰囲気や同じパターンの臨床像を

強調した。

被虐待児の社会的養設、特に里親養育を実践し

て来た故庄司順ー氏はこのまとめに対し、 一人一

人の被虐待児は同じ環境にあっても 、とても異

なった個性を呈することに自分は常に商いてお

り、それほど似ているとは思えない、とコメント

をされた。

この庄司氏の批判は正しいと思う 。 しかしわれ

われのまとめもまた正しいと思う 。兄弟姉妹が一

人一人は際だった個性を持ちながら、その外から

見たときに様々な似通った要素を持ち合わせてい

ること、これこそがヴィトゲンシュタインが指摘

した家族的類似性であり、第四の発達障害とはそ

のような被虐待児における家族的類似性について

述べているのである。

その後の臨床経験によって付け加える部分があ

る。それは発達障害の有無に関わらず、被虐待児

の多くが、ある年齢から気分の変動を示すように

なることである。双極性障害類似ではあるが、非

定型的な難治性の気分変動である。この起源は、

子ども虐待の学齢児に認められる激しい気分の上

下であり、多動性行動障害を呈するハイテンショ

ンの延長上に認められる重度気分調整障害(sever
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mood dysregulation; Bortman, 2006) であろう

（この疾患単位は、 2013年に改定されたアメリカ

精神医学会作成の「精神科疾患の診断と統計のた

めのマニュアル第 5版」では重度気分調整障害

(disruptive mood dysregulation disorder) とい

う診断にまとめられたが、このグループの是非に

関しては、まだ議論が続いており、臨床的に定着

するのにはもう少し時間がかかるのではないかと

思う）。 ともあれ臨床においては百例以上を経験

して、初めてわかるようになることがある。それ

はこの様な家族的類似性を示す臨床的パタ ーンな

のであると思う 。

先に、子ども虐待とは愛着障害と慢性のトラウ

マであると述べた。つまり子ども虐待のケアには

この両者への対応が必要である。われわれは、ケ

アという側面において、いくらか前に進んだのだ

ろうか。少しだけ前進をしたのではないかと実感

する。 トラウマヘの治療と、愛着障害へのケアの

両者を行って、初めて子ども虐待へのケアが可能

となる。
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ー総説一

授乳期乳腺炎の治療と予防における助産師の役割

神崎正夫

Masao Kanzaki 

神崎外科クリニック

はじめに

授乳期乳腺炎は、産褥期の最も多い乳房 トラブ

ルの一つとされているが、その頻度は低下してい

ないのが実態であると思われる。また高齢出産と

授乳期間の長期化によりこのトラブルの発生が助

長されることが予測される。今回外科医として、

授乳期乳腺炎の治療に関わり 、特に重症化例を多

く経験した中で、現状における治療とその予防に

ついて考察した。

1)当院経験授乳期乳腺炎例の実態

2004年 1月から2012年6月まで当院で経験した

授乳期乳腺炎95例を対象として、その内容を紹介

する。当院では、授乳期乳腺炎治療には、近隣の

病院または開業産科医院および開業助産師と連携

をとって、授乳期の乳房トラブルに対応している。

そのため、軽症のうつ滞性乳腺炎例（非膿瘍例）

は32例と少なく 、重症化した乳腺膿瘍の状態での

紹介受診例が63例（膿瘍例）と過半数を占めた（表

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

゜

1)。

表 1 授乳期乳腺炎分布

授乳期乳腺炎 95例

非膿賜形成例 32例(34%)
膿瘍形成例 63例(66%)

授乳期乳腺炎95例の発生頻度を出産後月別に

みると 、出産後 3ヶ月までに65%、6ヶ月までに

86%、 1年目までに97％が発生していた。それに

伴い乳腺膿瘍例も出産後 3ヶ月までに75％が発生

していた （図 l)。

平均初産年齢は非膿腸例29.8歳、 Il農瘍例29.2歳、

出産回数は非膿瘍例1.5回、 l]農瘍例1.2回で両群に

差はなかった。今回の出産後の今までの乳腺炎既

往の有無は、既往有が非膿瘍例19%、膿腸例32%

と膿瘍例に多い傾向を示した。来院時産褥期間は、

非膿瘍例5.6ヶ月、膿瘍例2.6ヶ月と有意に膿瘍例

で短く、発症から来院までの平均日数も非膿瘍例

6.0日、膿瘍例15.3日と有意に膿瘍例で長くなって

■膿瘍例

■非膿瘍例

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

ヶ月

図 1 当院経験授乳期乳腺炎95例の出産後月別発生頻度
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いた。また、しこりの大きさの平均値の比較でも、

非膿瘍例4.2cm、膿瘍例5.7cmと膿瘍例が有意に

大きくなっていた（表2)。膿瘍例の起炎菌分布

をみると、黄色プドウ球菌が87％を占め最も多く 、

次いで連鎖球菌、表皮ブドウ球菌の順であった（表

3)。

非膿瘍例は全例助産師の乳房マッサージで治癒

している。63例の乳腺膿瘍例を治療法から分ける

と、初診時に切開排膿した例（切開例）が28例、

初診時穿刺排膿を行ったが最終的に切開排膿した

例（穿刺後切開例）が12例、穿刺排膿のみで治癒

した例（穿刺例）が23例であった。産褥期間は 3

群とも差はないが、発症から受診までの平均期間

は、切開例18.28、穿刺後切開例13.7日、穿刺例

12.4日と切開例が最も長く、穿刺例が最も短かっ

た。 またしこりの大きさの平均値も、切開例が

表2 授乳期乳腺炎内訳

非膿瘍形成例膿瘍形成例

平均初産年齢 29.8歳 29 2歳

出産回数 15回 1.2回

乳腺炎既往
有 6(19%) 20(32%) 
無 26(81%) 43(68%) 

産褥期 56ヵ月 2.6ヵ月
(1-29) (0 5-12) 

発症から来院まで 6.0日 15.3日
(1-28) (1-56) 

しこりの大きさ 4.2cm 5 7cm 
(2-10) (2.5-10) 

表3 膿瘍起炎菌分布

6.9cm、穿刺後切開例5.1cm、穿剌例4.6cmと、切

開例が最も大きく 、穿刺例が最も小さかった（表

4)。

また、膿瘍例においても全例、切開排膿後また

は穿刺排膿後も授乳と乳房マッサージの併用を継

続し、授乳婦および乳児に何ら不都合を生じるこ

となく 、早期治癒が確認された。

なお、統計学的解析には、 Unp9-iredStudent's 

t testを用い、p値0.05以下を有意差ありとした。

2)授乳期乳腺炎の疫学と診断

授乳期乳腺炎の頻度は、対象の統計の取り方に

よりその頻度には幅があるが、 2-33％で通常10%

以下とされ、この内膿揚化するのは4-10％とされ

ている 1)-4)。発症時期は産褥 3か月以内が最も

多いとされるが、授乳期間中であればいつでも発

n.s. 

n s. 

n.s. 

p<O 01 

p<0.01 

p<0.01 

生する可能性がある l)2) 0 

当院経験例でも、同様の傾

向であることが証明され

た。

黄色ブドウ球菌(MSSA) 28(58%) 

その原因については、現

在までにはっきりしている

ことは、うつ乳が最大の原

因であり、これ以外にはっ

きりとした臨床病理学的な

因子は解明されていない。

そのため、このうつ乳の原

因になるものはすべて乳腺

炎の誘因とされ、具体的に

は不適切な授乳方法（乳頭

亀裂の原因にもなる）、不

規則な授乳、授乳回数の減

少、乳管閉塞、片側乳房の

飲み残し、乳腺炎の既往、

初産婦、母体のストレス・

黄色ブドウ球菌(MRSA) 14(29%) 
連鎖球菌 4(8%) 
表皮ブドウ球菌 2(5%) 

表4 膿瘍例の治療法別比較

切開例 穿刺排膿後切開 穿剌のみ
28例 12例 23例

産褥期 2.8ヵ月 25ヵ月 2.5ヵ月
発症から受診まで 18.2日 13.7日 12.4日
しこりの大きさ 6 9cm 5 1 cm 4.6cm 
穿刺回数 1.9回 2.4回

- l2-

疲労などが危険因子として

指摘されている 2)5) -7)。

授乳期乳腺炎は、まずう

つ乳による乳房の痛み、 し

こり、発赤の乳房局所症状

を示すうっ滞性乳腺炎とし

て発症するが、現実的には
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助産師により臨床診断されていることが多い。 し

かし、最初にしこりのみで痛みがないため発見が

遅れる場合や、痛み発赤から発熱を伴って初めて

気付く場合など、発症から医療機関または助産師

受診までの期間、経過も様々である。医療機関受

診例では、抗生剤、鎖痛解熱剤の投与を受けるこ

とが多いが、同時に助産師への乳房マッサージを

含めた乳房ケア併用の指示がなされない場合や、

継続的治療が行われないと、化膿性乳腺炎から膿

瘍への経過をたどる危険性が高くなる。 しかし

うっ滞性乳腺炎と化膿性乳腺炎の、はっきりとし

た鑑別は固難なことが多く、乳汁中白血球数検査

や、乳汁培養が、化膿性乳腺炎の診断と治療抗生

剤の決定には重要であるが3)、実際には活用され

ているとは言い難い。また乳房局症状に明らかな

全身症状 （倦怠感、発熱、関節痛、筋肉痛）が合

併した場合、または膿汁様の乳汁が排出されれば

臨床的に化膿性乳腺炎と診断できる。そのためこ

の臨床診断を行う助産師の、医療介入のタイミン

グを判断する能力が求められることになる。さら

に重要なのは、乳腺炎発見時にしこりを触知した

場合に、このしこりの膿瘍化の判断も重要で、で

きれば初診時または治療経過中にしこりが軽快し

ない場合には、超音波検査による膿瘍の有無の確

認が必要である。そのため、授乳期乳腺炎の しこ

りに対しては、早期にまたば必要ならば繰り返し、

外科医または産婦人科医による超音波検査による

膿瘍化の有無の診断を受けることが必要である。

3)授乳期乳腺炎の治療

治療の基本は、刻々と産生される乳汁とうっ滞

している乳汁の乳房外への継続的な誘導である 3)

6) 7)。これは授乳により効率よく誘焉され、この

授乳による誘導排乳を援助するのが乳房マッサー

ジである。この乳房マッサージは、炎症部位の安

静を妨げるイメージがあるが、これは決して炎症

部位への直接的な刺激を与えるのではなく、うつ

乳で硬化した乳腺組織を軟化させ、排乳を促進さ

せるために行うものである 5)8)。そして授乳の継

続と、授乳後に飲み残しがあれば可能な限り搾乳

を併用することで、乳腺炎の治療期間が短縮さ

れ、化膿性乳腺炎または膿瘍への移行が有意に減

少することが証明されている 5)6) 9)10)。そして患

側乳汁が乳児に害を与える根拠はないとされてお

り11)12)、両側乳房の授乳を継続すべきである。患

側乳房から明らかな膿汁が排出されれば一時的に

授乳を中断して搾乳し、膿汁排出が肉眼的になく

なれば患側授乳を再開してよい13)14)。さらに助産

師による乳房マッサージと同時に大切なのが、助

産師による正しい授乳方法の確認である。正しい

授乳方法の確認を行うことにより、 ；乳腺炎の原因

となった可能性のある授乳の仕方を正すことがで

き、同時に新たなうつ乳の再発を予防することが

できる。

抗生剤治療に関して、抗生剤投与開始時期、

投与期間に関してコンセンサスはないが3)6)、

WHOの勧告では、膿汁または乳汁培養により起

炎菌を同定した後、有効抗生剤の10-14日間の投

与が推奨されている 3)。実際の治療では経験的治

療として、起炎菌として最も頻度の高い黄色ブド

ウ球菌を標的としたセフェム系薬剤が投与される

14) -16)。また抗生剤による乳汁を介して乳児への

影聘は、クロラムフェニコール、テトラサイクリ

ンなどの限られた抗生剤によってのみであり、実

際のペニシリン系、セフェム系、マクロライド系

の抗生剤は授乳により乳児に移行しても最的に少

なく、授乳が中止になることはないとされている
3) 13)17) 

゜
乳腺炎治療の初期に抗生剤が有効で症状が軽快

する場合もあるが、抗生剤はあくまで補助的なも

のと考えるべきである。ぅっ滞性乳腺炎の場合は

もちろんのこと、化膿性乳腺炎の治療でも抗生剤

使用と同時に、両側乳房の授乳と乳房マッサージ

を含めた乳房ケアの継続が治療の主体であり、こ

れにより炎症により生じる乳汁うっ滞の悪循環を

改善することが重要である。今回の経験例でも、

初期に抗生剤使用により症状が軽快したため、助

産師による乳房マッサージを授乳婦の自己判断で

中止し、炎症の再燃を起こし、膿瘍化した例を多

く経験している。そのため最終的に必ず助産師に

よる、うつ乳状態の消失を確認して乳腺炎の治癒

判定を行うことが重要である。

しかし最終的に膿瘍形成に至った場合は、穿刺

排膿を優先させ、改善がなければ切開排膿となる

- 13-
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18) -21)。触診のみで膿瘍の臨床診断は困難である

ため、膿瘍の診断は超音波検査により確認する必

要がある。当院での膿瘍に対する治療は、授乳婦

の全身状態、臨床経過、膿瘍の大きさ、超音波検

査所見から穿刺排膿、または切開排膿の何れが適

切か判断する。初診時授乳婦が切開排膿よりも穿

剌排膿処置を強く希望した場合は、積極的に初回

時穿刺排膿処置を行う 。 しかし発症から臨床経過

が長く授乳婦の精神的疲労感が強い場合や、膿瘍

径が大きく膿瘍内に壊死物質が多いため穿刺排膿

の効果が十分得られないと判断した場合は、初診

時に切開排膿を選択する。また穿刺排膿処置のみ

で治癒が期待できるかの判断は、初回の穿剌排膿

後 1週間以内の膿瘍腔の大きさの変化を超音波検

査で比較し判断している。初回穿刺排膿2-3日後

に膿瘍腔が縮小した場合には、その後1-2回の穿

刺排膿で、膿瘍の自然消退が期待できる。 しかし

穿刺排膿2-3日後膿瘍腔が初診時と不変または増

大した場合には、その後穿刺排膿を繰り返しても

治癒は期待できないため、切開排膿へ変更してい

る。そして膿瘍切開後も、患側を含めた授乳の継

続と、膿瘍周囲の炎症の波及によるうつ乳を解除

するために乳房マッサージ併用が必要である22)。

4)授乳期乳腺炎の予防

授乳期乳腺炎の予防としては、 ①出産後直後か

ら卒乳までに発生する授乳、乳房に関するトラブ

ルは、まず助産師に相談することを、出産前から

授乳婦に周知徹底すること、 ②出産後は、できる

だけ早い時期から授乳婦自身が正しい授乳の仕方

を助産師から直接教わり、繰り返し正しい授乳が

できているか助産師の確認を得ること、 ③授乳卜

ラブルの解決には、助産師同士の連携が必要であ

り、病院・産科医院勤務の助産師よりも、行動力

のある開業助産師が、主蒻的立場で授乳婦の治療・

支援に当たることが望ましい。具体的には、出産

後ば必ず、 1ヵ月以内に開業助産師に授乳方法が

正 しいか繰り返し確認を受けることを提案した

い。この実施で、助産師と容易にコミュニケーショ

ンが取れることで、早期に授乳婦の乳房トラブル

は軽減でき、乳腺炎の重症化を予防できると思わ

れる。今回の乳腺膿瘍治療例でも 、出産直後から

何らかの乳房トラブルが生じた時点で助産師に相

談し、授乳と乳房マッサージなどの乳房ケアを継

続すれば、軽症の乳腺炎とて問題解決できたと思

われる例を多く経験した。授乳婦にとって、出産

で気カ・体力を消耗し、気分的にも抑うつ的にな

りやすい産褥早期には、乳房トラブルに遭遇した

時に助産師の援助は何よりにも代えがたいもので

あろう 。

そして、次に注意しなくてはならないことは、

早期に助産師なり医療機関受診し乳腺炎を発見し

ても、治癒まで治療が継続されないで、治療途中

で乳房の状態を授乳婦の自己判断で治療を中断

し、乳腺炎を再燃・重症化してしまうことである。

そこで乳腺炎治療に一旦関わったなら、治療は授

乳婦の自己判断で中止しないこと、そして必ず治

癒まで助産師の支援を受ける必要性を授乳婦に十

分説明することが重要である。

5)助産師への提言

授乳期乳腺炎について、十分な解明は進んでお

らず、治療期間が短期間のものから、長期化する

ものまで臨床経過が非常に多彩なことが、授乳期

乳腺炎の治療や理解を困難にしている原因にも

なっている。 しかし治療現場での助産師の役目は

依然として大きいことにかわりはない。自然な行

為としての授乳も、正しい授乳方法から逸脱する

と大きな乳房トラブルの原因となり、また授乳の

中断もしくは中止の原因にもなる。この自然で正

常な授乳方法へ、禅き支援するのが助産師の大き

な役目であるため、助産師同士または医師との連

携を駆使し、一旦治療に関わったならば治癒に至

るまで授乳婦への治療・支援を継続していただき

たい。さらに授乳期乳腺炎治療 ・予防に対する意

見の混乱が医療現場で多く認められ、それにより

困惑するのは授乳桶であり、被害を受けるのが乳

児である。そこで授乳期乳腺炎治療において、い

かなる場合にも授乳を継続することの利点と重要

性について、医療現場スタッフヘの説得、情報の

提供を、助産師にも是非お願いしたい。

6)最後に

助産師を中心とする母乳授乳を支援するネット

- 14-
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ワークとして、産婦人科医、小児科医、外科医の

参加が必要ではあるが、まず各産院または病院の

助産師と開業助産師間の相互の支援体制の交流が

必要である。また出産後 1-2ヶ月間の集中的な

授乳の仕方を含めた授乳指尊、そして授乳婦の不

安への積極的な開わりが助産師の役目として今後

も強化されなくてはならないと思われる。自然で

容易に見える授乳も 、実は簡単ではないことを、

一人でも多くの授乳婦に優しく指導してくださる

ことを切に願います。
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ー総説一

アクティブバース
～フリースタイル分娩介助の方法～

岩田塔子

Toko IWATA 

めぐみ助産院助産師

満足い く出産の為には、アクティブバースで言

われるように 「本能的な部分と自発的な部分が満

たされる事』が重要だと思います。腰が痛くて四

つん這いから「どうしても動けない」と言われた

時、「上向きは無理」と急に横向きになられた時

に。。。 その場ですぐに人手があれば、仰臥位に向

けて支える事も 出来ますが、急に動かれたり 、急

に分娩が進行した場合はそのままの姿勢の方が分

娩台から落ちる心配もなく安全である場合もあり

ます。フリースタイ ルの分娩介助技術はなくても

良いが、あった方が、出産をサポー トするための

幅が広がります。

その上で、助産師として忘れてはならない事も

あります。「フリースタイル分娩＝仰臥位以外の

姿勢、仰臥位以外の姿勢の方が良い」と思いがち

ですが、仰臥位もフリースタイルの姿勢の一つと

いう事です。胎児が大きい時などは、側臥位でい

た産婦さんが、両足が床につかないためにいきみ

にくく 、直前に仰臥位になる事もあります。どの

ような姿勢で産むかではなく 、産婦さんはどのよ

うな姿勢でも産めるという事が大切です。そして

助産師は産婦さんがどのような姿勢であろうとも

介助出来る技術を持つ事が大切です。

もう 一つ、フリースタイル分娩のメ リットとデ

メリットを理解するという事です。最大のメリッ

トは、産婦さんが仰臥位になる事が少ない為に「心

音の低下が起こりにくい事」です。そして同様に

自由に動けるために「回旋異常を助長しない事」

です。反対にデメリッ トは「モニターをとりにく

く、管理がしにくい事」です。ローリスクにはと

ても メリットがありますが、ハイリスクにはデメ

リットになる事もあります。

最後に、フリースタイルの分娩介助はとても簡

単だという事です。「回旋が解れば介助はできる！！」

母親の姿勢が変わっても、児の回旋はかわりませ

ん。児は「①肛門の方に顔が出ます。②太腿の方

を向きます。③肛門の方に出ます。④恥骨の方に

でます。⑤お母さんのお腹と赤ちゃんのお腹が

くつつくようにでます。」ほとんどの児は、自分

で回旋して生まれてきますが、児が大きい時、分

娩を急いだ方が良い時は回旋さえわかっていれば

焦る事もありません。

「フリースタイル分娩介助の方法」が、助産師

自身の為にも 、そして産婦さんの為にも安全で満

足いく分娩の為に役立てば。0。と思います。

まとめ

満足いく出産の為に、フリースタイルの分娩介

助技術があった方が良い。

産婦さんがどんな姿勢で産むかが重要なのでは

なく 、どんな姿勢でも産める事が重要。

フリースタイルの分娩は回旋さえわかれば介助

ができる。

①母体肛門の方に児の顔が出る。

②丹体太腿の方を児の顔が向 く。

③母体肛門の方に児の前在肩甲が出る。

④母体恥骨の方に児の後在眉甲が出る。

⑤母体と児のお腹がくつつくように出る。
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ー原著一

看護師養成課程における倫理教育について
ー東海4県の助産師学生調査より一

Ethics education for midwife students 

From a survey for midwife students in four prefectures in the Tokai area, Japan 

杉浦和子 1) 中村美詠子2) 尾島俊之2)

Kazuko Sugiura 11, Mieko Nakamurai1, Toshiyuki Ojima21 

l)浜松医科大学大学院樽士課程 叫兵松医科大学健康社会医学謡座

1)Department of Community Health and Preventive Medicine, 2)Hamamatsu University School of Medicine 

〔要旨〕

目的 助産師学生の看護師牲成課程における倫理教育を明らかにする。

方法 2011年 7月～12月に、東海4県の助産師学生を対象に郵送法による自記式質問紙調査を行った。

看護師課程教育での倫理教育受講経験の記憶の有無の割合と年齢および看護師経験年数との関連を観察

し、x2検定より検討した。

結果 倫理教育の状況の全ての質問に回答した54人を分析対象とした。倫理教育受講経験の記憶があっ

たのは、 54人中44人 (81.5%）であった。記憶があった54人のうち12人 (27.3%）は印象的な倫理教育

内容ありと回答し、残る32人 (72.7%)は印象的な教育内容はなかったと回答した。倫理教育受講経験

の記憶の有無と年齢階屁との間に有意な閲連は見られなかった。 また看隈師経験年数との間においても

有意な関連は認めなかった。

結論 助産師学生の倫理教育は、その教育背景を考慮することが必要である。また常に倫理的視点をも っ

たデイスカッションが行われるようにすることが必要であると考えられた。

キーワード：助産師学生、助産師教育、倫理教育

〔Abstract〕

Objective: The purpose of this study is to clarify the status of ethics education for midwife students. 

Methods: Self-administered questionnaire survey was conducted for midwife students in four 

prefectures in the Tokai area, Japan in July to December 2011. We compared the presence of 

memories of ethics education courses by age and years of nursing experience. Analysis was 

conducted by x 2 test. 

Results: We analyzed 54 students who responded to all questions regarding of ethics education. 

Among the respondents, 44 (81.5%) of the students had memories of the experience of ethics 

education. Among them, 12 (27.3%) students recalled the education contents. Memories of the 

experience of ethics education were not significantly associated with age and years of experience as a 

nurse. 

Conclusion: It is necessary for ethics education for midwife students to consider their education 
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看談師養成課程における倫理教育について

background and an ethical viewpoint. 

Keywords: midwife student. midwifery education, ethics education 

I. 緒言

日本における助産師養成は、看護師教育課程の

中で看護師教育および助産師教育を行う学部養成

課程と、看課師教育後の大学院や大学専攻科、専

門学校など様々な形で教育が行われている 1~4)0

整成期間は一部の大学院を除き 、そのほとんどが

実習や講義による 1年間の過密なカリキュラムで

ある。そのような現状で教員は助産師としてのア

イデンテイティの形成を図る教育に努めている。

世界保健機構の勧告 (Generalrecommendations) 

の一つでは、「出産ケアに携わる人の整成は、そ

の社会的、文化的、文化人類学的、倫理的な知識

が深まる教育をめざすべき」とある 5)。また、近

年、産科施設閉鎖、産婦人科医・小児科医の不足、

助産師の偏在などの問題が浮き彫りになっている

中で6).7)、助産師にとっては、限られた時間で妊

娠分娩管理における責任の重大さは増し、様々な

背景をもつ患者やその家族への倫理的配應がより

難しくなっている。

平成21年度の助産師教育カリキュラム改正に伴

い、専門職に求められる能力の一つに、倫理的課

題への解決能力が挙げられ7~10)、助産師教育に倫

理的な知識や思考を発展させることは大切な要素

であるといえる。しかしながら、その倫理的課題

に対応する能力が挙げられている現状でその到達

度は指導のもとでできるとあるが、指森と捉える

範囲が広すぎているために学生の到達度が見えに

くいことも考えられる。また、教育課程が複雑化

しているため、助産師学生の教育背景が多様化し

ていることや、患者の自律性の尊重に対する問題

も複雑化している 11)。このような現状で、助産師

学生を対象とした入学前に習得している具体的な

倫理教育内容は明らかにされていない。

そこで本研究は、助産師学生が過去に受講した

倫理教育の受講経験の記憶の有無を明らかにする

こと、年齢階陪や看設師経験年数との関連を分析

し、今後の倫理教育のあり方について示唆を得る

ことを目的とし、研究を行った。

II. 方法

1.対象

調査対象は看設師免許をもつ学生に対して助産

師養成教育を行う東海4県の教育機関に在籍する

助産師学生を対象とした。助産師教育機関リスト

は、厚生労働省の所管団体である独立行政法人福

祉医療機構のWAMNET (Welfare And Medical 

Service NETwork System)と全国の助産師整成

所（大学専攻科、別科、 1年課程）の名悔をもと

に、東海4県の養成機関を抽出した。なお、大学

院課程における助産師学生は助産師養成における

教育方法の差が大きいため除外した。以上の抽出

により、東海4県における対象教育機関は、大学

専攻科3校、専門学校7校の計10校であった。こ

のうち 7校から協力が得られた。

2.データ収集方法

調査期間は2011年7月～2011年12月であり、協

カの得られた施設に自記式質問紙票を郵送し、各

助産師学生からの郵送法による返信により調査票

の回収を行った。データの入力は、パスワード機

能を設定したパソコンを使用した。

3 調査内容

調査内容は、看護師整成課程において生命倫理

あるいは看設倫理教育を受けた経験の記憶の有

無、そのなかで印象的に残っているものがあった

か、その内容、基本属性として年齢、看設師経験

の有無、看護師免許取得機関である。また、この

報告では分析を行っていないが、杉浦らの14の倫

理的問題場面12)の経験の有無、 14の倫理的問題場

面での倫理上の問題についての考え等についても

聞いた。

4.分析方法

分析は、 SPSSStatistics Ver. 18.0を用い、倫理

教育受講経験の記憶の有無と年齢階層、看護師経

験年数との関連はx2検定により検討した。看護

師経験年数については、業務やその責任範囲は、

新人、 3年前後、 5年前後、 10年前後において異

なることが多い。そのため単に 5年ごとの区切り
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ではなく 、先行研究JO)llJ.13~18)を参考と した看設師

経験年数より分析した。

5.倫理的配慮

調査協力については、まず、養成所の責任者へ

研究の概要を郵送 し協力依頼を した。対象機関の

協力の得られた 7施設に必要な調査部数を確認

し、調査票を郵送した。調査票については、無記

名式と し、 1人ひとりの返信用封筒を添付し、返

信時に個人が特定されない ようにした。回答は個

人の自由意思によるものとし、個別の返送をもっ

て調査の協力、同意が得られたものとした。回収

された調査票は鍵のかかる保管庫および保管場所

で保管した。得られた調査票からのデータ管理は、

研究者専用のパソコンをパスワー ド設定し使用し

た。また、本研究でのデータの取り扱いは研究者

のみとした。

なお、本研究は、聖隷クリス トファー大学倫理

審査委員会に よる承認を経た後に実施した（言忽証

番号11016)。

皿結 果

協力の得られた整成機関 (7校）に調査票を

187部送付し、59（回収率32.0%）の回答があった。

そのうち、本研究は倫理教育に関する全ての項目

と属性に回答のあった欠損値のない回答54（有効

回答率28.9%) を分析対象とした。表 lに回答者

の屈性を示す。年齢は20~25歳が32人 (59.3%)

と最も多く 、次いで26~30歳が11人 (20.4%）で

あった。看設師職務経験の有無については、経験

なし群が25人 (46.3%）であった。経験あり群に

ついて、経験年数別に人数が最も多かったのが、

3年未満の10人 (18.5%）、次いで 3年～ 5年が

8人 (14.8%）であった。残る20.4%は、経験年

数10~13年 5人、6~9年 4人、14年以上2人の

順であった。看護師免許取得機関については、最

も多かったものは、 3年課程の専修学校の37人

(68.5%）であり 、次いで 4年制看設系大学の 9

人 (16.7%）であった。

倫理教育受講経験の記憶（表 2) については、

記憶あり群が44人で81.5％を占め、記憶なし群は

10人 (18.5%）であった。それらを年齢階層別に

見てみると 、20~25歳では、あり群26人(81.3%)、

表 1 回答者の属性

年齢階級別 n (%) 

20~25歳 32 (59.3) 

26~30歳 11 (20.4) 

31 ~35歳 6(11.1) 

36~40歳 3(5.6) 

41~45歳 1 (1.9) 

46歳以上 1 (1 9) 

看護師経験

経験なし 25(46 3) 

3年未満 10(185) 

3年～5年 8(14.8) 

6年～9年 4(7.4) 

10年～13年 5 (9 3) 

14年以上 2 (3.7) 

看護師免許取得機関

専修学校(3年制） 37 (68.5) 

看護短大(3年制） 2 (3 7) 

4年制看護系大学 9(16.7) 

進学コース 1 (1.9) 
（専修学校・看護短大）

その他 5 (9.3) 

表2 年齢階府別の倫理教育受講経験の記憶

あり群 なし群 各階級の合計

n (%) n (%) n (%) 

20~25歳 26 (81.3) 6 (18 7) 32(100) 

26~30歳 10(91.0) 1 (9.0) 11 (100) 

31~35歳 4(66.7) 2 (33.3) 6 (100) 

36~40歳 3(100.0) 0(0) 3 (100) 

41~45歳 0 (0) 1 (100.0) 1 (100) 

46歳以上 1 (100.0) 0(0) 1 (100) 

全年齢 44(81.5) 10 (18.5) 54(100) 

なし群 6人 (18.7%）、 26~30歳では、あり群10

人 (91.0%）なし群 1人 (9.0%）、31~35歳では、

あり群 4人 (66.7%）、なし群 2人 (33.3%)、36

歳～40歳では、あり群 3人 (100.0%）、なし群〇

人 (0%) であった。41歳以上では、あり群なし

群ともに 1人 (50.0%）であった。記憶の有無と

年齢階層との間に有意な関連は見られなかった

(P=0.23)。また、経験年数別では、表3に示すよ

うに、全く経験なしでは、あり群21人 (84.0%)、

なし群 4人 (16.0%）、 3年未満では、あり群 7
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人 (70.0%)、なし群 3人 (30.0%)、3年～ 5年

では、あり群 7人 (87.5%）、なし群 l人 (12.5%)

であった。6年～9年では、あり群4人(100.0%）、

なし群 0人 (0%）であった。10年～13年では、

あり群 4人 (80.0%）、なし群 1人 (20.0%) で

あった。14年以上ではあり群なし群ともに 1人

(50.0%）であった。記憶の有無と経験年数との

間に有意な関連は見られなかった (P=0.64)。

倫理教育受講経験の記憶がある44人のうち、印

象深い教育内容の記憶がある者（印象あり）は12

人(27.3%）、印象深い教育内容の記憶のない者（印

象なし）は32人 (72.7%）であった（図 l)。

表3 経験年数別の倫理教育受講経験の記憶

あり群 なし群 合計

n (%) n (%) n (%) 

全く経験なし 21 (84.0) 4 (16.0) 25(100) 

3年未満 7 (70 0) 3 (30.0) 10 (100) 

3年～5年 7 (87.5) 1 (12.5) 8 (100) 

6年～9年 4(100 0) 0(0) 4 (100) 

10年～13年 4(80 0) 1 (20 0) 5(100) 

14年以上 1 (50 0) 1 (50.0) 2 (100) 

全経験 44(81.5) 10(18.5) 54(100) 

表4 印象深い教育内容

印象深い教育内容の記憶がある12人が回答した

印象深い具体的な教育内容を表4に示した。全件

数は17件であり（複数回答）、そのうち中絶に関

するものが4件、出生前診断に関するものが2件、

それ以外では10件で各項目 1件ずつ（順不同）で

あった。一方、印象深い教育内容の記憶がないと

回答した一人からも印象深い教育内容に関する回

答が 1件あった。

IV. 考察

本研究の結果より、倫理教育を受講したかどう

かの記憶については、記憶あり群が44人と全体の

I倫理教育受講経験の記憶 I

記憶あり、 44人

(81.5%) 

I印象深い教育内容の記憶 I

印象あり，12人

(27.3%) 

印象なし、32人

(72.7%) 

図 1 倫理教育受講経験の記憶と印象深い
教育内容の記憶

中絶に関するもの（是非論 3件 ・法律との関連 1件）

全件数17件

4 

2 出生前診断について 2 

3 
ロウ対ウェードについて

（女性の堕胎の権利を認める立場と胎児の生命を尊重し中絶に反対する立場の裁判）

4 生殖医療について

5 輸血に関しての問題（エホパの証人）について

6 ターミナルの小児への告知について

7 ダウン症の児に対する倫理の講話について

8 半陰陽の性器手術について

9 ドナーについて

10 アメリカと日本での違い（患者に提供されているケアについての国での違い）

11 誰にとって何が良いのか（病院にとって、家族にとって）

12 事例を用いて問題点や思ったことをレポートにまとめたこと

13 生命倫理についてのレポートを何回か書いた

注）7は、印象的な教育内容は＂記憶なし”と回答したが自由記述されていたもの
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8割を占め、助産師学生の看談師養成課程におけ

る倫理教育の受講経験の記憶があったことが伺え

た。一方で、倫理教育の内容については、課程教

育における倫理教育受講経験の記憶がある者の中

でも印象深い倫理教育を経験した者が約 3割と少

数であり、このうちの自由記述からは、人権、尊重、

命の捉え方など倫理の視点で回答されていた。こ

れらは近年、看談学生を対象とした課程教育にお

いて倫理教育の内容が組み込まれていることや、

それに関する教材が用いられるようになったこと

などが考えられる。また、医療への患者参加、生

殖補助技術の発達、生物学的迫伝子学的研究の成

果などが教育内容に組み込まれたことなど、組織

的に取り組まれていることが反映されていると考

える。印象深い倫理教育を経験していない者が7

割であったという結果からは、印象的でない授業

が多いことが示された。

倫理教育受講経験の記憶の有無ついては、年齢

階層および、看護師経験年数との間には、どちら

も有意な関連は見られず、倫理教育には年齢や経

験は特に影聘していなかった。これらの結果は、

助産師学生の教育背景が異なるため看設師養成課

程のみならず看護師経験のある現任教育も踏まえ

なければならないことを示唆している。倫理的行

動をとるためには個人の価値観において臨床現場

で遭遇する倫理的問題に気づく能力（倫理的感受

性）が必要であり、この倫理的感受性は倫理的な

行動に影孵を及ぼすとされている。 しかし、臨床

現場では様々な倫理的問題に遭遇するがなかなか

解決には至らないことも多く、半数以上は未解決

であるという報告 もある19)。また、看護師養成課

程での倫理教育や現任教育の受講の有無にかかわ

らず倫理的問題に関する知識は 「全くない」 「あ

まりない」と回答する者が合わせて 9割存在する

ことや20)、看設教育者の認識と教育との関連性に

おいては 8割が悩みながら倫理教育を行っている

という報告もされている21)。これらより、看設師

養成課程から専門教育である助産師養成課程、助

産師養成課程から現任の倫理教育を充実•発展さ

せるハードルは嵩い。

助産師に求められる実践能力の一つに助産にお

ける倫理的課題に対応する能力が求められている

今日、時間がないために専門職間の情報不足を補

うことのみならず、それは患者の尊重や専門職の

善行、無害、忠誠など倫理の視点でデイスカッショ

ンできなければならない。中村らは、 Lutzenの

道徳的感性の構成要素22)は対人関係における内省

的態度、道徳性の構築、情、自律の制限、葛藤体

験、医師の判断への信頼が含意されているが、患

者の擁設や専門職としての役割や対応の柔軟性に

欠けることや、看護の質の向上ゃ知識の獲得や研

究の継続などが欠けていることの指摘に加え、 看

設学生や医学生など臨床経験の少ない条件の者が

加わることにより構成要素の信頼性や妥当性の検

討が複雑になると報告 している23)-25) 0 

以上のことから、倫理は複雑な分野で、かつ倫

理的問題の解決は複雑かつ収束が難しいため、常

に人との関係性において倫理的視点を忘れないよ

うにすることが重要であるとともに、複雑な教育

背景をもつ助産師学生を対象にした倫理的な研究

の検討・推進が必要である。また、講義と演習よ

り根拠づけられた多角的視点での倫理の観点を積

み重ねられるよう科目間での調整、臨地実習のあ

り方を今一度検討されるよう組織的取り組みがで

きることが学習成果を発揮できると考える。

今回、助産師学生が過去に受講した倫理教育の

状況を把握するために東湘4県の助産師学生を対

象として調査を行ったが、 全国の状況として一般

化できない可能性があることや、各学校の学生養

成数が少ないため、今後、対象の地域を拡大 し、

さらなる検討が必要である。また、平成21年度の

助産師教育カリキュラム改正前後に分けて分析で

きる項目（卒業年次）を調査票に組み込んでお ら

ず、より踏み込んだ分析ができていないため今後

の課題としたい。

V.結語

助産師学生が過去に受講した倫理教育の記憶は

8割を占めていたが、印象的な倫理教育内容につ

いては、そのうちの約 3割と少なかった。倫理教

育受講経験の記憶と年齢階層との間に有意な関連

は見られなかった。また、 看護師経験年数との間

においても有意な関連は認めなかった。 したがっ

て、助産師学生の倫理教育は、その教育背景を考
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慮し、常に倫理的視点をもったデイスカッション

が行われるようにすることが必要であると考えら

れた。
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ー原著一

静岡県内における助産師実態調壺報告

Midwife survey report in the Shizuoka Prefecture 

鈴木百合子稲川由美大石 千 里 鴨 川 美 子 原 木 純 子 真 野 由 美

水野博代 山田明美濱松加寸子

Yuriko Suzuki, Yumi Inagawa, Chisato Oishi. Yoshiko Kamogawa, Junko Haraki, 

Yumi Mano. Hiroyo Mizuno, Akemi Yamada, Kazuko Hamamatsu 

静岡県看設協会助産師職能委員会

Midwife function committee in Shizuoka nursing association 

要旨

静岡県助産師職能委員会では、勤務実態を把握し、その内容をもとに助産師労働環境の改善や就業継

続、質の高いサービス提供へ結びつけることを且的に実態調査を行った。調査方法は県内の分娩取り扱

い施設へのアンケートおよび各施設 1名への聞き取り調査とし、労働実態や就労支援について調査をし

た。その結果、助産師の労働実態は日本看設協会の「看設職員実態調査」と差異はなく、特に県内助産

師の労働過重を確認することは出来なかった。 しかし、助産師の就業施設の偏在を含め労働環境には大

きな差がみられていることがわかった。得られた結果より、助産師の就労に向けて 1)退職者を防止す

る、 2) 1次医療機関の整備、3)助産師派遣システムの構築などを将来への展望として導き 出 した。

キーワード： 実態調査、助産師

I. はじめに

静岡県助産師職能委員会では、助産師の恵門性

を高めるとともに、市民へのサービス提供や助産

師活動の周知を目的として委員会活動を行ってい

る。その際、産科医の不足、分娩を取り扱う施設

の減少による分娩の集約化など、産科を取り巻く

状況の変化に伴い助産師の労働環境も変化してい

ると考えられる。 しかし、果たして私たちは県内

で働く助産師の勤務実態や助産師たちの思いを

知っているのだろうか？と疑問を感じた。そこで、

助産師職能委員として勤務実態を把握し、その内

容をもとに助産師労働環境の改善や就業継続、質

の高いサービス提供へ結びつけることを目的に調

査をしたので報告する。

11. 調査方法

1. 調査期間 ：平成22年11月～12月

2.調査対象・調壺方法：県内で分娩を取り扱う

総合病院24施設へのアンケー ト調査と各施設 1

名の助産師へのインタビュー調査を行った。 イ

ンタビューの対象は勤務経験10年目以上の中堅

者12名と就学前の子どもの子育て中12名とし

た。インタビューは口頭と書面で説明し同意を

得ておこなった。

3.インタビュー項目

1) 中堅助産師

(1) どんな時にやりがいを感じていますか？

(2) 勤務の中でス トレスを感じるのはどんな時

ですか？ （夜間の助産師の配置状況も含む）

(3) 夜間、分娩が重なった際の協力体制はいか

がですか？
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(4) 職場の人間関係はいかがですか？

2)子育て中 （未就学児）助産師

(1) どんな時にやりがいを感じていますか？

(2) 急に休みたい時 （子供の病気など）には休

みがとれますか？

(3) 夜間、分娩が重なった際の協力体制はいか

がですか？

(4) 職場の人間関係はいかがですか？

m 結果

1. 労働実態の概要

アンケー ト回収は23施設、 3次医療機関 3施設、

2次医療機関13施設、 1次医療機関 7施設。病床

編成で見ると、産科の単科は 3次医療機関 3施設

と2次医療機関の 2施設のみで、それ以外の18施

設は全て婦人科や小児科、他の診療科と混合病棟

であった。

施設ごとの医師数、分娩件数、助産師数は表 l

の通りである。 1次医療機関から 3次医療機関に

表 1 施設ごとの医師数、分娩数、助産師数

分類 体系分類名称 分娩件数 常勤医師 助産師数

平均（年） 数平均 平均

3次医療機関 総合周産期母子医療 827件 8人 34人

センター

2次医療機関 地域周産期母子医療 685件 6.5人 24人

センター

産科救急受入医療機関 716件 5人 16人

1次医療機関 周産期医療機関 294件 2.8人 10人

表2 常時夜勤配置が 1名5施設の助産師数と同施設夜勤 1人立ち時期

むけて増加しているが、助産師 1人あたりの分娩

件数は医師数、助産師数の数と比例はしておらず、

一人当たりの取り扱い分娩件数が60件を超えてい

たのは、 2施設あり、どちらも 2次医療機関であっ

た。

次に、夜勤時の助産師の配置について表2に表

す。助産師が常時 1名と答えた施設は 5施設で

あった（夜勤助産師配置が 1名となっていた。夜

勤配置が常時 1人と答えた 5施設の人員と分娩

数、その施設での新人助産師の夜勤 1人立ちの時

期を表に示す）。施設の助産師数は 6名から16名、

年間分娩件数は143件から1,188件であった。夜勤

時、分娩にかかわる状況判断を任され、いわゆる

独り立ちする時期は大きな差がみられた。これは

それぞれの施設の状況により異なると思われる

が、卒後 3か月ですぐ実践を栢んでいく場合や、

卒後2~3年じっくりと時間をかけて簑成してい

く場合などみられた。

助産師の人員は23施設中20施設で足りないとの

回答であったが、助産

師が産科以外で勤務し

ている施設は15施設み

られた。また、 23施設

中正規雇用以外の採用

をしている施設は16施

設、交替性勤務以外の

当直や自宅待機を併用

している施設が6施設

であった。夜勤時、常

時 2人以上助産師が配

置されている施設は11

施設、 1~2人が12施

設、 1人の施設が5施

助産師数（人） 年間分娩数（件） 夜勤ひとり立ち時期 夜勤人数（助産師数） 設あった。
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助 産 師 の 経 験年数

は表 3の通りである。

経験 5年以下が156人

/419人 (37%）、経験

21年以上が51人／419人

(12%) となっている。

子育て支援対策では

短時間勤務制度などを
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表3 勤務助産師経験年数

経験年数 合計人数 経験年数

1~2年 77 (18%) 3~5年

6~10年 98 (23%) 11~15年

16~20年 49 (12%) 21以上

取り入れ、勤務時間に関しての子育て支援対策を

取り入れている施設が14施設あったが、実際に制

度活用ができている施設は 4施設にとどまってい

た。その他の育児支援として、全ての施設が託児

所を保有、条件付も含めて24時間託児可能施設は

10施設であった。

2.助産師の就労に対する思い

インタビュー結果

1. やりがいを感じるときは、産婦や家族から

感謝の言葉を受けた時や自分の存在を認めてもら

えた時、妊娠中から出産まで継続的にかかわれた

時、助産外来等助産師の専門性を発揮して自分の

責任で行う業務を行う時やりがいを感じていた。

また、後雌の成長や助産業務そのものなどについ

ても聞かれていた。「助産師が好きだから」、「助

産師になりたくてなったから頑張れる」、「自分で

判断して診断した結果が出るので自立できるとい

うか、対等に先生と話しができるとか、そういう

ことが自分に合っていると思う 」、「取り上げても

らってよかったと 言われた時にやりがいを感じ

る」など助産業務を通じて産婦とのかかわりを持

つこと 、混合病棟では産科以外の業務もおこなっ

ている中で、助産師の力を発揮できる業務を行う

ことにやりがいを感じていた。

2 夜間の協力体制としては、 1次医療機関で

助産師配置が宅直制での病院では、夜間分娩時の

助産師呼び出しを看設師が行っており、看護師と

の協力が重要となっていた。また、2人夜勤では、

1人が分娩介助に入るともう 1人が入院患者全員

の対応をしなくてはならず、分娩時に外回り業務

の確保が難しい場合が発生する。その場合は、医

師と 2人で分娩介助を行なわなければならず、産

婦援助と新生児ケアの

合計人数 双方を一人の助産師が

行っている施設もあっ

78(19%) た。複数の分娩が重

なった場合にはその安

66(16%) 全の確保が十分でない

と聞かれていた。 2次・
51 (12%) 

3次医療機関では全て

が助産師複数の配置で

あるが、分娩が重なったときや緊急手術の時には

看設師との協力体制を取っている、勤務者全てが

助産師で協力できているという施設も見られてい

たが、助産師複数の配罹とはいえ 2人夜勤の施設

では医師との協力が必要とされていた。

3.職場の人間関係では、医師との関係で「私

たちと一緒にやっていくという雰囲気はドクター

にはなく、患者様の精神的フォローや継続看設、

信頼関係作りに関してはほとんど無理に等しい状

況です」 という意見の一方で、「フ リースタイル

とかも受け入れてくれる、お産の時もあまり手を

出すような形ではないんです。やりやすいんです

よね」と双方の意見が聞かれた。看設師との関係

では「コミュニケーションっていうか、あうんの

呼吸ができない」、「一緒にやろうって思ってくれ

る人が多い。協力体制がある。助産師が行くよう

な研修に行ってくれる看談師もいる」、 「看設婦さ

んたちとはトラブルはありません」とこれも施設

により違いがみられた。職場の上司との関係では、

「こういう看護をしたいと思っても病院が認めて

くれない」、「師長さんとはまだ腹を割って話せな

いです」のように助産業務を評価してもらってい

ないと助産師が感じ、職種の違いなどで、業務の

必要性や、 重要性の認識に違いがあることが聞か

れていた。

4. 勤務の中でストレスを感じる時は、特に夜

勤で助産師がひとりの場合、相談柑手がなく自身

の判断を求められる時や、助産業務が重なった時

に大きなストレスを感じている。また、無事に生

まれるまでは母と子供の命を任されているという

ストレスを感じている助産師が多く 、「無事に生

まれて当たり前」、「‘‘それが仕事でしょ” って言

われればもちろんそうなんですけど」と、周囲に
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わかってもらえないことがストレスにあがってい

た。中堅助産師からは育児支援が進んでいく反面、

そのフォローのために夜勤が増えることや、超過

勤務が発生している現状が聞かれ、混合病棟にお

いては「リ ーダーになれば重症を看たりするので、

いつも看ていない人のステルベン（死亡）に当た

ることもある」との意見もあった。混合病棟にお

いては、 「混合病棟なのでやりがいを感じられな

いと思うことが多い。（分娩）第 1期の時期に付

いていてあげられない。“ここで産んで良かった”、

“自分のお産は良かった”って思える人いないん

じゃないかと思って、モチベーションが下がる」

等、多種にわたる業務の発生や他病棟への異動も

ス トレスになっていた。さらに自分の時間を使っ

ての委員会や係り活動などの業務が多過ぎるとス

トレスになっている。

5.子育て中の急な休み支援体制と育児支援渫

境についても施設によって違いがみられた。急な

申し出にもかかわらず休暇を得られる施設もあれ

ば、「なかなか休めない、代替はない。個人で勤

務交代をしている」施設や、「自分が “今日休ま

せてください”ってちょっといいにくい」と答え

た施設もあった。育児支援として期待することと

しては、夜勤免除、時間短縮制度、全職員車通勤

可能、復帰したころは残業させない等が聞かれた。

IV まとめと若干の提言

今回、助産師の労働実態は日本看談協会の「看

設職員実態調壷」と差異はなく 、特に県内助産師

の労働過重を確認することは出来なかった。 しか

し、助産師の就業施設の偏在を含め労働環境には

大きな差がみられた。例えば、夜勤において全員

助産師を配置している施設がある一方で、入職し

て3カ月で助産師として独り立ちし、夜勤でも助

産師ひとりで対応せざるを得ない施設もみられて

いた。施設により労働環境が大きく違うことが明

らかになった。病院の助産師活動の概要をとらえ

た上で、助産師としての臨床経験10年以上の方12

名と未就学児童を育てている助産師12名に対して

インタビューを行った。その結果、助産師として

やりがいを感じる時は、助産師の専門性を発揮し

ている時という人が多かった。助産師としての志

向性、アイディンテイティを強く抱いている人も

多く、 「なりたかった職業」だから 「頑張れる」

という声も聞かれていた。煩雑な業務の中でも助

産師の専門性を何とか発揮させ、自らやりがいを

見出す姿もみられている。一方で、混合病棟に勤

務する助産師から、助産業務に集中できないこと

や、重症患者に目を蒋われがちとなり 、いわゆる

疾病ではない健康体の産後ケアの重要性を、病棟

の中で理解されないことが大きなス トレスになっ

ている人もいた。

病院では、それぞれの施設における労働環境お

よび条件などの格差が大きく 、また、インタビュー

の中では「やりがいを感じている場面」以外の質

問項目である、「分娩が重なった際の協力体制」

や「職場の人間関係」をみても否定的にとらえる

声もあり 、活き活きと働いている人よりも 、全体

的に仕事に疲れ、ともするとやる気を失いつつあ

る人や元気のない印象を受けた。

1. 施設による労働猿境の差が大きい

3次医療機関は産科単科であるが、 1次・ 2次

医療機関では、 NICU/GCU併設を含めても産科

としての運用施設は5/20であった。 1次医療機関

は全てが混合病棟であった。夜間助産師 1人配置

施設は 5施設であり 、助産師ひとりでの夜勤はス

トレスが大きい。その中で入職して 3~11ヶ月で

ひとり立ちしている状況もあった。

2.業務の煩雑さが就業意欲に影翻する

混合病棟では助産師が助産業務に専念できず、

他科の患者ケアを行いながら分娩第1期の進行を

把握している。「“ここで産んでよかった”“自分

のお産はよかっだ’ って思える人がいない」と思

うと「モチベーションが下がる」とインタビュー

で答える人や、「助産師は不足しているが、今の

状況では就職を勧められない」と答える人もいた。

助産師は助産業務に携わることでやりがい感を

感じていた。助産師の産科以外への配置や助産業

務以外の業務はモチベーション低下につながって

しヽた。

職場の変更はその必要性を本人が理解でき動機

付けが十分に行われていないと危険であり、助産
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師の就労継続にも関わる。就労している助産師の

モチベーションの低下は、妊産婦への質の高い

サービス提供にも影磐を及ぽすことが考えられ

た。

今回の調査結果を受けて助産師の就業に向けて

は、

l)退職者を防止する

今回のインタビューでも日本看設協会で行った

調査の離職理由と同様の意見がきかれた。現在あ

る保育施設や制度を使えるようにすること 、助産

師が本来の助産業務でその力を発揮できるよう医

師との役割分担を明確化 ・共有化し、助産師とし

ての信頼を取得していく必要がある。

2) 1次医療機関の整備

1次医療機関では助産師が不足しているとわ

かっていても 、自身が働く施設への就職を勧めら

れないと助産師は答えている。不足しているから

業務が煩雑となり 、魅力が無いから就職する人が

いないという負の連鎖を断ち切るためにも 、ロー

リスクヘの支援を中心とする 1次医療機関の整備

は必要といえる。

3)助産師派遣システムの構築

日常業務の整備を行うことが優先されるが、助

産師が不足しているならば助産師でなければでき

ない業務や、助産師の専門性が発揮できる業務と

継続して関わらなくても単発でもケアとして成立

するものに整理することで、専任助産師の就労意

欲を高めることができると考える。潜在助産師を

掘り起こし再就業を目的とした研修は全国的に広

まっている。これは正規職員として社会復帰をめ

ざすものであるが、これに加えて、まだ家事・育

児あるいは介談のウエイトが大きく正職員にはな

れないが、多少余裕が取れた自分の時間を活用し

就業希望者を採用すれば、マンパワーはより高ま

る。例えば、週2~3日、 1日3時間などという

希望の就労時間や、乳房ケア、保健指祁、母親 ・

両親学級などの健康教育、ベビーマッサージ、マ

タニテイヨガ等、得意領域に特化し単発でチーム

医療に参画することも可能と考える。

完全に家庭に入り込むことなく、少しでも医療

現場と接点をもつことで完全社会復帰する機会が

増えていく 。

V. おわりに

看護職の多くが女性である限り、その職業人生

における多様な働き方を許容することは、もはや

時代の要請であり絶対条件でもある。今回、県内

の助産師実態調査で病院と診療所で働く助産師の

業務実態を明らかにし、その結果から助産師が専

門性発揮し、活き活きと就業継続ができるための

今後について考えた。アンケート結果及びインタ

ビュー結果を「平成22年度静岡県内における助産

師活動の実態調査報告書」 として冊子にまとめ

た。本報告の詳細内容は冊子を参照していただき

たい。
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ー原著一

助産外来実践能力育成に向けての課題
～助産外来の現状からの考察～

Problems Involved in Development of Midwifery Clinical Skills: A Consideration 

from the Standpoint of the Current State of In-Hospital Midwifery Clinical Care 

高木静1) 鈴木恵1) 松岡恵2)

Shizuka Takagi, Megumi Suzuki. Megumi Matsuoka 

l)静岡県立大学看護学部 2)杏林大学保健学部看護学科

11Shizuoka University School of Nursing 2>Kyorin University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing 

〔要旨〕

助産外来の実態とその担当助産師に必要とされる実践能力を明らかにする目的で文献研究を行った。

助産外来の実態については、「助産外来／助産師外来」「妊婦健診／妊婦健康診査」「助産師」をキーワー

ドにして検索し、 実践報告18件と実態調査7件を得た。また、担当助産師に必要とされる実践能力につ

いては、上記のキーワードに「実践能力／臨床能力」を加えて検索した結果、 2件の文献を得た。結論

としては、 1助産外来の実践内容はいまだ統一されていない現状であり、妊婦健康診査よりも保健指

尊が主であった。2助産外来担当助産師の墓準は、助産師経験年数3~5年とする施設が多かった。3．担

当助産師の現任教育は施設ごとで様々であった。 4．担当助産師に必要とされる実践能力について 2つ

の文献で共通していた能力は、「正確な診断能力」「保健指導能力」「連携能力」であった。

キーワー ド：助産外来、妊婦健康診査、実践能力

〔Abstract〕

A search of relevant literature was conducted to determine the state of in-hospital midwifery 

clinical care and the practical skills necessary for midwives doing the work. The current state of in-

hospital midwifery clinical care was assessed by literature search using the following keywords; (1) in-

hospital midwifery clinical care/in-hospital midwife clinical care, (2) antenatal examination/antenatal 

checkup, and (3) midwife. This resulted in 18 reports on actual midwifery practices and 7 surveys of 

actual midwifery states. To find literature on practical skills considered necessary for mid-wives in 

in-hospital midwifery clinical care, searches were also conducted for the keywords "practical skill/ 

clinical skill." Two documents fitted in the search. Our findings were; 

1. There has been still no standardized content of in-hospital midwifery clinical practice. Health care 

guidance rather than antenatal checkups predominates in the practice. 

2. Many facilities required three to five years midwifery experience for assignment to in-hospital 

midwifery clinical care duty. 

3. The content of "on the job training" for in-hospital midwifery clinical care varied with each 

facility. 
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4. The two documents considered three following skills as standard practical skills necessary 

for midwives giving in-hospital midwifery clinical care: accurate diagnostic skills, health care 

guidance skills, cooperative skills. 

keywords: in-hospital midwifery clinical care, antenatal health checkup, practical skills 

I 緒言

近年、産婦人科不足による分娩取り扱い施設の

減少や、助産師の自律にむけての取り組みとして、

助産外来が注目され、その実施施設は2010年に

405施設まで増加した I)。それに伴い、 2009年に

医師と助産師の役割分担と連携を目的とした「院

内助産ガイドライン」 2)が作成され、助産外来の

質の向上と統一化が図られようとしている。

しかし、ガイドライン上の助産外来の担当助産

師の基準に関してのエビデンスや教育方法は明記

されていなかった。そのため、現在までの助産外

来の実態とガイドラインとの間に、乖離が生じて

いるのではないかと考えた。

そこで、本研究は、文献から各施設の助産外来

実施内容や助産師の基準、研修方法、助産外来に

必要とされる実践能力を明らかにすることを目的

とし、現任教育および大学教育における課題につ

いて検討した。

II 用語の定義

本研究において助産外来とは、院内助産ガイド

ラインが示す、「妊婦 ・褥婦の健康診査ならびに

保健指森が助産師によって行われる外来」 2)と定

義した。

皿研究方法

l)助産外来の実態について

2004年に助産師職能委員会にて院内助産 ・助産

外来の普及への取り組みが打ち出され、助産外来

実施施設が増え始めた 3)。そこで、発行年を助産

外来の普及が一般化されてきた、 2002年から2012

年までの10年とした。キーワー ドは、 「助産外来／

助産師外来」「妊婦健診／妊婦健康診査」 「助産師」

とした。助産外来において、妊婦健康診査ならび

に保健指禅を実施している病院と産科クリニック

で、助産外来の業務内容、実施時期、担当助産師

の基準、教育内容等が記載されている実践報告を

抽出し、文献検討を行った。

次に、同期間、同キーワードにて、助産外来を

実施している助産師を対象とした研究論文の文献

検討を行った。

2)助産外来担当助産師に必要とされる実践能力

について

1999年に日本助産学会が示した「日本の助産婦

が持つべき実践能力と責任範囲」4)を基準に、実

際に助産外来で活動している助産師の実践能力

が、評価されるのではないかと考えた。そこで、

発行年を1999年～2012年とし、キーワードを「助

産師」「助産外来／助産師外来」「妊婦健診／妊婦健

康診査」「実践能力／臨床能力」とした。検索で得

られた文献のうち、助産外来担当助産師に求めら

れる能力について言及した文献を対象とした。

IV 結果

1)助産外来の実態

検索の結果、実践報告は428件であった。その

うち助産外来において妊婦の健康診査と保健指尊

を実施している施設で、業務内容、実施時期、担

当助産師の基準、教育内容が記載されている実践

報告を18件5)-22)抽出し、表 1に示した。

次に、助産外来に関する研究論文は73件であっ

た。その中から、研究表題が本調査対象の文献の

種類に該当しない文献を削除し14件を得た。その

うち 7件は妊婦（産婦、褥婦）、 7件は助産師お

よび他医療従事者を研究対象とした調査であっ

た。これらの文献は、すべてが実態調査であった。

本研究では、助産師を対象とした助産外来に関

する研究論文 7件6)23)-28)を表 2に示し、内容を

検討した。

①助産外来の実践内容

実践報告によると 、妊婦健康診査で助産師が担

当する週数は、各施設で14週～40週までと幅が
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表 1 助産外来実践報告一覧（助産外来開設年順）

表題 I文献 助産師外来 健診時期・条件 担当助産師 院内教育（研修）
発行年開設年 経験年数・条件

・チーム健診として20週

まで、 30、36、38、40週 助産師経験4年以上 | 
「チーム健診」とは 2008 1975 以降は医師の診察と助 ・レポート提出 ・随時カンファレンスや研修を行い

どのようなシステムか5) 産師の保健指坦 ・所属長が認めた者 担当者を育成
• それ以外は助産師の
健診

助産師外来開設から
10年目の振り返りと今後の課題 | 

一助産師が外来に関する 2002 1991 記載なし ・助産師経験5年以上 記載なし

意謀動査より一6)

「助産所モデル」の ・20~40週までの希望者 ・他院研修

助産システムの現在① 2006 1996 ・20週まで 34迎もしくは 記載なし ・超音波診断法の研修会
済生会宇都宮総合病院 35週に1回 ・自主的な研修

周産期母子医摂センター7l ・40週以降は医師 ・症例検討

・助産師経験5年以上
院内助産システムを開設してB) 2011 1996 記載なし ・分娩介助数50以上 ・エキスパート助産師認定研修

・当院ラダー1Iを習得

「助産所モデル」の ・メルボルンのバースセンター、スタ

助産システムの現在④ 2006 1998 ・14週以降のリスクのな ・病棟経験3年 ンフォード大学の見学
湘南鎌倉総合病院産婦人科9) い妊婦、希望者 ・内科、外科などの経験

・助産師経験5年以上
（分娩件数100件以上）

助産師外来で取り戻す | ・19~36迎 ・母親学級、両親学級、母乳相談室 1・経験5年目の助産師外来研修

病
10) 2008 2004 （ 医師と交互） の経験者 継続妊直平 持

院伝統の自然出産 ・当院助産師外来担当者研修受講・ 加又けち

者
・師長が適任と判断した者

チームで実現させた助産外来"〉| 2006 2004 ・妊娠全期問 ・助産師経験4年以上 • 他施設での研修
・カンファレンス

・20週までは医師の診察

助産師としてできること② | 2007 2005 • その後マタニティホー 記載なし •最新のお産平情を学びなおす
院内助産所を開設＇ 2) ム利用するか選択 ・助産所研修

・28, 36週で医師の診察

・ローリスク妊婦 — 
開業助産師とともに行う | ・妊娠初期から実施 、・地域の開ー業助産師とコフ、ポレー ・開業助産師とペアで助産外来を行
病院での助産外来13) 2008 2006 ・妊娠8カ月以降は開業 ンヨンンスアムを取ぐってしる うことで実経験からのケアを学ぶ

助産師が担当 ・全病棟助産師力担当

・24週まで正常に経過
し、日本助産師会の助

院内助産院でのケアの実際① I 2008 2007 産所業務ガイドラインに •発足当時は助産師経験10年以上 ・症例検討
システムとその運用14) 則った基準を満たしてい・ 1999年より、助産師経験5年以上

る妊婦
・28週、 35週は医師

NTT東日本開東病院 ・29週から39週で医師が ・超音波断陪法の練習

助産師外来開設の 2007 2007 正常と判断した妊婦 ・病棟経験5年以上 ・切迫早産につながる子宮収縮につ
スト――ジ一15) ・希望者 いて、 臨床知の交換

フ丁 ・医師と交互 ・カルテレビュー

low risk妊婦に対する助産師外来 ・妊娠16週から医師の診
における妊婦健診の安全評価 2011 2007 察と交互に行う ・助産師経験5年以上 記載なし

（第1報）16) ・ローリスク妊婦
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表題
文献 助産師外来

発行年 開設年
健診時期・条件

担当助産師
経験年数・条件

院内教育（研修）

助産師外来の実践報告

・正常経過の妊婦で、妊
娠26週頃に医師が許可

ー立ち上げから I 2010 2008 
し、かつ本人も希望した

・病棟助産師7年目以上
•他施設見学

場合 ・超音波断府法の理論と実際
1年3カ月を振り返って一17)

・中期2回、後期2回の最

大4回まで
＋ 

助産師外来開設を機に
スタッフの自立性を支援する 2010 2008 

・産婦人科医師による、妊婦恒診、

・医師の許可を得た妊婦・妊婦健診担当は5年目以上かつ分
ハイリスク妊婦の講習

・超音波断府法などの技術研修
チーム運営'8)

・妊娠前期1回、後期1回 娩介助件数100件以上
・乳房管理、精神的支援に関する勉

| 
強会、研修

＋ 

助産師としてできること①
久美愛原生病院での | 2007 2009 

・15週から36週まですへ
． ・助産師経験5年以上

・超音波診断装岡を扱うことができ、
・医師の指導のもと、超音波診断の

取り組み19)
て助産外来

師長が認めたもの
学習と訓練

2009年院内助産ガイドラインの作成

I ・策定した助産外来マニュアルの内

・助産外来についての教育課程修当院で行っている助産師教育
ならびに資格認定と

今後の展望20〉

「助産所モデル」の
助産システムの現在②

佐野病院助産科21)

2011 

2006 

2009 

記載なし

・ローリスク妊婦

・24週以降の希望者

・28週は医師が診察

I容の講義・実習

了し、かつ箪記ならびに実技試験を
・4日間の教育課程

受け「山梨大学医学部付属病院助
・マニュアルについて

産外来担当召格」を有する助産師
産婦人科診税ガイドラインについ

て
・超音波断陪法について

・病棟経験5年以上
・助産院研修

•毎日のミーティングで情報共有

「助産所モデル」の

助産システムの現在③
深谷赤十字病院

•初診から予定日確定ま・病棟経験3年以上
では医師。予定日確定 ・病院独自のチェックリストを用いて1・超音波診断法の講演会、セミ

産婦人科病棟22)

2006 記載なし
以降のリスクのない妊婦助産師外来に出るための再確認と

ナー、研修会を実施

・自主的な学習会を継続

あった。妊娠全期間と記載していたのは 1件のみ

で、その他の施設では妊娠初期は医師が妊婦健診

を担当していた。助産外来の回数は全期間を通し

て2回という施設や、医師と交互に行うといった

施設まで様々であった。院内助産ガイドラインが

作成された以降の2011年の研究論文でも 、妊娠期

の助産外来実施回数は施設の設置主体別で大きく

異なる28)との報告がされていた。

次に、実施内容だが、実践報告では、すべての

施設で助産師が妊婦健康診査、相談業務を実施し

ていた。超音波断層法に関して記載があった施設

は14件であり、使用しない施設が4件、使用して

いる施設が10件であった。使用目的は、診察の補

助が3件、胎位胎向の確認が3件、妊婦への意識

付けが 2件、計測 2件など （複数回答）だった。

また、院内助産ガイドライン以前の研究論文では、

各施設で業務内容が異なり、その実際は、乳房外

来、保健指導が主で、妊婦健康診査を行う施設が

少ない23)24)25)という報告がされていた。院内助産

勉強を行う

ガイドライン作成以降の各施設での業務内容に関

する調査はなかった。超音波断陪法に関する論文

は2件あり、対象施設の 7割26）、または 5割28)が

実施しているという結果であった。

②助産外来担当助産師の基準

担当助産師の基準に関 しては15件の記載があっ

た。そのうち14件は助産師免許取得後の経験年数

を基準に含めており、 5年以上の施設が9件で、

3年以上が2件、 4年以上が2件、 7年以上が 1

件であった。このうち、経験年数だけが基準とな っ

ている施設は 8件、年数以外の条件がある施設が

6件であった。

経験年数以外の条件は、分娩介助例数、 所属長

の判断、超音波断膀法ができるなどがあった。経

験年数で基準を設けていない 1施設に関しては、

その施設で定められた研修の受講と試験が設けら

れていた。

研究論文でも、担当助産師の基準は、助産師経

験年数で決定することが多く 23)、3~5年以上28)
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表2 助産外来に関する研究一 覧

表題 1 発表年

助産師外来間設から10年目の
振り返りと今浚の課＂
一助産的が外来に閲する意Ill
讚査より＿9）

助産師が自主運営する抱設内
助査所と助歴節外来に閲する揖
査'9)

日本における妊婦撻診の実懇
揖迂＇● I

助産師外来・院内助西所の開設
に関するアンケート諾果'9)

助度節による超官波検査の双
状、認崖、必要な教育'’’

助殺師業務拡大に対する助迂
師の意諜”l

助庄師による紐ff波断層装置
の適切な利用に閲する研究
ー地域における助産外来の敢り
Illみと度科超音波む断技術研

修会の効果一"'
第 I段階

超廿波わ断研修会の介入効果
に閲する研究
第 n段陪

2002 

2005 

2005 

2009 

2010 

2010 

2011 

研究期間

2002年3月
~2002年5月

2003年
~2004年

2003年11月
~2004年2月

2008年8月
~2009年2月

2007年11月
~2008年1月

2008年8月
~9月

2010年1月
~2月

研究方法 対象者 記述内容

対象庄設で分娩した褐婦50人 ・対象陀設の助産節外来受わ者は年々汲少しておりぃその問題は「助歪的外来のPR不足」医節との連

閏き取り籾査 対象庄設殺婦人科に動務経験携不足Jであった．
質問紐関査 のある助産師23人

全田の500床以上でA釘聾科目 ・助産節外来の集務内容は保慎指導(561S設189%）、妊婦慎康診査{27陀設9.1%）、乳房管哩のみ(77

に歴婦人科を表示している498 茫設）であった．
病院の差科病棟もしくは111産期 ・担当助産師の基準Iが経験年数で決定する」が37陀設であった。一部「紐音波ができること」が条件に

買問紐損査 母子センター師長（回収平 なっている柁設もあった。
60.2%) ・助産師外来が進行しない46杷設では、その理由として、「マンパワー不足J.「助在記の経験不足」を拳

げていた。
妊婦健むを行っている全国569 ・6illの助産所是は常昨助産外来を開設し、妊婦恒康捻査を行ってているが、病院や診疫所では1111設し
柁設 ていない湯合がほとんどであった。

自記式只問紐1111査 （有効回答平379ヽ） •各医疫撓閲によって1111設されている助産外来は主に朽設によって婁務内容が異なっていた。病院や診
疫所では「保腱指導J「乳房ケア」が王であった。

「助査師外来・院内助産所を始 ・助産外来で助宦的が妊婦健康お査を行う施設が15%、保俎指導が25%`9L円ケアが28％であった．
めるために」研修会に参加した ・助衰外来に必要な能力は［妊俎期の助査紗断J「正常からの逸説の判断Jが多かった．

自記式質問紙1111査 助登師168名 ・助壼外来・院内助産開設のために必要な研修は1妊湿期の助産お断とケア」が最も多く、「分娩期の助
産わ断とケア」「他院や助産所での実否」「ll/J産師の自立と自偉」が桟いて多かった。

質問紙閲査

2009年 院内助産ガイドラインの作成
助産外来を設けている病院・診 ・助姦師が超音波検査を実朽している筋設は1051S設(70.9%）、実柁していない柁設は43抱設(29.1%)
攪所と｀有床の助産所81抱設 だった．
の助荏師794名 ・助産節が超音波検査を行う利点は「コミュニケーション手段に布効」が最も多く` 次にr胎児への閲心を

引き出せる」f保健指導に有効Jであった．
紐音波実屁前の教育の必蔓性では、実屁群・未実控群とも98％が必要としていた．
教育方法は院内教育8訂弱、助産約教育課程と院外教育が6割前後であった．
望む教育内容は「投作方法の実習」「画像お断の実翌」「画像む断の構義」＂を行時期や時期別お断ポ
イントの講翡J「憬作方法のUI義」であった．

分悦を取り扱う山口県内のIS設超音波検査を実花している助産師は、実抱していない助産的よりも分娩数に丑Iがなかったが、年齢ぱ
に動務する助産的178名（回収 有意に高く｀経験年数は有意に長かった。

自記式質問紐閲査 平1i3%)- -- ・院内助度・助度外来の開設について賛成496%、条件付き1t成157%、反対87%t'しい63％であっ
た。条件付き、反対、翡しいの理由として助套的不足、 知紐経験不足 j`lj教膏の必妻性などの意見が
あった．

自記式質問純謂査

濯岡11¥内の布床疫科柁設168 ・助庄外来の実陀時期ば妊娼期は9割｀産襦期は7割の施設が実陀していた。実朽回数lむ周歴期セン
la設(l!I産期センター10、病院 ター40士44、病院3.1士18、む疫所87土5.9と大きく異なっていた．
24、診疫所134)のうち、布効回 ・実施群では64％が超音波検査は助産師稟務の範囲内と答えていた。
答が得られた78抱設 ・担当助産的の基準は17柁設(630%）で設置されていた．

ll!度期センター… 助産師経験3~5年以上、分娩介助件数100件以上 2庇設．
卒怯ラダーに冶つている、中堅以上の助左節。

病院 -・助序師経験3~5年以上7!$設。屈音波断層装置を使用できるもの。
助座節経験3年2庶設

診疫所 ・・・3年
経腹超音波検迂を実陀している柁設は14抱設(54.0%）で、そのうち11柁設(786%）がJ11荘簡センター
と病院であった．

--------------------. ·-—•------- - •一産,~iii吾函b：断技術研修会に・肋歴師が超音波検査を行う利点は「コ忌ニケニシ云ZFiii：：有効」が最も多ぐ汝i：：r―胎児云滋油心を
2010/6/13 日記式買問紐謂査 参加した助序約33名 引き出せる」「保但指導に布効」であった。
（研修も同日ディスカッション内容を ・目的は「コミュニケーションを図るため」「愛汗形成を促すため」が多く、その他「計測J「正常、異常の事,1

実施） 1'l的に分析 断Jとしていた．

表3 助産 外 来 担当助産師に必要とされる能力に関する文献

表題 助産外来担当助産師に必要とされる能力

院内助産
母体・胎児の恒メ： 滋婦傷婦とそのi妊娠中・産褥期 妊婦・褥婦のニー

異常発生時の対 関係者・部署との＼ 確実な問診・聡 康状態のアセ＿ス 家族とのコミュニ のトラブルやリス ズの把握と情報
ガイドライン21 応能力 連携能力診・触診技術 ントとスクリ――ン．•ケーション能カ クヘの対応能力 の選択能力

［： ; グ能力 ： ； ； ； ； i 

健康生活診断能

助産外来におけ
力とそれに合わ

る助産師の実践
せた保健指導能 妊婦と胎児とのコ

カ（妊娠経過に合 ミュニケーション
能力評価甚準 医師との連携が

の開発
産科学的診断として正常な妊娠経過であることを診断する経過診断能力 わせた保健指導 できる人間関係

の時間として利用
内容を理解してい できるほどの超音

ー客観的臨床
（診察技術、正確な知識、コミュニケーション技術）

能力試験OSCE

を活用して一29)

との報告がされていた。その他に分娩介助件数、

卒後ラダー中堅以上、超音波断層法が実施できる

な どの基準が設けら れ て い た2810 

院内 助産 ガイドラインが作成された2009年前後

で比較したが、担当助産師の基準に進展や差異は

なか った。

③ 助産外来に関する 研 修

担当助産師の 研修 ・勉強会に関する記述が あ っ

た文献は16件 あり、内容は他施設の助産外来の見

学が6件、超音波断層法の研修会が6件、症例検

討（ケースカンファレンス）および受け持ち事例

る、バースプラン
調整能力

波診断装四をつ

や母乳栄養をす かいこなす
るための情報提
供）

展開が5件などであった。研究論文では、助産外

来•院内助産を担当するにあたり望む研修内容は、

超音波断層法よりも「妊娠期の助産診断とケ ア 」

「分娩期の助産診断とケア」「他院や助産所での実

習」「助産師の自立と自律」が高かった25)との報

告があった。一方で、超音波断愚法の教育を98%

の助産師が必要としていた26)との報告があった 。

2)助産外来担当助産師に必要とされる実践能力

について

文献検索の結果は 2件 2129)のみであり 、その内

の 1件は助産外来ガイドラインであった。そ れぞ
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助産外来実践能力育成に向けての課題

れの文献が示す、助産外担当助産師に求められる

実践能力を表3に示した。これらの文献に共通し

ていた能力は、 1.正確な診断能力、 2.保健指

導能力、 3 連携能力であった。ガイドラインの

み提示していた能力は、「異常発生時の対応能力」

2)であり、松永ら29)のみが提示していた能力は、

「超音波断恩法装四を扱える能力」であった。

v 考察

今回の文献検討から、助産外来に関して論述さ

れている研究は非常に少なく、そのほとんどが実

践報告か実態調査であることがわかった。これら

の文献検討から明らかとなった、助産外来実施内

容、担当助産師の基準、研修方法の 3つの側面か

ら、助産外来で必要とされる実践能力と、それを

修得する現任教育および大学教育について図 1に

示し、考察した。

l)助産外来担当助産師に必要とされる実践能力

について

International Confederation of Midwives (以

下ICM)は、妊娠期の基本的助産業務として「妊

娠中の正常からの逸脱を見分け、根拠に基づいた

ガイドライン、該当地域の基準や利用可能な賓源

に合わせて、適切な第一線の独立または共同で管

理を実施」 30)することを挙げている。このような

国際的な助産師活動の提言から乖離することな

く、我が国でも院内助産ガイドラインが示され、

区 1 （ 現任教育

〇研修における組織の体制
≪OJT≫ 
・知識の習得

助産外来における助産師の役割が明確化されてき

た。院内助産ガイドラインが示される以前の助産

外来の内容は統一されていず、妊婦健康診査より

も保健指導が主であった23)-25)。院内助産ガイド

ライン作成以降の実践内容に関する実態調査はな

く、進展があったのかどうかは明らかになってい

ない。また、妊婦健康診査の時期や実施回数につ

いては施設によって様々であること28)から、全国

的に助産外来が増加し、院内助産ガイドラインに

より業務の整備がされたとは言え、その実態は、

助産師に認められる業務範囲を自立して実施して

いる助産外来は少ないという課題が推察される。

では、本来助産師が担うべき助産外来には、ど

のような実践能力が必要となるのか。院内助産ガ

イドラインは、担当助産師の基準について、助

産師免許取得後3~5年以上の臨床経験を持ち、

100例以上の分娩介助経験があること 2)を前提と

していた。文献検討の結果からも、担当助産師の

基準は助産師経験 3~5年としている施設が多

く、実態調査でも同様の結果28)が得られており、

経験年数が大きな指標になっていることが明らか

となった。ガイドライン作成以前の助産外来実施

施設においても、助産師経験3~5年という基準

を設けている施設が多く、院内助産ガイドライン

は、これまでの各施設での実組を踏まえたうえで

の基準を設置したと考えられる。 しかし、ただ単

に病棟での経験年数を栢めば良いというわけでは

助産外来に必要な

実践能力の向上

（他施設研修、超音波断庖法など）

・ケース受け持ち、事例展開

1正確な診断能力

2保健指導能力
≪Off-JT≫ 
・ OJTと連動した教育整備
（助産外来・院内助産の開設実施の

人材育成研修）

助産師研修ガイ ド、クリ ニカルラダー
に則った教育体制の整備

図1 助産外来実践能力向上に向けての取り組み
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ない。その時期に助産外来に必要とされる実践能

カである、正確な診断能力、保健指導能力、連携

能力の修得ができているかどうかという評価が最

も重要となる。今回の文献検索では、助産師経験

3~5年間でこの能力を修得できているかどうか

を評価した文献は見当たらなかった。しかし、卒

後 5年以下の助産師の妊婦・家族ケアの実践能力

の眩識は低い3]）との報告からも、助産外来を担当

できる実践能力を持つ助産師が育成されていない

という課題があると考えられた。

さらに、実際に各施設で行われている現任教育

を見たところ、他施設の助産外来の見学、超音波

断庖法の研修会といった内容が主であ り、その実

態は様々であった。これらの研修内容だけでは経

過のアセスメント・診断能力や、保健指導能力の

研鑽は難しい。現在のOn-the-JobTraining（以下

OJT)の内容では不十分な施設も多く、個人の自

助努力にゆだねられている状況であることが推察

された。

まずはOJTのあり方を見直し、正常妊婦のアセ

スメント ・診断ができ 、適切な保健指導が実施で

きる能力を養う教育について検討する必要があ

る。今回の実践報告にあった中で、症例検討およ

び受け持ち事例展開を行っている施設が5件あっ

た。助産外来で妊婦健康診査を担当開始した際と

現在の能力を比較すると、明らかに現在の能力水

準は有意に向上した32)という報告からも、助産外

来に必要とされる能力は、知識の獲得だけでは不

十分であり、経験を積むことが重要であると言え

る。実際にケースを受け持ち、アセスメント・診

断、保健指蒻を行い、それに閲するケースカンファ

レンスを行うことで、より具体的で実践的な学び

を得ることが可能と考えられた。

さらに、 OJTと連動した、 Off-the-JobTraining 

(Off-JT)の整備を行っていくことが求められる。

昨今、日本看設協会による助産外来 ・院内助産の

開設 ・実施の人材育成研修が行われ、プログラム

の検討がされている33)。また、同じく日本看設協

会から新卒助産師研修ガイド34)が出され、将来的

に助産外来 ・院内助産のメンバーに加わることを

想定した、新人の時点からの現任教育の方向性が

示された。こうした動向の中で、すべての助産師

が、継続的に受講できる職能団体としての現任教

育のシステム化が急務であると考えられた。

2)助産師蓑成に関する大学教育の課題

妊婦健診を含めた新人の現任教育が、あまり実

施されていない背景には、卒業時における妊娠期

ミニマム・リクワイアメンツ35)の到達度が低いこ

とが影評していると推測される。つまり、基礎教

育における妊娠期の診断とケア能力の育成にも課

題があるのではないかと考えた。

渡辺ら36)は、妊娠期ミニマム・リクワイアメン

ツの一部である「妊娠の診断」「妊娠時期および

経過の診断」「安定した妊娠経過の維持に関する

診断とケア」「妊婦や夫・ 家族に対する出産 ・親

準備教育」の 4項目について、学生の到達度を調

査した。その結果、「 1人でできる」と回答した

大学は、全ての項目において 2割以下であった。

このような実態から、現在の教育課程では妊娠期

の診断 ・ケアを十分に修得できていないことがわ

かった。

妊娠期のケアを十分に学ぶことができない理由

の一つとして、わが国の整成期間が 1年間と短い

ということが挙げられる。そして、分娩介助を俊

先した実習となった結果、継続して妊婦のケアを

実施する経験が少なくなったからだと考えられ

た。実際に、江幡37)が行った調査で、継続事例の

受け持ち開始時期が「妊娠末期から」であった と

回答した大学が7校あり、全体の 3割を占めてい

た。さらに、継続事例を受け持つことなく実習を

終了している大学が32校中 7校もあることが報告

されていた。このような状況を、諸外国と比較し

てみると、 AmericanCollege of Nurse-Midwives 

(ACNM)卒業時コアコンペテンシー38)では、妊

婦の初診を15件、再診を70件経験させることを提

示しており、明らかに、日本の教育は妊娠期の経

験数が少なく、妊娠期の診断、ケアが十分修得で

きないと推察された。

また、ただ経験数を増やすだけでは妊娠期のア

セスメント能力、診断能力の向上は困難である。

それらを修得するためには、妊娠初期から継続し

て妊婦を受け持ち、それと同時進行でケース カン

ファレンスをもつ必要がある。ケースカンファレ

ンスを通して妊婦に向き合い、その妊婦に合わせ
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助産外来実践能力育成に向けての課題

たケア計画を立て、ケアを実施していくことで、

妊娠期ミニマム・リクワイアメンツの到達度が向

上していくと考えられた。そ して、このような力

リキュラムを含めるには、 1年間の姜成期間では

難しく、 ICMの助産教育国際基準で提示している

18カ月またはそれ以上の養成期間に移行していく

必要があると考えられた。

VI 結論

助産外来の実態とその担当助産師に必要とされ

る実践能力を明らかにする目的で文献研究を行っ

たところ、次のことが明らかになった。

1. 助産外来の実践内容はいまだ統一されていな

い現状であり、妊婦健康診査よりも保健指祁が

主であった。

2. 担当助産師の碁準は、助産師経験年数3~5

年とする施設が多かった。

3. 担当助産師の現任教育は施設ごとで様々で

あった。

4. 担当助産師に必要とされる実践能力について

2つの文献で共通していた能力は、「正確な診

断能力」「保健指禅能力」「連携能力」であった。

尚、本研究は、科学研究野基盤研究C 「成人教

育学に基づく妊婦健診能力教育プログラムの教育

評価」（課題番号：22592500、代表研究者：松岡恵）

の助成を受けて実施した。
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ー原著一

先天性心疾患 ；当院における出生前診断の状況

Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Disease at Shizuoka Children's Hospital 

Shizuoka Children's Hospital 

加茂亜希 l)，石坂瑠衣1)，堀越義正1)，杉山 緑 1)，河村隆一1)，西口富三い

田中靖彦凸 満下紀恵3), 新居正韮3)

Aki KAMO, Rui ISHIZAKA. Y oshimasa HORIKOSHI, Midori SUGIYAMA. Takakazu KAWAMURA, 

Tomizo NISHIGUCHI, Yasuhiko TAN AKA, Norie MITSUSHIT A, Masaki NII 

静岡県立こども病院

贋 l産期センター産科 2)周産期センター新生児科 3)循環器科

Shizuoka Children's Hospital 

1)Department of Maternal care center 2)Department of Neonatal care center 3)Department of Cardiology 

【要旨】

2007年6月に静岡県立こども病院に周産期センター（以下、当センター）が開設され、重篤な先天性

心疾患症例に対して、妊娠分娩管理から出生後の治療まで一貰した管理が可能となった。そこで、当院

循環器科で入院管理された児を対象に、当センター開設前後における重篤な先天性心疾患の出生前診断

状況を後方視的に検討した。その結果、出生前診断率は左心低形成症候群、無牌症候群、Ebstein奇形

については、7割と開設前と比較して約 2倍に上昇していた。一方、大動脈縮窄症、大血管転位症、両

大血管右室起始症に関しては、開設後も約 2割程度の診断率にとどまり 、大きな変化は見られなかった。

また当センター開設後に、妊娠分娩管理を行った重篤な先天性心疾患114例について、その背景を検討

した。紹介元施設は 3割が県外、 7割が県内で、県内から紹介された症例のうち、約 3割ばし疾患の存

在が指摘されておらず、発育不全、羊水過多が紹介契機となっていた。このことから、高度の発育不全

や羊水過多は胎児心疾患の存在を示唆する重要なサインと言える。出生前診断の向上という意味合いか

らは、胎児スクリーニング技術の充実とともに、発育不全や羊水羅異常などのサインを見逃さないこと

が重要と言える。

[Abstract】

The role of prenatal diagnosis of congenital heart disease (CHD) has become important for the 

management of neonates with CHD. The perinatal care center (PCC) in Shizuoka Children's Hospital 

opened in June 2007, which made multidisciplinary prenatal assessment and planning of perinatal 

treatment for neonates with a severe form of CHD possible. 

The aim of this study is to clarify the impact of PCC on prenatal detection rate of severe forms 

of CHD by comparing the records of patient with hypoplastic left heart syndrome (HLHS). asplenia 

syndrome (ASP). Ebstein's anomaly (EBS}, coarctation of aorta (CoA). transposition of the great 

arteries (TGA) or double outlet right ventricle (DORV) who admitted to Shizuoka Children's Hospital 
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先天性心疾患；当院における出生前診断の状戊

during neonatal period before and after the opening of PCC. 

【キーワード】

先天性心疾患、出生前診断、胎児

［緒言】 症先天性心疾患症例の背景について検討した。検

先天性心疾患の発生頻度は、出生1000に対して 討項目は、初診時週数、紹介元の施設、紹介契機、

8~10程度とされ、先天異常の中で最も頻度が高 先天性心疾患のタイプ、そして、染色体異常や合

い。近年の治療技術の進歩により、従来は救命困 併疾患である。

難であった症例も救命が可能となってきており、

出生直後からの治療計画が立てられる意味からも

出生前診断の意義は高いと言える。また、両親の

精神的なサポートを図る時間的余裕を得る意味か

らも出生前診断は大きな意義を有する。

当院では、 2007年6月に周産期センター（以下、

当セ ンター）が開設されたが、開設以前は、妊婦

健診等で心形態異常が疑われた場合は、当院循塚

器科に紹介され、胎児心エコーを施行されていた。

先天性心疾患と診断されると、近隣施設で分娩管

理を受け、新生児搬送として当院へ入院する経路

をたどっていた。一方、開設以降は、心形態異常

が疑われた場合には、当センター産科へ紹介を受

け、循環器科との連携のもとで出生前診断を行い、

出生前から分娩後の児の治療に至るまで、 一貫 し

た管理を行ってきた。

そこで、今回、 ①当センター開設前後における、

当院循環器科で取り扱った先天性心疾患症例の出

生前診断率の変化、 ②当センタ ーで分娩まで管理

した先天性心疾患症例の背景について、それぞれ

後方視的に検討した。

［方法・対象】

1. 当院循環器科に入院し、急性期治療を受けた

先天性心疾患症例について、当センター開設前

(2001年 1月～2007年 5月）および開設後 (2007

年6月～2012年7月）の出生前診断状況について

検討した。

対象疾患は、重症心疾患である左心低形成症候

群 (HLHS)、無牌症候群、 Ebstein奇形、大動脈

縮窄症、大血管転位症 (TGA)、両大血管右室起

始症 (DoRV)である。

2.当センター開設後、妊娠分娩管理を行った重

【結果］

1. 出生前診断状況について （図 1)

HLHS症例は、当センター開設前は33例、開設

後は28例であった。出生前診断がなされていたの

は、聞設前で 9例(27.3%）、開設後では18例(64.3%)

であった。無牌症候群については、開設前14例、

開設後27例で、出生前診断は、各々、 8例(57.1%）、

19例 (70.3%）であり 、Ebstein奇形は、開設前は

3例、開設後11例で、出生前診断は 1例(33.3%）、

7例 (63.6%）と、それぞれ当センター開設後で

出生前診断率が増加していることが示された。

一方、大動脈縮窄症については、開設前6.5%

図1 出生前診断率の変化
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(3/46例）、開設後8.3%(2/24例）と、ほとんど出

生前診断に至っていなかった。 TGAについては、

開設前12.5%(1/8例）、開設後26.7%(4/15例）と

開設後に出生前診断率が上昇しているものの未だ

低く、 DoRVについては開設前が36.8%(8/27例）、

開設後が36.8%(7/19例）と変化が見られなかっ

た。なお、 DoRVについは、循環器科で入院治療

対象となった症例での数値であり、染色体異常例

を含むと開設後の出生前診断率は約8割に至って

大動脈縮窄症
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いる。

2.当センターで妊娠分娩管理を行った胎児先天

性心疾患114例の背景について

これらはすべて重篤な心疾患症例で、当院での

分娩管理が必要と判断した症例である。

l)初診時週数（図 2)

当センターヘの紹介受診時の妊娠週数は、22週

未滴が 1例 (0.9%）、

22週から27週が24例

(21.2%）、 28週から

31週が36例(31.6%）、

32週から36週が44例

(38.9%）、そして37

週以降が9例(8.0%)

であり、 32週から36

週での紹介が最も多

かった。 図2 初診時週数

開設1i1i 開設後

2)紹介元施設 （図3)

県外から紹介された症例は29例 (25.4%）で、

県内からの紹介は85例 (74.6%）であった。後者

については、病院からの紹介が23例 (27.1%)、診

療所が62例 (72.9%）であった。

両大血管右室起始症
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開設計1 IJ11設後
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図3 紹介元施設

3)紹介契機

県外からの症例は、全例が出生前診断をなされ

た上での紹介であった。一方、県内からの紹介85

例のうち、胎児心疾患が疑われて紹介となった症
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例は57例 (67.0%)であった（図4)。残る28例に

ついては、その紹介契機として子宮内胎児発育不

全 (FGR) が14例と最も多く、次いで羊水過多

が 6例、脳室

拡大が5例で

あった。なお、

FGRと先天

性心疾患が共

存していた14

例のうち12例

(85.7%）が染

色体異常もし

くは多発奇形

図4 前医における先天性心疾患の指
摘の有無（県内施設からの紹介）

症候群を伴っていた。

4)先天性心疾患のタイプ（図 5)

先天性心疾患のタイプ別には、 HLHSが最多で

18症例、ついで無牌症候群が14例、心室中隔欠損

症が11例、両大血管右室起始症が11例、 Ebstein

奇形が9例であった。
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図5 先天性心疾患のタイプ
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5)染色体異常 （図6) まだ出生前診断率は低いことが示された。諸家の

染色体異常を伴った症例は29例 (21.9%）で、 報告でも 、HLHSの出生前診断率は60~90％であ

うち18トリソミ ーが18例、次いで21トリソミーが るが、完全大血管転位症は10％程度と低いことや

l)、重篤な先天性心疾患の27％が正常な四腔断面

であったとの報告もあるように 2)、出生前診断率

は心疾患の種類によって大きく 異なってくる。 し

かし、大血管転位症や大動脈縮窄症は動脈管依存

性疾患で、出生後にductalshockに陥る危険性を

有していることから、出生前診断が極めて重要な

意義をもつ。まさに流出路の評価技術の向上が肝

■21tnsomy 

2% 18triomy 

■13tnsomy 

■その他

■なし、または未検

図6 染色体異常 (114例）

8例であった。

6)合併疾患

染色体異常を除き、心疾患以外の先天異常を合

併していた症例は15例 (17.6%）で、中枢神経系

疾患と口唇裂が各々 4例を占めた。

［考察］

近年の診断機器の進歩もあり、先天異常に対す

る出生前診断の意義は高まってきている。先天性

心疾患は出生後に判明したのでは遅きに失する症

例もあり、出生前診断から生後治療への一貫した

治療体制で臨むことが児の予後を高める意味合い

から肝要といえる。当センタ ー開設前は、心形態

異常が疑われた場合には当院循環器科に紹介さ

れ、必要に応じて分娩は近隣施設で対処されてき

た。開設後は、重篤度が高いものについては当院

での娩出をプランしている。

今回、開設前と開設後での出生前診断状況につ

いて後方視的に検討したが、対象となる疾患を合

計した出生前診断率は、開設前22.9%(30/131例）

に対し、開設後は46.0%(57 /124例）と約半数が

出生前診断のもと当院での管理となっていること

が示された。この中で、四腔断面で異常像が指摘

されるHLHSや無牌症候群、 Ebstein奇形につい

ては、開設前は出生前診断率が36.0%(18/50例）

にとどまっていたが、開設後は66.7% (44/66例）

と約 2倍の出生前診断に至っていた。 一方、流

出路の異常である大動脈縮窄症やTGA、DoRVに

ついては、開設前が14.8%(12/81例）、開設後が

22.4% (13/58例）と若干増加しているものの、い

要と言える。

重篤な心疾患のうち、県外からの紹介症例は、
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全例、前医での診断がなされ、当院での治療を希

望した症例であった。一方、県内施設からの紹介

については、 7割以上が診療所からの紹介であっ

た。ローリスク症例に対する胎児スクリーニング

が、重要な役割を担っているといえる。 しかし、

心臓の構造異常が全く指摘されていなかった症例

も約 3割を占め、その主たる契機はFGR、そし

て羊水過多であった。当院での成績でも 、染色体

異常を除外したFGR症例(<-2.0sd) 113例のう

ち11例 (9.7%)が先天性心疾患を合併していた 3)0

また、羊水過多についても 11％に先天性心疾患を

認めるという報告もあり 4)、FGRおよび羊水過多

は先天心疾患の存在を示唆する重要なサインの一

つであると言える。

今回の検討のうち、最も多かった心疾患は、極

めて稀有で、かつ最重症とされるHLHSであった。

この背景には本疾患に対する当院での良好な治療

成鎖があり、過去 5年間の成績は、術後早期死亡

率 7%、 5年生存率77.4％となっている 5)。

【結語】

当センター開設以降、地域産科医師や助産師ら

を対象に、心エコーを含めた胎児スクリーニング

に関するセミナーを複数回にわたり開催してき

た。胎児スクリーニングヘの関しの高まりや当院

との連携が、出生前診断率の向上に寄与したと思

われる。
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ー報告一

育児期の母親への夫からの支援に関する文献調壺

Literature review about the childcare support during the childcare period 

寺田有里］） 太田尚子2) 松岡 恵釦

Yuri TERADA Naoko OTA Megumi MATSUOKA 

l)静岡県立総合病院 2)静岡県立大学 3)杏林大学

Shizuoka General Hospital, University of Shizuoka. Kyorin University 

［要旨］

目的 ：母親に育児不安をもたらす要因と 、それを軽減するような夫からの支援方策を明らかにする。

方法 ：文献調査研究。キーワードを「育児不安」 and「支援」 and「配偶者or夫」 or「コミュニケーショ

ン」とし、医中誌Webで29件を抽出、さらに、書籍や関連ホームページから17件追加した。検

索文献の対象期間は1999年から2010年である。

結果 ：育児不安への影蓉要因には、育児を一人で担う負担感、社会からの孤立感、疲労、育児で生じた

問題に対する対処行動をとることができないなどが抽出された。育児不安を生じた時に支えとな

るのは周囲からの支援であり、特に、夫からの支援が重要で、夫の育児参加、夫婦間の会話が育

児不安を軽減する。すなわち、夫婦共に情緒的支援が良好であると認識している者は、コミュニ

ケーションが充実し、育児不安が低いことが示された。

結論 ：母親の育児不安を軽減するためには、夫の育児参加や、夫婦間の言語的コミュニケーションが重

要であることが明らかとなったが、育児期の夫婦間の言語的コミュニケーションの具体的な内容

について明らかにすることが今後の課題である。

【キーワー ド】

育児不安、育児支援、コミュニケーション

【緒言】

平成21年度に、全国201か所の児童相談所にお

いて児童虐待相談として対応した件数は44,210件

である！）。これまでで最多の件数であり、前年度

の42,664件から1,546件増加し社会問題となってい

る。児童虐待の約62％は母親が加害者であり 21、

この児童虐待の多くは育児不安が原因であると言

われている。育児不安は誰にでも起こりうるもの

であり、育児に伴う不安や疑問は誰にでも付きま

とうものである。 また、育児不安があることが問

題ではなく、不安の蓄積により通常の判断力や情

緒のバランスを失うことや過度の育児不安が重な

ることで子どもの虐待に発展することが問題であ

る3)と言われていることから、児童虐待を防ぐた

めには育児不安を蓄桔させない取り組みが重要で

あるといえる。伊吹らは、近年の核家族化 ・嵩い

離婚率．少子化などが母親の育児不安の原因であ

り、夫からの精神的支援があれば母親の育児不安

は軽減すると述べている 4)。岡本は、夫が「育児

の会話」「育児の相談相手」「母親への気遣い」を

いつもしている場合に、母親の育児不安得点が低

かったと述べ5)、育児期の母親にとって夫の存在

が重要であることを指摘している。

本研究は、夫からの育児支援に関する基礎資料
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とするために、母親に育児不安をもたらす要因に

ついて探索した上で、それらの要因を軽減するよ

うな夫からの支援の在り方を明らかにすることを

目的とした。

【目的】

母親に育児不安をもたらす要因について明らか

にした上で、それらの要因を軽減するような夫か

らの支援を明らかにすることを目的とし、以下の

下位目標を設定した。

下位目標

1. 育児不安の要因を明らかにする

2.育児支援について明らかにする

3. 夫からの言語的コミュニケーションの重要

性について明らかにする

【研究方法】

1.研究デザイン：文献調査研究

2. 調査方法：医中誌Webにおいて、キーワー

ドを「育児不安」 and「支援」 and「配偶者or夫」、

「育児不安」 and「配偶者or夫」 and「コミュニケー

ション」とした検索の結果、500件が抽出された。

基礎研究を原著論文にしぼり、そのうち、タイト

ルならびに要旨から本研究の内容に当てはまるも

のを入手し、クリティ ークしたうえで29件を選択

した。さらに、書籍12件と、厚生労働省、総務省

などのホームページから 5件選択した。これらの

データより基礎的研究の中で明らかにされている

ものをまとめた。

3 検索文献の対象期間 1999年から2010年

4.用語の定義 ：

育児 ：育児とは、乳幼児を育てることで、授乳や

離乳、食物を与えることなど子どもの生理的欲求

を満たす活動とともに病気や危険からの保護や睡

眠、排泄、食事、 言語などに関する基本的生活習

慣のしつけなどの活動が含まれる。また、育児に

関する行動や意欲についても含まれる。

育児不安：育児のなかで生じるイライラ感や不安

感などの感情で、育児意欲の低下、育児困難感を

もたらすもの。母親が育児をする中で生じる不安

や心配、自信のなさ、育児意欲の低下。

【結果】

I.育児不安への影孵要因について

文献検討の結果、育児不安への影孵要因として、

l)育児を一人で担う負担感、 2)社会からの孤

立、 3)疲労、 4)対処行動の不足が抽出された。

1)育児を一人で担う負担感

伝統的に三世代、四世代家族、拡大家族が中心

であった時代には、子育ては親を中心としつつも

家族や、親族、あるいは近隣によるインフォーマ

ルな支援・援助関係のもと行われていた。そして、

家族に何か問題が顕在化したときには、重陪的な

支援や援助が存在していた。しかし、戦後の高度

経済成長に伴う人口移動は、家族・家庭の小規模

化を促進させると同時に親族関係 ・近隣関係の希

薄化ないしは崩壊をもたらし、インフォーマルな

支援 ・援助関係は失われてしまった 6)。核家族が

増加したことにより、祖父母や親族などと同居す

る大家族が減少し、現代では子育てにおける母親

の負担は大きくなっている。育児は、初めて経験

する出来事が多く、社会においても育児を母親が

するという風潮が残っており、育児に対して負担

感を持つ母親たちが多い。松原らは、母親の育児

不安を軽減し、母親を含めた家族に対する有効な

育児支援を行うために、乳児のいる母親の育児不

安に家族機能（母親が家族として、なすべきこと

が達成していると認知している家族機能の充足

度）がどのように影評するかを明らかにすること

を目的とし調壺しているが、その結果は、家族機

能が充足されていない母親ほど、育児不安得点が

高かったと述べている ”。 また、家族の家事協力

は育児負担感を軽減し、子育て満足感を高め、良

好な育児環境だと感じさせていた。そして、近隣

地域の育児環境により、子育て女性の育児不安や

負担感を軽減させることができ 、豊かな地域環境

を創造することは子育て女性の心の安定につなが

ることが明らかとなっている 8)。

2)社会からの孤立感

現代の育児環境は、核家族化の進行により母親

と子という 1対 1の密室的な環境になりやすく、

母親は孤立しやすい環境である。核家族化は、親

族関係 ・近隣関係が希簿化し、育児に関する支援

も希薄化することで母親は孤立化する。育児は失
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敗して繰り返し反復して習得するものであるが、

孤立化した母親は、大切な子どもを扱うという、

失敗が許されないものと思い込むため、母親たち

には間違った育児をしたらどうしようという不安

が募るばかりである。このような育児現境を解消

するためには、母親を孤立させないことであり、

母親が孤立しないように誰かがサポートすること

が重要となる 9)。また、原田は、孤立化した育児

環境は、母親の育児において「イライラ感」や

「負担感」を増大させている。「イライラ感Jを訴

える母親は、子どもへの体罰を多用し、子どもに

対する拒否感も非常に強いことがわかっている。

イライラ感の原因は、「子どもの要求がわかりに

くい」、「子どもにどう関わっていいか迷うことが

多い」、「育児に自信が持てない」、「子どもを産む

前にイメージしていた子育てと現実の子育てとの

ギャップが大きい」、 「育児での心配や不安が多

い」、「育児での心配が解決されないままや放置さ

れている」、「夫婦関係」などを挙げている lO)。っ

まり、子育てについて話し合わない夫婦、子育て

が母親任せになっている夫婦では、母親の「イラ

イラ感」が強くなっていることを示している。

阿部は、 1歳 6か月、 3歳児を第 1子とし、第

l子のみを持つ母や675名を対象とし、母親のラ

イフスタイルと充実感を知り、育児不安との関連

性を検討した結果、趣味に時間を割いている母親

は、時間を割いていない母親に比べて育児不安は

弱いと述べている 11)。宮本らは、育児不安の強い

母親の特性として、夫の帰宅時間が遅く夫と育児

をしているという感情が希渾で、気軽に話せる友

人がいない、 2人以上の子どもを持つ、専業主婦

などを挙げ、一方、地域活動・学習活動参加のた

めに外出する類度が多いほど育児不安は弱くなる

傾向があることが明らかとなったと述べている

121。また、鶉山らは、産後 1ヵ月の母親が必要と

しているソーシャル・サポートとして、く日常生

活への手助け＞＜人からの情報＞＜人とのつなが

り＞＜自分への理解＞という4つのカテゴリーを

抽出している 13)。

近年、インターネットや携帯電話の進化 ・普及

により、様々な育児情報が容易に収集できるよう

になっている。平成20年度の総務省による「通信

利用動向調査」では、情報通信機器の世帯保有

率は携帯電話が95.6%、パソコンの世帯保有率は

85.9％で、インターネット利用率は91.1%に及ん

でおり 141、パソコンや携帯電話からの情報収槃が

中心となってきている。中山らの調査によると、

子育てが忙しくて母親が情報を収集できないこと

から、もっとも希望する育児情報の情報公開手段

は「広報誌を自宅まで郵送する」てあった。次い

で「新聞・テレビ・ラジオ」「ホームページ公開」「イ

ンターネット」「保健福祉センター窓口や健診時」

などであったと述べている 15)。育児に関する情報

収集についても、人を介さないメデイアなどの情

報収楳を希望する傾向となっている。

3)疲労

藤井らは育児不安の認識と自己効力感、育児満

足感との関連を検証し、子育て支援の方向性を見

出すことを目的として、 3ヵ月健診を受けた母親

333名に調査を行っている。その結果、子育て不

安を感じている母親は、不安を感じていない母親

に比べて「自己効力感」「育児満足感」「夫の育児

への関わり」が有意に低く、「蓄栢疲労感」「役割

葛藤」が有意に高かったと述べている 161。 また、

岡本らは、育児グループに参加している母親を対

象に、母親の主観的健康観、疲労感と父親（夫）

の育児参加の状況について調査を行ったところ、

92％の母親が主観的健康観はよいと答えているに

も関わらず、疲労感を訴えている母親は88%と高

率であったと述べている17)。服部らは、疲労の自

覚症状訴え数は、時間を経過するにつれて有意に

上昇していたと述べ、産衡期のマタニティブルー

の出現率は産後6、13ヵ月の育児不安や疲労度に

有意な相関関係を示し、産褥早期の心の状態がそ

の後の母親の疲労度に影評があることを示してい

る1810 

4)対処行動の不足

少子化・核家族化である現代の子育て環境は、

人との関わりが希簿化しており、平成21年国民生

活基礎調査によると、核家族世帯数は9361千世帯

で、全世帯の76.0%となっている 19)0 

育児中に生じる問題や不安に対して、母親自身

が対処行動を見出していくことが重要であるが、

山口らは、 産後 lヵ月健診に訪れた母親129名に
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産後 1ヵ月の母親の育児に対する対処行動の実態

を調資し、対処行動と育児不安、ソーシャルサポー

トとの関係を検討し、効果的対処行動と、悪循環

的対処行動の 2つの対処行動を明らかにしてい

る。すなわち、気分転換しながらまわりのサポー

トを求める行動など効果的対処行動を選択したも

のは68.8%、予期不安が強く、問題を回避したり、

自暴自棄になったり、また、代りの物で代fi団する

悪循環的対処行動を選択したものは31.2％であっ

た。対処行動が悪循環的であるほど育児不安は弛

くなり、育児不安が強いほど対処行動は悪循環に

なりやすいという相互関係が認められ、相談相手

の人数が多いほど、また、実母からの手段的サポー

ト満足度が高いほど効果的対処行動をとりやすい

と述べている20)。

II. 育児支援に関して

1. ソーシャルサポー トとは

ソーシャルサポートとは、「狭義には個人が取

り結ぶネットワークの成員間で、個人のウェル ・

ビーイングを増進させる意図で交換される心理

的・物理的資源を言う 。また、狭義の概念には、

社会的統合や社会的ネットワークも含まれる」と

定義されている21)。すなわち、ソーシャルサポー

トとは、物質的援助ではなく、ソーシャルネット

ワークといった人間関係によりもたらされる援助

のことである。

対人関係におけるソーシャルサポートは、大き

く分けて「情緒的サポート」と「道具的サポート」

がある。情緒的サポートは、個人が問題を抱えて

いるときに共感的に話を聞くこと、情緒的援助と

受容を提供してくれること、道具的サポー トは、

一緒に動いたり、家事や子どもの世話を手伝った

り、道具を準備してくれたり 、金銭を貸してくれ

たりといった実際的な援助の提供と定義され必要

な時に具体的な援助が行われるという特徴をもつ

22)。人は様々な‘ノーシャルサポートを受けながら

生きている。育児の中で受けている様々な援助も

ソーシャルサポートである。

育児期における母親へのソ ーシャルサポート

は、家族や近親間で行われるものや、保健医療機

関や地域社会で行われるものなどがある。星の調

査でも、育児に対するサポートは、ほとんどの状

況において夫、自分の親、義理の親によって担わ

れていたと述べ23)、産後 1~3ヵ月の母親たちへ

の支援としては、家族による支援が中心となる。

2.夫以外の家族によるサポート

島田らは、産後 1ヵ月の母子の心配事、母親が

希望する子育て支援サービス、および育児環境を

明らかにすることを目的として、全国47都道府県

から層化無作為抽出法により、種々の出産施設合

計454ヵ所の 1か月健診に来所した母親3852名を

対象とし、自記式調査票により調査した。その結

果、出産後の退院先は60％が実家で、親の役割が

増加していると述べている24)。上山らは、母親の

妊娠末期から産褥 lヵ月の問題体験に対してどの

ような対処行動をとったのか、そこには誰から

ソーシャル ・サポートが提供されたのかを客観的

に評価し、その結果、サポート提供は、夫、実父

母、姉妹、 祖母、友人、医療者であ り、対象者の

おかれている状況や体験の内容によって差があっ

た25)。星は、育児支援ネットワークの構成が子ど

もの数と理想、出産 ・育児における不安や苦労に

与える影孵を検証し、育児支援を担っている人の

構成を類型化したところ、「夫中心」型、「夫＋自

分の親」型、「夫＋義理の親」型、「自分の親中心」

型の 4パターンが析出されたと述べている23)。榮

は、産後 1ヵ月における育児協力者は、夫、実母、

義母の三者であり 、褥婦の身近にいる家族が担っ

ていたと述べている26)。谷口は、「祖父母は、母

親にとっては子育ての先輩であり、よき理解者・

援助者となりうるが、その反面、過干渉や過保殿

といった養育態度の違いなどから、母親が負担を

強めてしまう恐れもある」と述べている27)。

これらの先行研究から、母親への支援者には実

父母、義父母、兄弟姉妹、医療者等の存在があ

り、特に、里帰りをしている母親の多くにおいて

は、親族によるサポートが中心となっていると言

える。

3. 夫によるサポート

斧出は、男性の家庭志向／育児志向について調

査した結果、仕事よりも家庭を重視した「家庭志

向」は44.7%、家庭と仕事の中間の位置を選んだ

「バランス型」は38.1%、仕事を重視した「仕事
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志阿」は17.1％と報告し28)、男性は家庭を重視し

てきている傾向があった。

育児不安が起こる背景には、母親が孤立すると

いう要因があり、育児不安を抱え孤立する母親た

ちをサポー トすることが重要となる。育児不安を

抱えた母親をサポートすることにおいて特に重要

なことは、母親の一番身近にいる夫のサポートで

ある。

夫の育児参加については、 1999年9月に施行さ

れた「男女共同参画社会基本法」第 6条の「家庭

生活における活動と他の活動の両立」においては、

「男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男

女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育

家族の介設その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行わなければならない」 29)と

父親（夫）の役割について述べられている。また、

育児・介談休業法でも、子育て期間中の働き方や

父親（夫）も子育てができる働き方について述べ

られ、近年父親の育児参加が政策課題の中に組み

込まれており父親（夫）の育児参加について考え

ていく必要がある。

前田らは、育児不安の軽減を目的に現代の育児

不安について、対人関係、ソーシャル・サポート

に焦点を当て、地域における育児支援の効果的方

法について検討しており、夫が育児に協力してい

る、または夫とよく話すと認知している母親群は、

そうでない群より育児不安が低かったと述べてい

る30）。 北村らも、夫の育児参加の状況が母親の育

児不安にどのように影孵しているかについて検討

し、夫の育児参加を促すことが母親の満足度を増

し、育児不安を軽減することが確認できたとして

いる31)。宮本らは、育児不安の強い母親の特性と

して、夫の帰宅時間が遅く、夫と共に育児をして

いるという感情が希渾で、気軽に話せる友達が少

ないことを12）、また、谷口は、夫の子育てに関わ

ろうとする気持ちが母親にとって精神的な支えに

なるものであると述べている28)。小林らは、 生後

1ヵ月児を育てる母親が感じている育児に対する

困難感の実態とそれに与えている要因を明らかに

することを目的に調査したところ、母親の2~3

割が、子育てに対して自信の無さ、精神的な不調、

子どもの扱いにくさを感じ、さらに、夫との関係

や家族との関係に対して否定的に捉えていたこと

を報告している訟）。

塩沢らは、出産後早期の父親 （夫）の育児家事

実施意欲に関して、母親の期待、性役割態度、出

生前教育との関連を調査し、その結果、出産準

備教育に参加した夫は参加していない夫に比べ

て育児家事実施意欲が有意に高かったこと (p

=0.027)、夫は母親に比べると性役割に関して伝

統主義的なものが多かったこと、そして、性役割

に対して平等主義的な父親（夫）は育児家事実施

意欲が高く、性役割に対して平等主義的な母親は

父親の育児家事実施に対する期待が高かったこと

を見出している331。また、芳賀らは、 子供を持つ

父親（夫）と母親の育児に対する意識と育児参加

の実態を比較検討し、母親はほとんどの育児・家

事を担い、父親に今以上に育児に関わって欲しい

と考えていることを明らかにしている34)0 

4. 夫との会話

岡本は、 1056人の母親を対象に、母親の生活習

慣や育児の状況、父親の育児行動の現状及びそれ

らと育児不安との関連について分析することを目

的に調査し、父親 （夫）が「育児の会話」「育児

の相談相手」「母親への気造い」を常に行ってい

る場合に育児不安得点の低い母親が多かったこと

を示している叫石橋らは、 夫婦の育児に対する

考え方の違いが、お互いの育児不安にどのように

影評するのかを調査した結果、父親（夫）・母親

ともにコミュニケーションが充実 し、また、生活

に満足しているほど不安度が有意に低かった （父

親p<0.0001、母親く0.001)という結果を得てい

る35)。渡議らは、育児に対して夫が「夫婦主体」

観をもつ夫婦は、そうでないものよりも夫婦の対

話時間が長い傾向にあり、また、夫との対話満足

度が高い妻ほど、育児不安が低く、 妻の育児役割

に対する満足度も高かったと迩べている36)。これ

らの先行研究より、夫による精神的なサポート

や、夫との会話は、育児期の母親にとって重要な

サポートであると言える。

金粕らは、父母の育児不安と夫婦間の情緒的支

援の関連性を明らかにし、育児期の父母の育児不
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安を軽減する支援を検討することを目的に調査を

行っている。その結果、相手に希望する情緒的支

援は、父親（夫）では初産経産ともにスキンシッ

プをとってほしい、母では言葉で愛情を示してほ

しい（初産）、協力の姿勢を取ってほしい（経産）

であった。情緒的支援 ・ 育児不安 • 愛着の関係は、

夫婦共に情緒的支援が良好であると認識している

者は夫姉間コミュニケーションが充実しており、

夫婦間コミュニケーションが充実している者は児

への愛着行動が高く、児への愛培行動が高いもの

は育児不安が低いという結果であった37)0

一方、育児中の夫との情緒的支援に関する実態

についての調査を脇田らが行っている。本調査は、

妊娠32~33週の初産婦69名、経産婦30名ならびに

産後 1カ月の初産婦65名と経産婦34名、出産後6

カ月の初産婦72名と経産婦52名の合計322名を対

象に、妊娠出産が母親の心理にどのような影開を

もたらすのかを明らかにする目的で、夫の新密度

や夫からのサポートに対する満足度についての調

査であるが、初産 ・経産婦ともに夫からの情緒サ

ポート（気持ちの理解と励まし）には不満が認め

られ、特に経産婦は有意に不満が強かった (p<

0.05) という結果であった381。これは、 夫の母親

への情緒的サポートが母親にとって満足できてい

ないという現状を示すものであった。

皿夫婦の言語的コミ ュニケーションの重要性

コミュニケーションとは、情報のやりとりであ

り、何らかの意味ある表象を伝達する過程である。

コミュニケーションには言語的コミュニケーショ

ンと非言語的コミュニケーションの二つがある。

他者との関係においてある心理状態を伝達する過

程である対人コミュニケーションのうち、言語的

コミュニケーションは、 言語による意味を手がか

りとする概念であり、非言語的コミュニケーショ

ンとは、言語以外の手がかりからなる過程である

391。板場は、異文化コミュニケーションにおいて、

メッセージが容易に伝わるのであれば学習を必要

としないが、非言語メッセージの場合、それが言

語によらないだけでなく、非常に微妙かつ表現者

も気づいていないものが多く、思慮深さを伴った

学習が特別必要となるとしている4010 

先行研究では、夫婦の会話の時問や醤が育児不

安を軽減する効果を有することが明らかにされて

いる36)37)。伊藤ら は、夫婦間の会話の豊かさが空

虚感や圧迫拘束感を低減し、相手から情緒的サ

ポートを受けていると感じさせることの重要性を

指摘している41)。そのため、夫婦間のコミュニケー

ションが、言語的・非言語的両者ともに重要とな

る。王は、情報化社会と言われる現代社会では、

価値ある情報を正確に伝達し処理する手段は、人

間にとって最も重要な情報収集の媒体である言語

の他にはないと述べている42)。望月は、夫婦間の

コミュニケーションは、言葉だけではなく眼差し

や表情、態度やそぶりなどを通じて行われるが、

その中心はやはり言葉による会話であるとしてい

る。また、夫婦間の会話は、お互いに相手の知ら

ない領域で生じた言葉について知らせ合う 「知ら

せ合い」、生活上生じた問題について互いの意見

を交換し意思決定する「課題解決」、 さまざまな

生活の場で生じだ悩み、苦しみ、 不安で偽ついた

心を癒す 「情緒的治療の会話」の 3つの種類があ

り、それぞれが適切に行われて、初めでし、の交流

のある夫婦関係が形成されると迩べている43)。金

粕らの調査では、相手に希望する情緒的支援の内

容は、母では言葉で愛情を示してほしい（初産）、

協力の姿勢を言葉で示してほしい（経産）であっ

たとしている37)。また、ニッセイ基礎研究所の調

査によると、都市部に住む20~60代の夫婦間のコ

ミュニケーションの状況は、夫婦間にほとんど会

話のない「沈黙型」が36.4%、「妻だけ会話」が8.5%、

そして夫婦が話し合う「対話型」が22.7％であっ

たこと、さらに、年代別にみると、若い世代、つ

まり新婚期には「対話型」の比率が高いが、育児

期になると「妻だけ」が急増し、中年期夫婦では

「沈黙型」が大多数となる傾向が明らかにされて

いる。また、育児期になると「妻だけ会話型」が

急増する理由には、育児との関連が大きく、子育

てをめぐる問題処理が母親である妻の担当すると

ころとなり、妻の家族への関わりが深まり、夫へ

の働きかけが活発化する。 したがって、「妻だけ

会話型」の増大は、妻から夫に対して救いを求め

る声ゆえであると解析している44)。石は、母親側

の要因である夫に対してのコミュニケーション・
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スキル（「記号化」 「解読」「統制」の 3次元）と、

母親が認知した「夫からのサポート」 および育児

不安三者関係を検討し、意図や感情を相手に正確

に伝える「記号化」スキルが高いほど、夫からよ

り多くのサポートを受けていると認知する傾向が

あり 、その結果 「育児不安」が低減されるという

直接的効果が顕著に言忍められたと述べている45)0 

母親が夫の情緒的サポー トや、夫婦の会話に満足

すること、育児不安を軽減することに関して夫が

母親の希望を理解するためには、言語的コミュニ

ケーションが重要になると言える。

［考察】

1. 育児不安の要因からみた支援のあり方

育児不安の影聘要因には、育児を一人で担う負

担感、社会からの孤立感、疲労、育児で生じた問

題に対する対処行動の不足が挙げられた。これら

の要因をもとに以下に育児支援のあり方について

考察する。

近年、核家族化、少子化が進んでいる。昭和初

期までの日本の家族形態は、三世代、四世代といっ

た大家族が中心であった。このような家族形態に

おいて、育児は家族などの親族によ って行われて

いた。 しかし、核家族が増加している今日、育児

は母殺が主に担い、母親に育児がのしかかってい

る現状にあると考えられる。育児中の母親たちは、

日々育児に追われる生活をしていることが多く、

育児支援を求めるといった行動を起こすことも困

難な状況にあるとも考えられ、周囲が母親の罹か

れている状況を理解していく必要がある。また、

育児負担を軽減するために、地域として母親の支

援を行っていく必要がある。育児は母親だけのも

のではなく、コミュニテーとして支援する、その

一策として、公的な育児支援サービスを増やすこ

とも重要であろう 。

母親の育児環境は、閉鎖的で母親と子どもとい

う1対 1の密室的な環境になりやすい。育児に身

を拘束され、社会から取り残され、母親たちは孤

立感を抱きやすいと考えられる。また、母親に育

児支援者が不在である場合も同様に孤立感を抱き

やすくなる。孤立感を軽減するためには、親族は

もちろん近隣関係も希薄化しないようにすること

が重要である。また、母親と同じように育児をし

ている、気軽に話すことができる仲間と関わるこ

とで孤立感を軽減することができると考えられ

る。また、育児から離れる時間を持ち趣味などに

没頭できる時間をもつことにより 、社会からの孤

立感を減少させることができる。 しかし、 育児支

援者が存在していても、孤立感を持つ母親も存在

すると考えられる。産褥期には涙もろさ、抑うつ、

気分易変性で、イ ライラや不安などの症状を主症

状としたマタニティーブルーズを生じやすく、 産

後うつ病へ移行することもあり、育児期の母：親た

ちの心情は不安定になりやすい状況にあると言え

る。母親を支援する時には、ゆっくりと話を聞き、

母親が訴える問題に対して理解を示 し、常に気に

かけているといった精神的サポートを継続的に周

囲が行っていく必要がある。また、妊娠初期の段

階より、妊産婦の仲間作りができる場を母親学級

などの場で梢極的に提供していく必要がある。

育児は重労働に値し、疲労が蓄積している状態

であると考えられる。特に、初産婦の場合は育児

経験がほとんどなく、育児に対して不慣れな場合

が多いため疲労が蓄積していると予測される。心

身の疲労の蓄積は、育児不安を増強させ、 子ども

にゆとりを持って接することができず虐待へとつ

ながる可能性もあると考えられる。母親の疲労を

減少させるためには、母親の育児猿境を取り 巻 く

夫を中心とした家族などの育児支援者が、家事や

育児をサポートしていくこと、また、地域と連携

し、母親の健康状態を個別的 ・継続的にフォロー

していく必要がある。

核家族・少子化が進んだ現在では、人との関わ

りが希薄化し、母親たちの育児環境は密室化、孤

立化している。密室化・孤立化した塚境の中にい

る母親は、育児の中で何か問題が生じた時に、 一

人で抱え込み、問題解決方法を見いだせない状況

になりやすい。その結果、育児での不安が蓄積し

過度の育児不安に陥りやすいことが推測される。

密室化・孤立化した環境の中では、 インターネッ

トなどのメディアを利用して、育児での問題を解

決しようと試みるのも一法である。インタ ーネッ

トなどの情報は、育児で多忙を極めている母親た

ちにとっては、身近で簡単に情報を得ることがで
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きるという利点があるが、情報が氾濫し混乱を招

きやすい。また、情報通りに育児ができないこと

でさらに不安に陥ってしまうことも考えられる。

育児の中で起こった問題に対しての対処行動をと

ることができるためには、さまざまなメデイアに

よる情報も重要であるが、ママ友などの同じよう

に育児をしている仲間を作ること 、育児の先蔀で

ある先猜ママ友などから情報を得ていくことが対

処行動をとるうえで重要であると考える。密室か

つ孤立化した環境の中で、同じように育児を して

いる仲問を作ることは簡単ではないため、母親学

級や両殺学級を行っている地域や、医療施設で仲

間作りの場を提供していくことが重要である。ま

た、地域で行われている、育児サークルなどの情

報を周知させる必要がある。その他、地域や医療

施設で、妊娠期から育児期まで継続的かつ個別的

に支援していく必要があろう 。

2. 母親への夫からの支援のあり方

育児期の母親の環境は孤立化・密室化しており、

そのような環境では、最も身近にいる夫の存在は

重要であると考えられる。それは、夫の育児参加・

協力や夫との会話により軽減されるという結果か

らもわかる。分娩後の母親達は、一過性に生じる

軽い抑うつ症状を生じるマタニティーブルーズを

発症しやすい。マタニテイーブルーズは産褥10日

までに発症し、 2週間未満で自然に消失すると 言

われているが、産後うつ病や産褥精神病の引き金

になることがあると言われている。このように、

産後精神状態が不安定な時期においては、育児ヘ

の参加・協力も重要であるが、母親の精神面への

支援が重要となる。

また、先行研究の結果は、夫に対する情緒的サ

ポー トの必要性を認めているが、現実的には初産・

経産婦ともに満足していないことを明らかにして

いる。夫婦間の会話が母親にとって十分ではない

と推察され、夫の母親への言語的コミュニケー

ションの在り方を具体的に明らかにする必要もあ

ろう。言語的コミュニケーションを指導すること

で、夫が母親の育児不安を軽減することができる

ようになる可能性がある。

一方、夫の心情に目を向けてみると、出産後の

母親にしばしばみられるマタニティー ・ブルーと

同様に、強さや長さは異なるが、父親（夫）の約

62％が経験する「こども誕生ブルー」という抑う

つ感情があり、それは、誕生後 3ヵ月ほどで解消

し、落ち着いた平常の状態に戻るとされる46)。こ

れは、子どもが誕生したあとの夫の心情もアンビ

バレントであることを周囲も理解し、対応してい

く必要があることを示唆するものである。

【結論】

母親に育児不安をもたらす要因について探索に

した上で、それらの要因を軽減するような夫から

の支援を明らかにすることを目的として文献検討

を行った結果以下のことがわかった。

・育児不安の要因には、育児を一人で担う負担

感、社会からの孤立感、疲労、育児で生じた問

題に対する対処行動をとることができないが

あった。

・夫との会話が重要であるが、母親は夫との会話

には満足していないことや、自分の意図や感情

を相手に正確に伝える「記号化」スキルが高い

ほど夫からより多くのサポートを受けていると

認知し、その結果育児不安が低減される効果が

ある。

・育児期の母親と夫の会話の内容や言葉、言語的

コミュニケーションに関する先行研究はほとん

ど見られなかった。

•以上の結果から 、 育児期にある母親の心情に影

評する夫からの言語的コミュニケーションの内

容を明らかにすることが今後の課題である。
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特集 “第3回羽衣セミナー”

日程平成24年9月1日・ 2日

会場 もくせい会館

ミニレクチャー（敬称略）

1)北欧の周産期医療体制はどうなっているの？

,...,_,Sweden視察を通して～

静岡県立こども病院周産期センター長

2)先天性股関節脱臼 ～生涯困らない股関節を目指して～

西口富三

静岡県立こども病院整形外科科長 滝川 一晴

3)産科医療補償制度の現状と問題点 よりよい制度にするために

静岡県産婦人科医会理事 前田津紀夫

4)亜鉛は足りてますか？ 妊娠貧血と微量元素

浜松医科大学産婦人科講師 内田季之

5) どう接すればいいの？ 悲嘆にくれる両親に ～グリーフケア～

静岡県立大学聖路加看設大学ペリネイタル・ロス研究会 太田 尚子

6)ベビーは元気に産まれたけど・・出血だけではない母体合併症とその対策

くさなぎマタニティクリニック院長 大橋涼太

7)浜松医療センターにおけるメデイカルバースセンター 3年間の歩み

浜松医療センターメデイカルバースセンター副看設長 新田 京子

ナイトセミナー
みんなで読もう！ CTG
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第 3國羽衣セミ十一（第2報）
第25國静岡県母性衛生学会学術集会

9月1日（土） 開始時刻午後2時～ 会場 もくせい会館

ミニレクチャー（敬称略）

1) 北欧の周産期医叛体制はどうなってるの？ ～Sweden視察を通し

西口富三 （静岡県立こども病院周産期センター長）

2) 先天性股関節脱臼～生涯困らない股関節を目指して～

滝川一晴 （静岡県立こども病院整形外科科長）

3) スタートして3年！産科医療補伯制度の現状と今後の課題

前田津紀夫 （日本産婦人科医会理事）

4) 亜鉛は足りてますか？ 妊娠貧血と微駄元素 ゜^ 仇i 
ヽ

内田季之 （浜松医科大学産婦人科購師）

5) どう接すればいいの？悲嘆にくれる両親に～グリーフケア～

太田尚子 （静岡県立大学看設学研究科准教授）

/ 一） k •、9
，，， ’ '¥ 
（ ヽ.、』

6) ベビーは元気に産まれたけど・・出血だけではない母体合併症とその対策

大橋涼太 （くさなぎマタニテイクリニック院長）

7) 浜松医叛センターにおけるメディカルバースセンター3年間の歩み

新田京子 （浜松医療センターメデイカルバースセンター副看護長）

ナイトセミナー 開始時刻午後 7時～

“みんなで読もう！ CTG"

9月2日（日） 開始時刻午前10時～ 会場 もくせい会館 （敬称略）

灌在助産師支援事業特別講演

l) 発達障害と愛着降害 杉山登志郎 （浜松医大児童青年期精神医学諧座特任教授）

2) アクティブバースーフリースタイル分娩介助の方法- 岩田塔子（めぐみ助産院）

第25國静岡県母性衛生学会学術纂会 集会長宇津正二 （搬隷三方原病院）

皆様のご参加 お待ちいたします

また、是非、県母性衡生学会に

ご入会ください。

入会のお問い合わせは事務局まで

ランチョンセミナー 午後0時 10分～ （予定）

妊婦の心肺蘇生と急変対応 照井克生

（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科准教授）

総会 午後 1時 30分～ （予定）

教育購演

安心して母乳授乳ができる環境を支援する助産師と外科医の連携

～授乳期乳腺炎の治療経験から～神崎正夫（神崎外科クリニック院長）

一般演題・奨励買授与

参加費羽衣セミナー、潜在助産師支援特別講演：無料

静岡県母性衛生学会： 1000円（学生は無料）

宿泊費 (9月1日）もくせい会館別途 (4500円，朝食込）

主催静岡県産婦人科医会担当河合(054-245-0134)

共催静岡県母性衛生学会

後援静岡県

静岡県看護協会

県医師会館内 静岡県母性循生学会事務局 TEL054-245-0134 mail: nichibo-shizuoka@po2.across.or.jp 
または静岡県立こども病院周産期センター mai I: obs tet-s@sch.pre f. shi zuoka. jp 
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北欧の周産期医療体制はどうなっているの？
-Sweden視察を通して～

静岡県立こども病院周産期センター長

西口富三

Swedenは人口約900万の立憲君主国家で、世界最高水準をいく福祉国家であることはご存知のところ

だと思います。同国は我が国より広い国土を有し、広大な原野を抱えるという地理的な制約から、我が

国の医療体制と異なり 、医療の集約化が進んでいること 、さらに、全国6地区の地域自治体 （ランステ

イング）と医療施設との間の総額契約制（本邦でも蔚入されている包括医療制度も含まれます）のもと

で医療費の高騰を防ぐ体制が整えられています。

さて、同国の周産期医療ですが、周産期死亡率や乳児死亡率、妊産婦死亡率、等、本邦とほとんど遜

色のない高水準レベルにあります。そのなかで、本邦と異なり 、出生率は人口維持に必要とされる1.8

を上回っています。充実した育児支援体制がその一因であることは否めません。

では、具体的な妊産婦管理についてみてみますと、本邦でも最近取り入れられている助産師外来のよ

うに、医師 ・助産師・検査技師が相互に連携した体制がとられています。妊娠初期 (~12週）にリスク

評価を行い、 ローリスクと判断された場合は助産師主体の管理に、ハイリスクの場合は医師管理とな

ります。全妊婦に対し、妊娠20週までにライフスタイルに関する指消、胎児異常スクリーニングに関

する情報提供（妊婦 3人に 1人が染色体検査を享受）、メンタルケアの必要性の評価、母乳哺育情報等

が提供されます。そして、妊娠34週頃に妊娠経過の総合評価を行い、方針の最終決定を行うといった

システムです。分娩後の入院期間ですが、正常分娩の場合は大多数が翌日退院、帝王切開分娩でも平

均2.5日となっています。我が国と大きく異なりますが、その分、保健支援活動に重点がおかれ、助産

師による電話訪問や家庭訪問、病院に設置された専門外来（乳房、メ ンタルケア）のほか、地域（コ

ミューン）単位での支援体制（骨盤底ケアなど）が確立されています。我が国で取り組みが遅れている

postpartum care system（産褥婦ケア）の手本であることは間違いありません。

一方、 NICUにおいてはfamilycentered care systemが尊入されており、家族が一丸となってケアを

行う体制となっています。

Swedenでも核家族化の進行、高齢出産の増加、肥満の増加など、我が国と同様の社会情勢が問題となっ

てきており、高度の福祉の提供といった課題に対し、今後の対応に注目したいと思います。
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先天性股関節脱臼
～生涯困らない股関節を目指して～

静岡県立こども病院整形外科科長

滝川一晴

先天性股関節脱臼（以下、先天股脱）は、本邦では現在約0.2％の発生率であり治療体系も確立された

疾患ではあるが、その予防や健診方法について充分に浸透していない側面もある。

近年欧米では先天性という言葉は使用せず、後天性の要素や亜脱臼、臼蓋形成不全も含めた包括的な

developmental dysplasia of the hip (DDH)と呼んでいる。 しかし、予防活動により出生後の要素が減少

した本邦においてはより先天的要素が強く、現在でも狭義の脱臼については先天股脱という用語が使用

されている。

整形外科医が積極的に乳児健診に関わっている一部の施設を除き、 3~4ヵ月健診時の小児科医の診

察でDDHの疑いのある児を精査することが一般的な方法となっている。 したがって、実際に 3~4ヵ

月健診時に診察する機会の多い医師や新生児期 ・乳児期に相談をうける機会のある医療従事者にと って

分かりやすいDDH健診の指針が必要である。例えば、千葉県松戸市では1971年より「松戸方式」と言

われるスコア一方式を利用して精査が必要な児の選別を行っている。ClickSign、股関節開排制限（以下、

開排制限）、家族歴、大腿皮府溝非対称、性（女性で 1点）、分娩時胎位（正常分娩以外で 1点）の 6項

目に点数を割り振り、合計2点以上でX線撮影を行う方式である。この方式では実際にX線撮影が必要

になった児の割合は全体の約15％で、その結果健診受診者の約6％がDDHと診断されている。

また、多くは 3~4ヵ月健診時に指摘を受け専門機関を受診するが、それ以前に発見できればなおよ

い。多くの開排制限は、向き癖を伴っている。つまり右の向き癖がある乳児では、左の開排制限を伴っ

ていることが殆どである。これは、非対称性緊張性頚反射の影響である。左開排制限のみの乳児の親御

さんに、児の顔を左に向かせるような剌激（光、呼びかけなど）を積極的に行い、下肢を自由に動かせ

る服装を指導するだけで 3~4週間後には開排制限が改善していることが多い。先天股脱の治療は生後

6ヵ月未満に開始するリーメンビューゲル装具（以下、 Rb)治療の整復率が高い (80~85%）。 しかし、

Rb開始時の開排制限が強いとRb治療の整復率は低下する。 したがって、 Rb治療の前処置として開排制

限を改善しておくことは非常に重要な事である。石田勝正らは、 1972年に京都市伏見区において出生直

後からの全新生児 ・乳児に自然肢位自由運動育児による予防を開始し、これを契機に先天股脱の発生率

は全国で激減した。新生児期より下肢の自動運動を妨げない服装や環境作りを行うことが先天股脱予防

や治療の第一歩である。

-65-



産科医療補償制度の現状と問題点 よりよい制度にするために

産科医療補償制度原因分析委員会委員

静岡県産婦人科医会理事

前田津紀夫

平成21年 1月1日をもって開始された産科医療補伯制度は、制度発足からまもなく 5年目を迎えよう

としている。

平成24年 6月24日現在、3320の医療機関が制度に加入しており、その加入率は99.8％である。また、

平成24年 6月1日までに335件の事例が審査対象となり、309件が補伯対象と認定された。補償対象となっ

た全ての事例について原因分析がなされる予定であるが、現在までに120件の原因分析報告書要約版が

公表されている。再発防止委員会からは 2回にわたり「再発防止に関する報告書」を公表し、各テーマ

に沿って分析結果を出版し配布した。

制度の成果として、過去には決して補償されることがなかった事例などが補償されるようになったこ

と、原因分析結果が再発防止や医療安全対策に役立てられるため国民の信頼を得やすいこと、などがあ

げられる。

訴訟に関して述べると、補伯対象と認定された252件のうち損害賠｛買請求等は18件 (7.1%）であった。

原因分析報告書が送付された事案は87件であるが、このうち損害賠償請求等は 8件 (9.2%）、しかも 6

件は原因分析報告書送付前に賠償請求が行われている。数字だけを見ると 、賠償請求は減少しており 、

原因分析報告書が訴訟の火種となるという一部の方の主張も当たっていないことがわかる。

制度は発足後 5年を目途に見直しが行われるが、補fi児対象、補fi児金額、補伯金の支払い方法、保険料

（掛け金の額）、原因分析報告書や賓料の学術方面への利用、原因分析報告：蓄が紛争の火種となりにくい

ような工夫、重大な過失があるときの調整の問題など、課題は山積みである。

現在も平成25年中を目途に制度内容の見直しに向けての話し合いが進行中である。よりよい制度とな

ることを期待したい。
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亜鉛は足りてますか？ 妊娠貧血と微量元素

浜松医科大学産婦人科講師

内田季之

微屈元素とは生体内に含まれる量が鉄以下の元素のことを指す。 1位は鉄、 2位は亜鉛である。妊娠

中は鉄を非妊時より多く摂取しなければいけないことはよく知られているが、亜鉛についてはほとんど

知られていない。亜鉛はDNAポリメラーゼなどの酵素、イ ンスリンの成分など様々な作用があり、生

体にはかかせない元素である。1961年にイラン人に低身長、貧血、性腺機能低下が多いことが報告された。

イラン人がよく摂取するパンにフィチン酸が多く含まれており亜鉛摂取を障害することが判明し、フィ

チン酸摂取中止、亜鉛摂取で改善したことで亜鉛欠乏症の存在が知られることになった。

亜鉛は主として十二指腸、小腸で吸収され血中でアルブミンと結合し各臓器へ運送される。90％は便

中に排泄される。食物として牡蠣に亜鉛の含有が多いとされる。しかし、牡蠣を毎日摂取することはない。

含有犀の多い食物リス トを見てみても100g当たりの含有鼠が示されていることが多いので注意が必要

である。海苔などの海藻類が多いとしても100g摂取するには 1ヶ月かかるかもしれない。お勧めは肉類、

乳製品で鉄の含有量とも合わせて毎H一定の斌を摂るには最適である。

妊娠中は水血症と いった状態となり 、血漿量の増加と比較し赤血球屈の増加は少ない。鉄だけでなく

亜鉛も妊娠経過とともに母体血清値は低下していく 。ところが我々の研究では、胎児の血液と考える腋

帯血においては非妊婦、妊娠後期と比較して亜鉛値は非常に高値を示した。胎児発育に影智する因子は

栄養のみでないが、亜鉛補充によって新生児大腿骨長、出生体重を大きくさせたと報告した論文がある。

我々は妊娠中期にHblO.Og/dl未満の貧血となった妊婦に鉄と亜鉛を投与した群と鉄のみを投与した群と

分けて比較検討した研究を行った。鉄に亜鉛を添加した群で有意に貧血改善率の上昇を認めた。

亜鉛は妊娠に必要な元素とされ2-3mg付加して摂取するように推奨されている。 しかし、厚生労働

省の国民健康・栄養調査（平成17年）では90％もの妊婦が推奨量を摂取されていないことが報告され、我々

の研究でも非妊時と妊娠時では亜鉛摂取最に変化がないことがわかっている。貧血、胎児発育にも関与

すると考えられる亜鉛の重要性を妊婦に意識させ、肉、乳製品、卵、お茶を一定屈摂取するように指導

していただけたらと考えている。
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どう接すればいいの ？ 悲嘆にくれる両親に
～グリーフケア～

静岡県立大学 聖路加看談大学ペリネイタル ・ロス研究会

太田 尚子

流産、死産、新生児死亡などのお産を取り巻く喪失をペリネイタル ・ロスと言う 。今回は、筆者のこ

れまでの研究と実践活動から、ペリネイタル ・ロスのグリーフケアについて学んだことを紹介する。

ペリネイタル ・ロスのグリ ーフは、他の死別のグリ ーフと比べて、異なった特徴がある。第 1は、誕

生と死が同時に訪れることから、グリーフワークをしながら、同時に、親になる過程をたどっていくこ

とである。そのため医療者は、子どもと別れることを支援する前に、子どもに出会うことを支援していく 。

医療者は、両親のニーズに沿って、亡くなった子どもに会うこと、抱くこと、着物を着せること、沐浴

などの親行動を、ニーズに沿って支援することで、両親が親になることを支えることができる。

第2の特徴は、ご両親の子どもとの思い出は大変少なく、亡くなった後に思い出をつくる時間が必要

なことである。火葬までのわずかな時間が、思い出づくりのための時間として大変貴重である。両栽の

希望に沿って、亡くなった子どもと一緒に写真を撮ったり 、手形や足型をとったりする。子どもと 、一

緒に過ごした時間も大切な思い出になるため、火葬は急ぐ必要はない。火葬の時期は、葬儀屋や火葬場

の予定によって決めるのではなく、両親が子どもと一緒にゆっくり時間を過ごした後、両親が、お別れ

ができそうだと思った時にすることが望ましい。また、時間が少ないために、医療者の支援がないと追

品を残す機会を逸したり、時間の経過と共に追品への想いが強くなったりする場合が多いことも留意す

べき点である。

第3の特徴は、ペリネイタル・ロスのグリーフが、「非公認のグリーフ」であることである。社会の

なかで隠され、語られることが少ないために、悲しみが過小評価されがちであり 、そのため両親は、 子

どもを亡くした悲しみだけでなく、子どもへの愛情を表現できない辛さや社会のなかでの孤独という大

きな苦悩を抱えている。そのような辛い状況に於かれたご両親にとって、想いを言語化する機会を与え

る、セルフヘルプグループは、グリーフケアのひとつの場として有効である。

子どもを亡くした両親へのケアを考えるとき、最も大切なのは、体験者の生の声に耳を傾けることで

ある。医療者が良かれと思って行なってきたケアが、実は間違っていたということが、この領域のケア

の歴史には多く存在した。これまで行なってきたケアや固定観念にとらわれることなく、体験者の声に

真摯に向き合うことが医療者に求められている。
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ベビーは元気に産まれたけど・・出血だけではない栂体合併症とその対策

くさなぎマタニティクリニック院長

大橋涼太

近年出産年齢の高年化および生活習慣の変化などによって、妊娠 ・出産のリスクが増加していると考

えられます。それはクリニックにおいても言えることで母体の合併症も増加傾向にあると常々考えてい

ます。

今回の講演では以下の内容について自分の経験をふまえながらお話させていただこうと思います。

1. 産科出血と産科危機的出血への対応ガイドラインについて

帝王切開率が上昇し、多胎なども増えた現在において500ml＝大量出血という考えは当てはまらな

いと考えられます。こうした中2010年に産科危機的出血への対応ガイドラインが作成されました。

（スラ イド1-4)

2 産道損協特に腟・外陰部の血腫について（スライ ド5-7)

3. 癒着胎盤について （スライ ド8-11)

4. 子宮内反症について（スライド12-14)

5. 深部静脈血栓症および肺塞栓症について（スライド15-16)

6 産褥期感染症のうちMRSA感染症とA群溶連菌（人食いバクテリア）について（スライド17-20)

産科臨床ではたとえ10年以上の経験を積んでも全く見たことのない症例に急に直面する可能性が常に

あります。 日々少しでもいろいろな合併症に対して知識を深めること、急変に直面しても慌てないこと

が肝要だと考えられます。
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浜松医療センターにおけるメデイカルバースセンター 3年間の歩み

浜松医療センターメデイカルバースセンター副看護長

新田京子

1. はじめに

メデイカルバースセンター （以下バースセンター、通称“めばえ＂ ）は2009年 4月1日に開設した助

産師主祁型の施設である。妊娠経過中に医師がローリスクと判断し、妊婦の希望があればバースセン

ター助産師外来で健診し分娩を行う 。妊婦健診は医師とのチーム健診という形をとり、周産期センター

(MFICU ・ NICU)内に設置されているので医療介入が必要な場合も迅速な対応が出来るのも特色の一

つである。開設後から稼働した母乳外来も年々受診者数も増え、産後までの継続ケアも充実しつつある。

妊婦健診のシステム 母乳外来実施件数

;0~ `'1; 2ー95 | ; • ー 1 ●1; 0~ 2 31;•~2 5| ; •~27 1 ; •~ 2 9 |;0~a, 

* | ｀ l * 
0 | 0 0 | • | • | O I ● 

;2~..1;..～ ●●I ●●遇 l•7遷
-＊ -* 

＊は医鉦の縫診 ●は2号鯨5隅バースセンターでの助産緬鯰診

Oは3号館2隅産璃外来で必要店．勤産鉦により保鎗指導をします．

函300250200150100500

件数

267 ---------- qq 

♦／ 115 

畑 2010 

年度

2011 

開設から2011年 3月31日の 3年間にバースセンターで分娩を行った症例に対して安全に妊娠、分娩、

産褥が終了できたか、次の 3点について検証した。(1)バースセンターで分娩予約をしたがハイリスクと

判断され周産期センターでの分娩となった症例の解析 (2)バースセンタ ーで分娩となった症例の周産期

事象（分娩方式、会陰裂偽や切開、出血巌、児のAPGARスコア） （3）当院周産期センターでの分娩と

の比較

2 結果

(1)バースセンタ ーで分娩予約したが、ハイリスクと判断され周産期センターでの分娩となった症例 ：

当院における 3年間の総分娩数は3444例、そのうちバースセンターを予約したのは909例 (26.4%)

であった。909例中妊娠37週の医師の妊婦健診におけるロ ー リスク判定までに逸脱したのは60例

(6.6%）、妊娠40週の医師のローリスク判定で逸脱したのは46例 (5.0%）分娩経過中に逸脱したのは

41例 (4.5%）であった。妊娠37週以前の逸脱60例の理由は、 FGR20例 (33.3%）、 PIHlO例 (16.6%）、

切迫早産 7例 (11.6%）であった。筋腫合併も 2例あった。分娩経過中の逸脱41例の理由は発熱 ．感

染11例 (26.8%）、 NRFSlO例 (24.3%）、早期産5例 (12.1%）であった。

(2)バースセンターで分娩となった症例の周産期事象

3年間におけるバースセンタ ーでの分娩数は755例、当院総分娩数の21.9％であった。分娩様式は

正常分娩743例 (98.4%）、異常分娩12例 (1.59%）であった。会陰裂偏や切開の割合は、無裂偏また

は I度が32.3%、II度55.2%、切開11.9％であった。分娩時平均出血歴は610.9ml、出血1000ml以上が

114例 (15.1%）であった。アプガールスコア 1分値が7点以下は27例 (3.6%）、 5分値 7点以下は 6
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例 (0.8%)であった。

(3)当院周産期センター分娩 (23年度）との比較

当院周産期センタ ー分娩と比較した結果、 1000ml以上の出血は周産期センター分娩の方が多く、

有意差も認められた。周産期センター内での会陰裂偏、切開の割合を平成18年度の成絹と比較すると、

18年度の裂楊なしは6.4%、 I度は4.9％であったが平成23年度は裂但なし10.1%、 I度は13.4％であり

バースセンターが開設したことで変化も見られた。

バースセンターと周産期センターでの
分娩様式の比較

2009Jil!r—20-1 .0年震 2011年

正常分娩 1 91 278 274 

骰弓1分娩 2 7 1 

鉗子分娩
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呻悶、囚産期センター 正常分茂 209領⑬．02%)
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バースセンターと周産期センターの分娩結果比較

パースセンター 周産期センター

経腟分娩 755洞） （平成23年度、 P恒

経腟分逹． 694例）
平均出血云 ml 610. 9 664. 5 P=O 02 

出血50Cml未満 390 (51 6%) 285(41. 1%) P<O 01 

500-1000ml 251 (33. 2'1i) 304(43. 8%) P<O 01 

1000ml以上 114(15 0%) 105(15 1%) P= 0 98 

AP7以下 1分 27 (3. 5%) 57(8. 2%) P<O 01 

AP7以下 5分 6(0. 7%) 11 (1. 6%) P=O 16 

促進案の伎用 122(16 1%) 177(25 5%) P<O 01 

3. 考察

バースセンター分娩件数と医師介入数
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【会陰裂傷、切開の割合 ：比較】
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バースセンタ ーでの急速遂娩は少なく、分娩時出血批、児のアプガールスコアからも安全に分娩が行

われていることがわかった。また、会陰裂協の有無の結果からもバースセンターができたことで周産期

センター全体が助産技術を高めたいという意識の向上にもつながった。課題としては、 ①妊娠40週の判

定で逸脱し予定日超過となった事例に対する助産指蒻の在り方を見直す必要がある、②分娩前後医療介

入が必要な例が全体の 3分の 2であるため、助産技術、診断力の研鐙が必要である③逸脱の原因が筋腫

合併など不適切な症例もあった。医師、助産師の入れ替わりが多く、周産期センタースタッフ全員にバー

スセンターのシステムを理解してもらうためには時間とコミュニケーションが必要である、という点が

挙げられる。

4. まとめ

経過良好であれば、最大7回が助産外来での妊婦健診となり、医師の外来負担軽減につながる。安全、

安心な医療、助産の提供が続けていけるようにスタッフ各々の自己研鎖とともに院内教育を充実させる

必要がある。周産期のあらゆる場面に対応できる助産師育成をめざし、院内のキャリアラダーを構築す

るとともに、今後、開業助産師を受け入れる助産師オープンシステムも検討していきたい。
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第25回 学術集会プログラム

学術梨会長 宇津正二（聖隷三方原病院）

日時 平成24年9月2H （日）

会 場 もくせい会館

教育講演

座長 宇津正二先生（聖隷三方原病院）

安心して母乳授浮しができる環壕を支援する助産師と外科医の連携

～授乳期乳腺炎の治療経験から～

神崎外科クリニック 神崎正夫先生

一般演題

第一群

座長 河村隆一先生 （静岡県立こども病院）

1. 妊婦の性生活に関する文献研究

静岡県立大学大学院看護学研究科助産学分野 大餡友香、松岡 忠

2.育児期の夫婦間の言語的コミュニケーションに関する基礎的文献調査

静岡県立総合病院 寺田有里

静岡県立大学 太田尚子松岡忠

3.ペリネイタル・ロスの母親とその家族への継続的な支援に関する文献調査

惜岡県立大学看護学部助産専攻 大澄由里子

静岡県立大学 太田尚子

第二群

座長 鈴木康之先生 （面士市立中央病院）

4. 下肢麻痺により褥癒がある妊婦への保健指羞

～感染に対する指禅をし、切迫早産を予防する～

静岡赤十字病院 6-1病棟 青山亜佐美

5 新生児搬送を要した常位胎盤早期剥離の 2例

一新東名高速道路開通前後での対応 ・母体転焔の比較ー

富士市立中央病院

6. 妊婦サイトメガロウイルス抗体保有率と母子感染

浜松医療センター産婦人科

浜松医科大学産婦人科

7.胎児先天性心疾患：当院における出生前診断の現状

静岡県立こども病院周産期センター
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伊藤敏谷小田智昭矢田大輔

窪田尚弘鈴木康之

山 下 美 和 柏 木 唯 衣 岸 本 綾 子

大川直子平井久也芹沢麻里子

岡田善親小林隆夫

金山尚裕

加茂亜希杉山緑河村隆一



西口富三

同 新生児未熟児科 ・循環器科 田中靖彦新居正基満下紀恵

第三群

座長 久保田君枝先生（浜松医科大学看護学部）

8. 助産師学生の倫理教育について

ー東海4県の助産師学生調査より一

浜松医科大学大学院博士課程 杉浦和子

浜松医科大学健康社会医学講座 中村美詠子尾島俊之

9.妊婦診断能力育成に向けての課題

～助産外来の現状からの考察～

静岡県立大学看護学部 高木静鈴木恵松岡恵

10.静岡県内における助産師実態調査報告

静岡県看設協会助産師職能委員会 鈴木百合子
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教育 講演要 旨

安心して母乳授乳ができる環境を支援する助産師と外科医の連携

～授乳期乳腺炎の治療経験から～

神崎外科クリニック 神崎正夫

私は、乳腺疾患診療に携わって26年になります。現在は乳房に関わる疾患の診断 ・治療＇と乳癌検診を

主とした診療を行っています。中でも授乳期乳腺炎治療は、大きな診療課題の一つです。今回は、当院 ／

で経験した授乳期乳腺炎治療例の実態をご紹介し、皆様の今後の乳房ケアのお役に立てれば幸いです。

授乳期乳腺炎治療の主役は助産師であり、そして産科医、小児科医、外科医の協力が必要です。残念

ながら、この母乳授乳支援のネットワークが十分機能しなかったり、乳腺炎時の母乳授乳の指禅が統一

されなかったりで、授乳婦が母乳授乳に迷うこともあるようです。母乳授乳を支援する上での基本は、

出産後の授乳婦を心身共にいち早く元気にすること、そして授乳婦に、母乳授乳の最大の支援者である

身近なmy助産師を持つ必要性を知ってもらうことだと思います。出産後の授乳トラブルをいち早く助

産師に相談することにより多くの乳腺炎の予防が期待できるとされています。

また、授乳期乳腺炎の治療の基本は、 1)早期発見と早期の乳房マッサージを中心とした助産師のケ

アを受けること、 2) 助産師による乳腺炎の治癒の確認（炎症所見・硬結の消失、乳汁分泌の回復）の

2点に尽きると思います。そのためには、産院、病院勤務の助産師は、産科医、外科医、開業助産師と

相互に連携して治療にあたることが重要ですし、一人の助産師で頑張り過ぎないことも重要です。産科

の先生には、積極的に助産師の依頼に応じて診断・治療に参加し（特に乳腺膿瘍の有無の確認）、十分

な状況説明 • 投薬により、授乳婦の精神的緊張を緩和し、同時に助産師の負担を軽減する支援をお願い

したいと思います。また、授乳期乳腺炎の経過は、軽症例から経過の長い例重症例まで実に多彩で、そ

の経過は一人ひとり異なるため、特に出産後3か月以内ば症例ごとに治療開始から治癒までを確認して

もらいたいと思います。それは、治療途中に授乳婦の判断で治療を中断し、乳腺炎が再燃し膿瘍化する

例があるからです。また、出産後の授乳婦の食生活を含めた生活環境、哺乳回数、児の哺乳力の変化に

より、容易に乳汁分泌は影聘され、母乳授乳期間中は常に乳腺炎が発生するチャンスがあります。

外科医は、授乳期乳腺炎の治療に際し、超音波検査による）j農瘍形成有無の確認、膿瘍の穿刺排膿、ま

たは切開排膿の処僅を行いますが、処置後の乳房マッサージを含めたトータルケアの主役は助産師であ

り、外科医は後方支援者です。

重症の乳腺炎になった授乳婦さんが必ず言われることは、「もう 2度と乳腺炎になりたくない』です。

これほどまで授乳婦を精神的肉体的に痛みつける乳腺炎は、みんなの支援で予防しなくてはなりません。

私も微力ながら、母乳授乳を支援する一員 として助産師と協力し、乳腺炎の早期発見、早期治癒を目指

し、今後も努力してまいりたいと思います。
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般講演要 旨

1. 妊婦の性生活に関する文献研究

静岡県立大学大学院看設学研究科助産学分野 大嶋友香、松岡 恵

［目的】助産師は妊婦への性生活指消は欠かせないと考えているが、十分に実施できない現状がある（岡

本ら， 2003)。そこで本研究は、妊娠期の健康教育の充実を目指すため、妊婦の性生活に関する健康教

育の必要性について明確にすることを目的とする。

［方法】 1980~2012年の国内外の文献と2000~2012年の書籍を検索 ・分析した。 日本文献は「医中誌

Web」を用い、キーワー ド「妊娠中」「性生活」で検索された37件のうち、タイトル、抄録、本文を吟

味して 7件を、海外文献は「PubMed」「CINAHLplus」「TheCochrane Library」を用い、キーワード「妊

娠中」「性行動」で検索された計481件のうち、題名、抄録、本文を吟味した10件と、文献の引用文献か

ら5件を分析対象とした。書籍は、静岡県立大学・短期大学部附属図書館OPACを用い、 キーワード「セッ

クス」「性行動」「生殖」で検索された97件のうち、 題名、本文を吟味して 4冊を分析対象とした。さら

に、著者で文献検索し 2件を分析対象とした。

［結果及び考察］ 人間の性行為の意味は「生殖性」「快楽性」「連帯性」の 3つであり、妊婦にとっては「連

帯性」の意味で重要である（黒川， 2003大井ら， 2002他）。 しかし妊婦の多くは、早流産など性生活が

及ぽす影牌や妊娠中の夫婦関係に関 して不安を抱えている（小林ら，1997;大井ら， 2002他）。正常経

過の妊婦では、性交回数やオーガズムと流早産に関連はない (Kurkiet.al, 1993; Sayle et.al, 2001他）が、

妊婦の大多数は本やインターネットから情報を得ている（遠藤ら，2011;西村ら， 2006他）ため、誤っ

た知識を得ている可能性がある。不安を抱える妊婦の多くは助産師からの情報提供 ・相談を希望してい

る（遠藤ら， 2011)ため、助産師が妊婦の性生活に関する健康教育を行うことが必要である と考える。

2 育児期の夫婦間の言語的コミュニケーションに関する基礎的文献調査

静岡県立総合病院

静岡県立大学

寺田有里

太田尚子松岡恵

【研究目的】 育児期の夫婦間の言語的コミュニケーションに関する研究の基礎資料とするため、育児の

変遷、育児不安の定義・影響要因、育児支援、言語的コミュニケーションの重要性について文献検討を

行った。

［研究方法】本研究は文献調査研究である。医中誌Webにて、キー ワーズを「育児不安」and「支援」and「配

偶者or夫」or「コミュニケーション」などとし、 33件選択、さ らに、書籍や関連ホームページから19件

追加した。調査期間は2010年4月から翌年4月である。

［結果】 昭和初期までの育児は家族や社会が行っていた。 しかし、高度経済成長とともに母親が育児を

行うことが一般化し、性別役割分業が尊入された。女性の社会進出が著しい今日では、性別役割分業は

変化し、近隣関係が希簿化し育児不安が社会問題になっている。育児不安とは、「子育てに関する漠然

とした不安が蓄積され持続している状態」である。その影霧要因には、育児を一人で担う負担感、社会

からの孤立感、疲労、育児で生じた問題に対する対処行動をとることができない、などがある。育児不

安を生じた時に支えとなるのは周囲からの支援である。特に、夫からの支援が重要であり、夫の育児参
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加、夫婦間の会話が育児不安を軽減する。また、夫婦共に情緒的支援が良好であると認識している者は

コミュニケーションが充実し、育児不安が低い。 しかし、母親は情緒サポー トに不満を認め、夫との会

話に満足していない現状があった。よって、夫が母親の希望をさらに理解するためには、夫婦間の言語

的コミュニケーションの内容を明らかにする必要がある。

【考察】 母親の育児不安を軽減するためには、夫の育児参加や、夫婦間の言語的コミュニケーションが

重要であることが明らかとなっていたが、言語的コミュニケーションの内容は明らかになっていない。

【結論】 今後育児期の夫婦間の言語的コミュニケーションの内容について明らかにしたい。

3. ペリネイタル・ロスの母親とその家族への継続的な支援に関する文献調査

静岡県立大学看渡学部助産専攻

静岡県立大学

大澄由里子

太田尚子

［研究目的】 ペリネイタル ・ロ スを経験した母親 ・家族が地域で生活していく際に必要とされる、母殺 ・

家族のニーズに添った継続的な支援のあり方について明らかにする。

【研究方法］ 本研究は文献調査研究である。文献は、医学中央雑誌、CiNiiのデータベースを用いて2001

年から2011年までに発表された原著論文、解説24件を対象に検討した。研究期間は、 2011年 4月から

2011年12月までである。

【結果】 日本におけるペリネイタル ・ロスの現状として、平成21年の死産と新生児死亡を合わせて

28,259例であった。ペリネイタル ・ロスを経験した母親 ・家族の入院時のケアニーズには、競役割獲得

への支援や珠境を整えること、退院後の生活に向けだ清報提供があり、退院後のケアニーズには継続的

な心のサポート、医療者の相談窓口があること等であった。 しかし、継続的な支援は医療者にとって難

しいと捉えられている現状があり 、その理由としては、看設者自身の感情への戸惑いや専門職との連携

の取りにくさ、ペリネイタル・ロスに対する知識不足があった。この事態を打開するため、 ①グリーフ

ケアマニュアルの作成と実施、 ②セルフヘルプグループに関する情報提供、 ③入院時から退院後の生活

まで継続的に助産師、保健師が関わることができるようアセスメントシー トの活用等の先駆的な取り組

みがあった。

【考察］ 望ましい継続的な支援に向けて、ペリネイタル・ロスの知識を身につけ、ガイドラインを作成

することや、看設者自身の戸惑いや困難感を軽減するために分かち合いの場を設けることが必要である。

【結論】 医療者がペリネイタル ・ロスの継続的な支援を困難と感じている状況がある。今後、先駆的に

行われている施設での支援を参考に、継続的な支援を可能にするケアのシステムを整えていくことが求

められている。

4. 下肢麻痺により褥癒がある妊婦への保健指導

～感染に対する指導をし、切迫早産を予防する～

静岡赤十字病院 6 -1病棟 青山亜佐美

本研究の対象者は10代前半より下肢麻痺となり 1日の大半を車椅子で生活をしている30代の初産婦で

ある。10代後半より褥癒を繰り返し、褥癒の手術を 2度施行し、妊娠前にも褥癒部の感染を起こした経

緯があった。道木 1)は妊娠中期に脊髄障害者の妊婦に起きやすい合併症として、腟感染症、貧血、尿

路感染症等を挙げている。
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妊娠初期より右座骨部に褥癒があるため外陰部が清潔に保てず、低栄養、膀脱炎を繰り返している状

況から、合併症を引き起こし切迫早産となるリスクが高い事が考えられた。そのため、下肢麻痺によ り

褥癒がある妊婦へ感染からの切迫早産を予防する為の効果的な保健指導について考察を行った。

妊婦健診時に皮府 ・排泄ケア認定看談師、形成 ・産科医師の指導をもとに、妊娠中期から分娩まで外

陰部の清潔を保っための生活指導、褥癒部の感染 ・悪化予防ケア、栄養指磁、切迫症状出現時の対応等

のセルフケア指禅を対象者の理解度を確認した上で行い、実施を促していった。結果的に、感染に対し

セルフケア指導を行った事で、分娩は正期産より 1日早くなったが、ハイリスク妊娠であった対象者が

感染を起こさず妊娠継続出来たため、感染による切迫早産の予防に対してセルフケア指蒻が有効的で

あったといえる。

5 新生児搬送を要した常位胎盤早期剥離の 2例

一新東名高速道路開通前後での対応 ・母体転帰の比較ー

富士市立中央病院 伊藤敏谷小田智昭矢田大輔窪田尚弘

鈴木康之

常位胎盤早期剥離では出生児の転帰は帝王切開の決定から出産までの時間に最も関連すると言われて

いる。また母体は発症から 5時間でDICとなり母体の予後を悪化させるとも言われ、速やかな児娩出が

母児の転機を大きく左右すると考えられている。新東名高速道路開通前後での当院における 2例の常位

胎盤早期剥離の対応、母体の転機を比較検討した。

症例① （新東名開通前）、27歳、 0経妊、妊娠27週 2日、近医より常位胎盤早期剥離の疑いにて当院

母体搬送となった。当院では新生児管理が不可能であるため、県立こども病院に連絡、当院で緊急帝王

切開施行し新生児搬送の指示を受けた。こども病院医師の到箔を待ち緊急帝王切開術施行し、帝王切開

決定から95分後860g男児 Apgarscore 2/2、謄帯動脈血液ガス分析pH7.26で娩出した。術前の血液検

査ではHb7.9、Pltl7.7万、 Fibl66とDICの進行認めたため、術中RCC2単位輸血、術後にさらにRCC2単位、

FFP4単位輸血し術後 1日目にDIC離脱、経過良好にて術後7日目に退院となった。

症例②（新東名開通後）、妊娠30週 0日、近医より常位胎盤早期剥離の疑いにて当院母体搬送となった。

症例①と同様に県立こども病院医師に連絡し帝王切開決定後から40分後こども病院医師到着、緊急帝王

切開施行し、 1440g男児 Apgarscore 8/8、朦帯動脈血液ガス分析pH7.42で娩出した。術後の血液検査

ではPlt26.5万、 Fib422と低下認めないもののAT皿74.9、D-dimer14.5とDIC進行所見を認めたが、輸血

をすることなく血液検査所見は改善し、経過良好にて術後7日目退院となった。

常位胎盤早期剥離では母体•新生児共に集中的な管理が必要となるが、新東名高速道路の開通により、

当院と総合周産期センタ ーとの時間的距離が短縮され、より迅速な対応が可能となった。

6. 妊婦サイトメガロウイルス抗体保有率と母子感染

浜松医療センタ ー産婦人科

浜松医科大学産婦人科

山下美和柏木唯衣岸本綾子大川直子

平井久也芹沢麻里子 岡田善親小林隆夫

金山尚弘

【目的】 サイトメガロウイルス（以下CMV) は胎内感染する頻度が最も高い病原体であり、その頻度は

全出生児の0.2-2.0％であるとされている。わが国では妊婦の抗体保有率が高いため母子感染は稀とされ
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ていたが、近年抗体保有率の低下が報告されるようになった。日本における妊婦の抗体保有状況、母子

感染の実態を知ることを目的とした。

［方法］ 1996年 6月から2011年12月までに浜松地区産婦人科施設を受診した20,508例を対象とした。妊

娠初期にCMVIgG抗体、 IgM抗体を検査し、抗体陰性例は分娩までに再検査を行った。妊娠初期にIgM

抗体陽性、または判定保留であった例、および妊娠中にIgGが陽転した例には分娩時検査として謄帯血

IgG、IgM、新生児尿CMVDNAを検査し、 l齊帯血IgM陽性または新生児尿CMVDNA陽性であった場

合を児に感染があったと判定した。感染が確認された児には小児科、眼科、耳鼻科によるfollowupを行っ

た。CMVIgG抗体、 CMVIgM抗体はEIA法で測定し、新生児尿CMVDNAの検出にはPCR法を用いた。

［成績】 1妊婦抗体保有率：全期間におけるCMVIgG抗体陽性率は72.4%、IgM抗体陽性率は2.4％であっ

た。1986年に96％であるとされた妊婦抗体保有率は下降し続け、2009-2011年では66.7％まで下降して

いた。2分娩時検査 ：対象例のうち約62％が児の感染確認検査を受け、 27例の児に感染が確認され、 22

例がfollowupされた。 3例は症候性感染児であり、また 2例に後障害（難聴、てんかん）が発症した。

17例は無症候性であった。

【考察】 抗体保有率が高かった時代はウイルスの再活性化に伴う感染が多く無症候性の感染児がほとん

どであったが、抗体保有率の低下に伴い初感染によるより重症の感染児が増加していると考えられた。

7. 胎児先天性心疾患：当院における出生前診断の現状

静岡県立こども病院周産期センター

同、新生児科，循瑛器科

加茂亜希杉山緑河村隆一 西0富三

田中靖彦満下紀恵新居正基

【緒言］ 先天性心疾患は、出生直後の対応が必要となることが多く、長期的予後の観点からも胎内診断

の意義は大きい。そのため、産科、新生児科および循環器科が連携して対応することが望まれるが、当

院に周産期センターが開設されたことで、胎内診断から分娩、更には手術に至るまで一貫した対応が可

能となった。そこで、今回、出生前診断状況ならびに当院への紹介契機について調査した。

［方法】 2001年 1月から2007年 5月までの当センター開設前と、同年 6月から2012年 7月までの開設後

における出生前診断状況について後方視的に調査した。

［結果】 1)出生前診断に至った症例は、左心低形成症候群では、センター開設前27.8%(9/33例）、開設

後62.3%(18/28例）であった。同様に、無牌症候群では、開設前57.8%(8/14例）、開設後70.4%(19/27 

例）、 Ebstein奇形では33.3%(1/3例）、 63.6%(7/11例）、大血管転位12.5%(l/8例）、 26.7%(4/15例）と、

それぞれセンタ ー開設後に胎内診断率が大幅に向上した。

2)当センターで出生前診断に至った症例は、総数115件であった。その紹介契機は、心形態異常の疑い

78例 (67.8%）、高度FGRが14例 (12.2%）、羊水過多が3例 (2.6%）であった。

3)出生前診断された先天性心疾患症例のうち、染色体異常を伴ったものは27例で、心外奇形の合併は18

例であった。

【考察】当センター開設後、地域産科医師等に対し、 心形態の評価方法についてのセミナーを開催して

きた。心形態評価についての意識の高まりがこの結果に結びついたものと考えられる。 しかし、出生後

に初めて判明する症例もいまだ存在しているという現状があり、連携体制をさらに進めていく必要があ

ると言える。
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8. 助産師学生の倫理教育について

ー東海4興の助産師学生調査より一

浜松医科大学大学院博士課程 杉浦和子

浜松医科大学健康社会医学講座 中村美詠子 尾島俊之

【目的】 近年、患者中心の医療、患者の権利、より安心安全を取り入れた分娩が求められるようになっ

た一方で、産科閉鎖、産婦人科医、小児科医の不足、助産師の偏在などの問題が浮き彫りになっている。

また、人々の価値観が多様化している中で、人は尊重され、一人の命は尊重されなければならず、専門

職としての高い能力や質の高い看渡が求められている。しかしながら、倫理に関する教育課程が複雑化

していることや患者の自律性の尊重に対する問題も複雑化 しており 、統一した倫理教育は構築されてい

なし‘o

本研究は、助産師学生の倫理教育に注目し、倫理に関する教育の現状を明らかにすることを目的とし、

研究を行った。

【方法】 2011年 7月～12月に、東海4県の助産師学生を対象に郵送法による自記式質問紙調査を行なっ

た。看護師課程教育での倫理教育受講経験の記憶の有無の割合と年齢および看護師経験年数との関連を

観察し、 X2検定より検討した。

【結果］ 倫理教育の状況の全ての質問に回答した54人を分析対象とした。倫理教育受謡経験の記憶があっ

たのは、54人中44人 (81.5%）、このうちの12人 (27.3%)は印象的な倫理教育内容があったと回答した。

倫理教育受講経験の記憶の有無は、年齢階思別および、看護師経験年数と有意な関連は認めなかった。

［結論】 助産師学生における倫理教育の講義は、より印象づけられるテーマを選定すること、演習や実

習においては、学生間で論理的思考を発展し合えるような方法を盛り込むことが重要である。 さら に、

臨床助産師から倫理的問題がある事例の体験やその学びを直接聞くことで、医療職、また個人の立場か

ら学生自らが考えられる機会を得ることも重要である。

9. 妊婦診断能力育成に向けての課題

～助産外来の現状からの考察～

静岡県立大学看設学部 〇高木静鈴木恵松岡恵

［緒言】 近年、助産外来 ・院内助産のニーズが高まり 、助産師の妊婦診断能力の向上が求められている。

本研究は、文献から助産外来の変遷と現在の実施状況について、各病院における助産外来を担当する助

産師の能力基準と教育課程を明らかにするとともに、今後の助産師蓑成課程における妊婦診断能力育成

に向けての課題について検討することを 目的とした。

［研究方法】 2004年～2009年までの論文を対象に、「助産外来」「妊婦健診」「妊婦診断能力」「能力基準」「助

産教育」をキーワードにし、医学中央雑誌を中心に検索を行った。検索で得られた文献のうち、原著論

文、報告、総説、解説を対象とした。

［結果および考察】検索の結果、 26件の文献検討を行った。

助産外来の担当助産師の基準について、 2004年から2009年にかけての実践報告では、助産師経験は 3

年から 7年とする施設がほとんどであった。2009年に打ち出した院内助産ガイドラインでは、「概ね 3

~5年以上の臨床経験を持つ助産師であることが望ましい」としており、これまでの各施設での実績を

踏まえたうえでの基準になっていると考えられた。
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また、教育プログラムについては、内容が統一されていず、各施設や個人の自助努力にゆだねられて

いる状況であることがわかった。

こうした状況の中、助産師教育のミニマムリクワイアメンツが打ち出されたが、助産師簑成施設の教

育に関 しては様々であり、どの養成施設でも分娩介助を中心とした実習となるため、妊娠期の診断能力

が養われにくいことが課鼈と考えられる。今後も国的に助産外来が広まり 、妊娠期の診断能力が問われ

る時代になる。そのため、助産師養成施設での教育内容や実習内容のさらなる充実が求められると考え

る。

10. 静岡県内における助産師実態調査報告

静岡県看設協会助産師職能委員会 鈴木百合子

【はじめに】 静岡県看護協会職能委員会では、助産師の専門性を高めるとともに、市民に対する質の高

いサービスの提供と助産師活動の周知を目的に活動を展開している。東部、中部、西部の各施設から 9

名の委員が 1~2回／月程度集まり、イベントや研修の準備を行っている。毎月の委員会の中で県内の

産科の状況の変化していることが、現実問題として話されることが多くある。そんな中、果たして県内

の助産師の就労実態はどうなのだろう？就労意欲がわき活き活きとした助産師活動を展開するにはどう

すればいいのだろうか？などの疑問を感じ、県内助産師の要請を吸い上げる役割を持つ職能委員が、助

産師就労の実態を把握していないのではないかと気づいた。そこで、活動目的である質の高い市民サー

ビスを提供するための一環として実態調査に取り組んだ。

【調査期問・方法］ 平成22年度、分娩を取り扱っている総合病院24施設へのアンケート調査とそれぞれ

各施設 1名ずつの助産師へのインタビュー調査（臨床経験10年以上12名 ・未就学児を育てている助産師

12名）、診療所48施設へのアンケート調査、助産院11施設へのインタビュー調査を行った。

【倫理的配慮】 調査計画書は看護協会理事会で承認されており、調査主旨を古面で説明のうえ、同意を

得られた方より聞き取りを行った。

［結果】 総合病院での助産師の就労内容に関しては特に労働過重を確認することはできなかったが、就

業施設の助産師の偏在を含め労働環境には大きな差が見られた。インタビューでは、やりがい感を強く

感じるのは助産師としての導門性を発揮できている時と答える人が多かった。煩雑な業務の中で自らの

やりがいを見出す姿も見られていた。診療所では3割が20年以上の経験を持つ助産師であったが、アン

ケートのみでは個々の活動まで踏み込むことができなかった。今回の報告では 6割以上の助産師が就業

する病院を中心に報告する。
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平成24年度事業報告並びに平成25年度事業計画

1. 平成24年度事業報告

1)第3回羽衣セミナー および第25回定例総会及び学術集会

開催日 9月 1日（土） 第3回羽衣セミナー

2日（日） 潜在助産師支援事業 特別講演

第25回定例総会及び学術集会

集会長 宇津正二先生（聖隷三方原病院） ＇

会 場 もくせい会館

特別講演（潜在助産師支援事業）

発達障害と愛着障害 杉山登志郎先生（浜松医大児童青年期精神医学講座特任教授）

アクティブバース～フ リースタイル分娩介助の方法～ 岩田塔子先生（めぐみ助産院）

ランチョンセミナー

妊婦の心肺蛙生と急変対応 照井克生先生

（埼玉医科大学総合医療センター麻酔科准教授）

教育講演

安心 して母乳授乳ができる塚境を支援する助産師と外科医の連携

～授乳期乳腺炎の治療経験から～ 神崎正夫先生（神崎外科クリニック院長）

一般演題 10題

学術奨励買 (2題）敬称略

加茂亜希、他（静岡県立こども病院）

鈴木百合子（県看設協会助産師職能委員会）

参加者数 羽衣セミナー 172名（前年104名）

内訳 ：東部12名中部99名西部61名

＊ナイトセミナー参加者 73名

（医師10,助産師45, 看護師4, 学生14)

特別講演会 120名（県外2名含む）

内訳 ：東部17名（医2 助15)中部47名（医7 助33 看7)

西部54名（医8 助20 看〇 学生他26)

第25回学術集会 139名（県外2名含む） （前年79名）

内訳 ：東部18名（医5 助13)中部61名（医8 助42 看5 他6)

西部58名（医10 助22 看〇 他26)

託児所の申し込み状況 0名（前年0名）

2)役員会の開催

平成24年 9月2日（日） もくせい会館 会議室

平成25年 2月19日（火） あざれあ“第 1会議室”

3)会員数 平成25年 1月 1日現在（括弧内は平成24年 1月時点）

288名 (301名） （入退会者整理後）

（内訳） 医師111(112) 助産師118(135) 看護師16(15) 薬剤師〇 保健師3

栄養士5(6) 教員30(26) その他4（対前年13名減少）

退会扱 29名（退会届15, 5年未納者ll，住所不明 3)
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新規入会 16名

会費未納者 71名 （前年98名）

(1年32名 2年11名 3年10名 4年 4名 5年14名）

4)平成24年度決算（別紙）

2 平成25年度事業計画（案）

1) 第26回定例総会及び学術集会の開催

日 程 9月8日（日）集会長古川雄一先生

会 場 もくせい会館

特別講演 “生殖補助医療の基礎と今後の展望＂

西村 満先生 （西村ウイメ ンズクリニック院長）

ランチョンセミナー

“破水を考えるー産科ショック予防の観点から＂

金山尚裕先生（浜松医科大学産科婦人科教授）

一般演題

2)第 4回羽衣セミナー

日 程平成26年 2月16日（日）

会 場 もくせい会館

ミニレクチャー 請師一覧（順不同）

円谷由子先生（静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 講師）

お母さんの栄養、足りていますか？ 妊産婦のための食事バランスガイド活用術～

長田知恵子先生（静岡県立大学看護学部看設学科 請師）

母乳哺育で困っています！そのトラブル、誤解から始ま っているかも？！

光本恵子先生（リプロダクティブ ・ヘルス研究会 副理事長）

間もなく 一年、妊娠SOSサポート相談

西尾公男先生（にしお小児科医院院長）

家族の不安に寄り添って ～出生前診断を希望されたら～

鈴木一直先生（浜松医科大学付屈病院 周産母子センター講師）

胎盤の中、どうなってますか？ （近赤外線による評価）

河村隆一先生（静岡県立こども病院 周産期センター産科医長）

赤ちゃん、元気ですか！ （胎児機能評価について）

他、詳細未定

3)役員会開催

理事会 2回（平成25年 9月8日、平成26年 2月16日）

羽衣セミナー準備委員会 平成25年11月予定

4)平成25年度予算（案） （別紙）

5)その他
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第 1章

第 1条

第2条

静岡県舟性衛生学会規約

総 則

本会は静岡県母性衛生学会と称す。

本会の事務所は、静岡市葵区應匠3丁目 6-3静岡県医師会館内におく 。

第2章 目 的

第3条 本会は日本母性衛生学会の趣旨に則り妊婦、産婦、授乳婦の保健並びに女性全般の健康を

第4条

第3章

第5条

第 6条

第7条

第4章

第8条

守り 、母性保健に関する研究、知識の普及及び関連事業の発展を図り 、以て人類の福祉に

寄与することを目的とする。

本会は会員相互の親睦を図り 、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 母性衛生に関する調査研究

(2) 学術講演会の開催

(3) 母性保健事業に対する学術並びに技術的援助

(4) 日本母性衛生学会との連携業務

(5) その他必要と認める事業

会員

本会の会員は本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した者とする。

本会に入会しようとする者は、住所、勤務先、職名、氏名を記し、会骰を添えて本会事務

所に申込む、会員の登録は理事会の承認を得て行われる。

会野は年会費を納入するものとする。その額は年額2,000円とする。

役 員等

本会に次の役員を置く 。

会長 1名

副会長 3名

議長 ・副議長各 l名

理事若千名

監事 2名

上に定めるもののほか、名告会員および顧問若干名をおくことができる。

第8条の 2 役員の選任は次のとおりとする。

(1) 会長および副会長は理事会の推煎により総会の承認を得て選任する。

(2) 議長および副談長は理事会の推薦により総会の承認を得て選任する。

(3) 理事及び監事は総会において会員の中から選任する。

(4) 顧問は理事会の推薦により委嘱する。

第 9条 役員の職務は下のとおりとする。

(1) 会長は会を代表し、会務を総理する。

会長に事故あるときは会長の定める副会長がこれを代行する。

(2) 議長は総会の識事進行を遂行する。
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議長に事故あるときは副議長がこれを代行する。

(3) 理事は重要会務を審議、議決し、会務を分掌する。

(4) 監事は会務を監査する。

(5) 顧問は会長の諮問に応ずる。

第10条 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは理事会に於いてこれ

を補充し、次期総会において承認を求むるものとする。

第11条 本会の会務を処理するため、幹事をおくことができる。幹事は会員の中から会長の委嘱を

受け、常任理事を助けて会務を分掌する。

第 5章会 議

第12条 本会の会議は総会および理事会とする。

2.総会は会長が招集し、毎年 1回開催する。

ただし、会長が特に必要と認めたとき、理事又は会員の過半数が希望した場合には臨時総会を召

集することができる。

3.会長は必要に応じて理事会を開催する。

第6章 学術集会

第13条 学術鋲会は年 1回開催するものとする。

2. 会長は別に学術集会長を委嘱することができる。

学術鋲会長の任期は原則として 1年間とする。

第7章会 計

第14条 本会の会計年度は、 4月1日より 翌年 3月31日までとし、会骰は年度内に本会の事務所に

納付するものとする。

第 15条 本会の経野は会骰及び助成金、寄付金ならびにその他の収入をも ってこれに充てる。

第8章 規約の変更

第16条 本会の規約を変更する場合は総会の決謡によるものとする。

付則

（施行期日）

1.本規約は昭和62年 5月16日をも って実施する。

2.本規約は平成14年4月1日に一部変更しその日より施行し、昭和62年 5月16日の規約は廃止す

る。

3.平成20年 7月5日をもって年会野を2,000円に変更する。

4. 本規約は平成23年 9月4日に一部変更しその日より施行し、平成14年 4月1日の規約は廃止す

る。

5 本規約は平成24年 9月2日に一部変更しその 日より施行し、平成23年 9月4日の規約は廃止す

る。
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平成25年度 静岡県班性衛生学会役員名薄

会長 西口富三（静岡県立こども病院周産期センター長）

副会長 金山尚裕（浜松医大産婦人科教授）

望月律子（静岡県看談協会会長）

小林隆夫 （浜松医療センタ ー院長）

謡長 稲本裕 (JA静岡厚生連遠州病院副院長）

副議長 伊東宏晃（浜松医大周産母子部教授）

（名巻顧問）

顧問 鈴木勝彦（静岡県医師会会長）

鶴田忍ー （静岡県理事）

青木 智（日本母性衛生学会功労会員）

赤堀彰夫（青争岡県医師会母子保健担当理事）

鈴木一吉（県厚生部こども家庭課課長）

神尾憲治（産婦人科医会第10代県支部長）

池谷洋一（県立東部看設専門学校）

理事 三橋直樹（順天堂大学静岡病院院長）

鳥居裕一 （聖隷浜松病院院長）

望月志津子（静岡市立静岡看護専門学校副校長）

新顧問

神谷瀧子 （静岡医療科学専門学校助産科長 ・県看談協会助産師職能委員長） 新理事

草野恵子（静岡県助産師会会長）

太田尚子（県立大学看護学部教授）

久保田君枝（浜松医科大学看設学科教授）

稲垣恵子（聖隷クリストファー大学助産学専攻科准教授）

坪井厚（県栄挫士会会長）

宇津正二 （堂隷三方原病院産科）

前田津紀夫（前田産科婦人科医院院長）

（会計） 鈴木康之（富士市立中央病院副院長）

門 智史 （沼津市立病院第二産婦人科部長）

武田 修（武田産婦人科医院院長）

高林香代子（聖隷三方原病院院内助産所課長）

石川睦子（静岡赤十字病院師長）

水野t専代（富士市立中央病院副看護長）

庄司 潔（庄司産婦人科医院）

監事 有澤克夫（静岡県産婦人科医会前会長）

古川雄一（静岡県産婦人科医会現会長）
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論文投稿規程

1. 投稿者の資格 ：投稿者は、共著者も含め原則として静岡県母性衛生学会会員に限る。

2. 論文の種別：論文の種別は、原著、研究報告、速報、事例報告、依頼稿、特集などで、母性衛生の

向上に寄与しうるもので、他誌に発表していないものに限る。

a) 原 著：科学論文として論理的で独創的な新知見が示されており、母性衛生としての学術上の

価値があると認められた論文。

b)研究報告 ：原著論文の条件は満たさないが、研究成果をまとめたもので掲載の意義があると認め

られた論文。

c)速 報：新しい研究方法の開発、将来発展する価値のある新知見を早急に報告する論文。

d)事例報告 ：稀な事例で今後の実践に有益な論文。

e)総 説：会員に役立つもので、依頼した論文を原則とする。

f)特 集 ：特定のテーマに関する複数の専門家に依頼した原稿を原則とする。

3. 原稿の作成：原稿は原則としてPCのワード等で作成し、書式はA4版横書き、原稿は一行あけで40

x20行 (800字）で作成する。

原稿の枚数は、原著14枚（刷り上り 7頁）、研究報告14枚（刷り上り 7頁）、速報は 4枚（刷り上り 2

頁）、事例報告は 8枚（刷り上り 4頁）以内とする （図表、文献を含む）。

なお、印刷の刷り上り 1頁は、800字原稿用紙2枚に相当する。図表は一枚あたり 400字分に換算する。

サイズは最大で、縦208mmx横141mmとする。

図表は本文とは別に原稿に涼付し、それぞれ通し番号、タイトルをつける。図表の挿入希望箇所は本

文の右欄外に明記する。

4.論文構成と著者数：論文記述の順序は原則として次のようにする。

表題、所属、著者名（原著、研究報告は10名以内、速報は5名以内、事例報告は8名以内とし、英文

を付記する）、抄録（和文）、索引用語 (keywords)、 I緒言（目的）、 II研究（実験）方法、皿成績

（結果）、W考察、 V結語、文献、英文抄録、図、表（図・表にはそれぞれ番号とタイトルを付け、本

文の欄外にその挿入箇所を明記する）の順序とする。

5.抄録 ：和文抄録は、速報を除いて500字以内、keywordsは5語以内にまとめる。

英文抄録は、速報を除いて250語以内、 keywordsは5語以内とする （英文抄録には表題、著者らの

所属名、抄録、キーワードの英訳を含む）。

6 用字、用語．原則として常用漢字とひらがなを使用する。学術用語は H本産婦人科学会編「産科婦

人科用語集、第4版」および日本医学会編「医学用語辞典」に従うものとする。

7.単位 ・記号：単位は国際単位系を使用し、 m,cm, ml, di, kg, g, μ g, ℃， mEQ/L, mg/ di, 

などとする。数字は算用数字 (1, 2, 3) を用いる。

8. 文献の引用：論文に直接関係の関係があるものにとどめ、本文中では引用部位の右肩に文献番号1)

2)... ．を付け、本文の最後に一括して引用番号順に掲載する。

（雑誌の場合）

著者名（和文はフルネームで、欧文は性のみをフルスペル、その他はイニシャルのみで 3名まで記し、

それ以上の場合は「、他」「， etal」を用いて略記する）。表題（フルタイトルを記載）．雑誌名．発

行年（西暦）、巻数（号数）、頁一頁．

例 1)佐藤太朗，青木二郎，山田三郎，他．思春期の月経異常．母性衛生． 2003,44(1), 1-10. 

2) Johnson H. Smith EC, Wilson P, et al. Premature labor and infant mortality. Am J Obstet 
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Gynecol. 2002, 159, 65-68 

（単行本の場合）

編者名書名発行地，発行所，発行年（西暦）．

例 l)松本一郎編．受胎調節の実際東京，第一出版， 1999.

2) William J. Family structure and function. Philadelphia, Saunders. 2002. 

（単行本の一部を引用した場合）

著者名表題編者名書名発行地，発行所，発行年（西暦），頁—頁

例 l)松本五郎受胎告知松本一郎 編．受胎調節の実際東京，第一出版 1999, 1-10. 

2) William J. Family structure. Conn ed. Family structure and function. Philadelphia, 

Saunders, 2002.1-10. 

9. 印刷の初校 ：著者が行う 。ただし、組版面籾に影評を与えるような改変や組み変えは認めない。

10. 論文の掲載料 ・規定内に要する費用は無料とする。なお、カラー印刷は有料とする。

且投稿論文の採否、掲載の順序 ：査読者の意見を参考にして編集会議で決定する。掲載の順序は原則

として投稿順による。採用した原稿等は原則として返却しない。

12.論文の別刷：別刷は30部までは無料とし、それを越える場合は投稿者の負担とする。

13. 原稿の送付方法および送付先 ：論文はeーメイルで送付とし、オリジナル原稿 1部（写真はオリジ

ナル原稿と同じものを使用）とサイン済みの著作権および利益相反申告書を郵送する。原稿には責任

者の連絡先 （メイルアドレスも含む）を明記する。原稿の送付先は下記宛とする。

14. 本誌に掲載した論文の著作権はすべて静岡県母性衛生学会に帰属する。

〒420-8660 静岡県静岡市葵区漆山860

静岡県立こども病院周産期センター

address: nishiguchi-t@sch.pref.shizuoka.jp 
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投稿論文チェ ックリスト

表題 ：

筆頭著者名 '

ー
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ

ロ
ロ

ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

下記の項目について確認のうえ、チェックを入れて下さい。

原稿は、 A4判用紙 (1ページあたり 30字x30行）に、 12ポイントで作成したか

表紙 ・要旨（和文） ・テキスト （緒言 ・方法 ・成禎 ・考察 ・結語）文献、抄録（英文）、図表の脚注、

図表になっているか。

本文に通しページ （原稿下部の中央）を入れたか。

本文および要旨の字数はあっているか。

図表は白黒あるいはグレースケールで作成したか。

図表の解説文は添付 したか。

図表の挿入箇所は、原稿の欄外に記入したか。

文献の記載方法は適切であるか （文献番号は本文に引用した順序で、

キーワードをつけてあるか。(5個以内）

表紙には、表題、著者名、所属機関名、連絡先を記載したか。

連絡先には、 箪頭者名、郵便番号、住所、所属、電話番号、ファックス番号、 E-Mailア ドレスが記

載されているか。

表題、著者、所属機関名を英文で併記 したか。

研究における倫理的配慮について記載したか。

臨床研究や知見に関する論文は倫理委員会 ・臨床受託研究審査委員会の承認を得た研究であること

を表記したか。

本文、図表に、個人が特定される情報が含まれていないか。

統計処理法は明記されているか。

研究遂行や論文作成に関わる助成や経済的支援等があれば、 その旨記載したか。

1)から記載）。

2. 投稿直前のチェック （下記の項目について確認して下さい。）

口 投稿論文の「表紙」の内容は投稿規定のとおりになっているか。

□ 本文にはページを入れたか、本文、図表の枚数等を確認したか、欠落はないか、原稿の欄外に挿入

希望位置を記入したか。

原稿は、正 1部、副 2部あるか。

「静岡県母性衛生学会誌の著作権に関する届出害」を添付したか。

「静岡県母性衛生学会誌投稿者の利益相反に関する自己申告書」を添付したか。

電子媒体 (CD-R)は最終校正の段階で郵送してください。（返却しません）

使用OS名 (WindowsXP、Vista、Windows7,Mac) を記載したか。

仕様‘ノフトウェア名 (MS:Windows2002あるいは2007)を記載したか。
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静岡県母性衛生学会誌の著作権に関する届出書

静岡県母性衛生学会会長 殿

雑誌名 静岡県母性衛生学会誌

著作物名

（論文名）

著者名

（共同著者も含む）

1.上記著作物が当該定期刊行物に記載された場合の転載、翻訳、

翻案、複製、譲渡及び公衆送信権（自動公衆送信の場合にあっ

ては、送信可能化を含む）の権利を静岡県母性衛生学会に譲渡

します。

2. これらの諸権利の第三者への許諾は、学会によって行うこと

を了承します。

平成年月日

筆頭著者名（自著）
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静岡県母性衛生学会誌投稿者の利益相反自己申告書

著作物（論文名）

著者名（共著者も含む）

平成年 月 日 投稿者氏名（自署）

金額 該当の状況 該当の有る場合、企業名等

役員 ・顧問職 100万円以上 有り・無し

株 利益 100万円以上l全 有り ・無し

株式 5％以上

特許使用料 100万円以上 有り ・無し

講演料など 50万円以上 有り ・無し

原稿料など 50万円以上 有り・無し

研究費’ 200万円以上 有り ・無し

その他報酬 5万円以上 有り ・無し
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静岡県母性衛生学会入会手続きのご案内］

当会への入会手続きは下記のとおりです。

① 入会申込書

申込書の枠内に必要事項をご記入の上 FAXでご送付ください。

② 年会費

年会費は2000円です。入会金は不要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・------・・・・・・・・・-・---・・・・・・・------・・・・・・・・・・・-・----・---・・-・・・・・・・・・・-----・・・・・・・・・・・・・---------・・・-・-・・・・・・・・・・・・・-・・・・----・・・・・・・・・・・・・----・・・・・・・・・・・・・・・ 

入 会申込書

静岡県母性衛生学会会長殿

年 月 日竺付

氏名

（必須）

職種

（必須）
医師 助産師 看護師 栄義士 保健師 学校職員

勤務先又は

学校名 （必須）

希望される郵送先の住所をご記入ください。

勤務先又は

学校の住所
TEL 

-------------------------------4-----------------~------------------------------------------------------------------~---------------------+-------------------------------------------------------------------------------

自宅住所 TEL 

六 FAX送信先

静岡 県 立 こ ど も 病院 周産期センター

FAX香号： 054-247-9581

※お問い合わせは下記へお願い致します。

〒420-0839
静岡市葵区既匠 3-6-3 静岡県医師会館 静岡県産婦人科医会

静岡県母性衛生学会事務局

TEL: 054-245-0134 FAX : 054-245-0143 
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変更・退会届

年 月 日

静岡県母性衛生学会会長殿

今般、下記の通り変更があり ましたので、お届け致します。

フリガナ

会員名 印

職種 医師臥廊師看渡師栄促士保健師学校Jfffi

①変更（変更事項を記入して下さい）

新 旧

氏名

勤務先

又は学校名

T T 

勤務先又は

学校の住所

TEL （ ） TEL （ ） 

T T 

自宅住所

TEL （ ） TEL （ ） 

連絡先 勤 自宅 （いずれかに0印を付けて下さい）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
塁 吟

年度を以って退会させて頂きます。

退会理由（該当する理由に0印を付けて下さい）

1 ：退職・閉院 2:転科 3：健康上の理由 4:転勤 ・転居

5 ：その他（ ） 

事務局記入欄

受付 日 手続日 会 費 係印 I検印

年月日 年月 日1完納／末納（年）
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編集後記

第 3巻発刊にあたり、ご協力賜わりました会員各位の皆様、

ならびに査読者の方々に厚く御礼申し上げます。

査読者一覧 (50音順 ・敬称略）

赤堀彰夫

伊東宏晃

太田尚子

金山尚裕

久保田君枝

小林隆夫

鈴木康之

西口富三

静岡県母性衛生学会学術雑誌 第 3巻 1号

平成25年8月29日発 行

事務所 〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-6-3

（静岡県医師会館6F静岡県産婦人科医会事務局内）

TEL 054-245-0134 

FAX 054-245-0143 

E-mai I :nichibo-shizuoka@po2.across.ar.jp 

発行所 静岡県母性衛生学会

発行人西口富三

印刷所 大日紙業株式会社


